
日
本
銀
行
と
安
田
善
次
郎

「
安
田
家
文
書
」
に
よ
る
設
立
過
程
の
研
究

由

井

常

彦

は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
、
松
方
正
義
大
蔵
大
臣
の
も
と
で
、
一

一
（
明
治
一
五
）
年
六
月
、
日
本
銀
行
条
例
が
制
定
さ
れ
、
一
〇
月
一
六
日

に
日
本
銀
行
が
開
業
を
み
た
。
初
代
総
裁
に
吉
原
重
俊
、
副
総
裁
に
富
田
鉄
之
助
、
理
事
に
は
民
間
か
ら
安
田
善
次
郎
と
三
野
村
利
助
が
就

任
し
た
こ
と
は
、
諸
文
献
の
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
人
事
は
じ
め
、
条
例
や
定
款
の
作
成
か
ら
株
式
募
集
、
そ
し
て
開
業

後
の
経
営
が
、
誰
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
で
、
何
時
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
、
そ
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
問
題
や
議
論
が
あ
っ
た
か
、
つ

ま
り
設
立
の
具
体
的
な
経
緯
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

も
と
よ
り
日
本
銀
行
の
設
立
を
記
し
た
公
刊
文
献
は
、
乏
し
い
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
汗
牛
充
棟
の
観
が
あ
り
、
手
近
に
も
『
明
治
財
政
史
』

（
第
一
五
巻
、
昭
和
二
年
刊
）
お
よ
び
『
日
本
銀
行
沿
革
史
』（
第
一
巻
、
大
正
二
年
一
一
月
）
な
ど
で
は
、
設
立
の
沿
革
に
多
大
の
頁
が
割

か
れ
て
い
る１

）
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
条
例
、
定
款
と
規
定
類
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
具
体
的
な
事
実
や
関
係
者
の
動
き
、
そ

し
て
成
文
化
の
経
緯
に
つ
い
て
は
と
も
に
ご
く
簡
単
な
記
述
に
と
ど
ま
り
、
官
庁
出
版
物
に
あ
り
が
ち
な
重
複
記
掲
の
嫌
い
を
免
れ
て
い
な

い
。
官
庁
刊
行
諸
文
献
を
別
と
し
て
、
吉
野
俊
彦
著
『
歴
代
日
本
銀
行
総
裁
論

日
本
金
融
政
策
史
の
研
究

』（
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
五
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一
年
）
は
、
優
れ
た
研
究
書
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
同
書
で
は
、
安
田
善
次
郎
が
理
事
に
任
命
さ
れ
た
事
実
を
と
り
上
げ
、
左
の
よ
う
に

記
述
し
て
い
る２

）
。

安
田
善
次
郎
が
日
本
銀
行
の
理
事
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
銀
行
の
実
務
が
よ
く
わ
か
る
人
を
日
本
銀
行
の
重
役
に
入
れ
て
そ
の
運
営
を
円
滑
に

し
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
気
持
を
松
方
正
義
が
も
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
当
時
日
本
で
有
名
な
銀
行
家
と
い
え
ば
、
な
ん
と
い
っ
て
も
安
田
善
次

郎
が
第
一
人
者
で
あ
っ
た
。
す
で
に
安
田
銀
行
あ
る
い
は
第
三
国
立
銀
行
の
主
宰
者
と
し
て
の
経
験
を
買
わ
れ
、
日
本
銀
行
条
例
を
つ
く
る
と
き

に
も
政
府
か
ら
相
談
が
あ
っ
て
い
ろ
い
ろ
意
見
を
具
申
し
て
い
た
。
松
方
正
義
が
明
治
十
一
年
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
た
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
蔵
大

臣
の
レ
オ
ン
・
セ
ー
か
ら
す
す
め
ら
れ
て
ベ
ル
ギ
ー
の
国
立
銀
行
条
例
を
研
究
し
、
こ
れ
が
日
本
銀
行
条
例
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。
当
時
ベ
ル
ギ

ー
の
国
立
銀
行
は
比

的
新
し
く
設
立
さ
れ
た
中
央
銀
行
で
、
各
国
の
中
央
銀
行
の
制
度
の
い
ち
ば
ん
よ
い
と
こ
ろ
を
と
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い

た
。
そ
こ
で
日
本
銀
行
条
例
を
み
る
と
、
ベ
ル
ギ
ー
の
制
度
を
か
な
り
移
植
し
た
跡
が
み
え
る
。
し
か
し
さ
す
が
に
日
本
に
ベ
ル
ギ
ー
の
制
度
を

そ
の
ま
ま
も
っ
て
く
る
と
い
う
わ
け
に
ゆ
か
な
い
の
で
、
日
本
の
銀
行
家
の
知
恵
を
借
り
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
安
田
善
次
郎
と
松
方
正
義

と
の
結
び
つ
き
が
で
き
、
安
田
善
次
郎
は
日
本
銀
行
の
理
事
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

財
閥
の
統
率
者
が
日
本
銀
行
の
常
任
の
重
役
に
な
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
今
日
で
は
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
が
、
昔
は
そ
れ
が
現
実
に
あ
り

え
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
当
時
安
田
財
閥
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
安
田
善
次
郎
は
日
本
銀
行
の
理
事
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
安
田
銀
行
の
支
払
準
備
を
補
強
し
、
後
年
に
お
け
る
安
田
財
閥
を
形
成
す
る
一
つ
の
有
力
な
基
礎
を
形
成
し
た
と
い
う
ほ
う
が
当
た
っ

て
い
る
。
当
時
の
安
田
善
次
郎
の
力
は
三
井
財
閥
に
対
し
て
は
ま
だ
と
う
て
い
お
よ
ば
な
か
っ
た
が
、
三
井
銀
行
そ
の
他
の
同
業
者
に
依
存
し
な

い
で
な
ん
と
か
し
て
や
っ
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
の
が
安
田
の
強
い
気
持
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
日
本
銀
行
の
重
役
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ざ
と

い
う
場
合
安
田
銀
行
に
必
要
な
資
金
を
供
給
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
基
盤
が
で
き
た
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
非
常
な
強
味
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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右
の
引
用
文
に
お
い
て
、
日
本
銀
行
の
設
立
に
さ
い
し
そ
の
範
を
ベ
ル
ギ
ー
に
求
め
た
こ
と
と
と
も
に
、
現
実
に
お
い
て
安
田
善
次
郎
の

銀
行
家
と
し
て
の
「
知
恵
」
に
借
り
た
こ
と
が
、
要
領
よ
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
同
書
の
記
述
に
し
て
も
、
こ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の

で
、
そ
れ
以
上
の
立
ち
い
っ
た
言
及
は
み
ら
れ
な
い
。

他
方
に
お
い
て
、
日
本
銀
行
の
設
立
に
お
け
る
安
田
善
次
郎
の
役
割
に
つ
い
て
、
安
田
善
次
郎
な
い
し
安
田
財
閥
側
の
文
献
は
ど
う
か
と

い
う
と
、
こ
れ
ま
た
ほ
と
ん
ど
記
述
が
な
い
。
正
伝
た
る
『
安
田
善
次
郎
伝
』（
矢
野
文
雄
、
大
正
一
四
年
）
は
じ
め
、
戦
後
多
年
の
年
月

を
か
け
て
編
纂
・
刊
行
さ
れ
た
『
安
田
保
善
社
と
そ
の
関
係
事
業
史
』（
同
史
編
修
委
員
会
編
、
昭
和
四
九
年
）
に
お
い
て
も
、
安
田
善
次

郎
の
日
本
銀
行
創
立
準
備
委
員
会
の
委
員
（
御
用
掛
）、
つ
い
で
理
事
就
任
と
い
う
事
実
の
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
筆
者
が
編
者
の

『
安
田
財
閥

日
本
財
閥
経
営
史

』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和
六
一
年
）
も
そ
の
例
外
で
は
な
い３

）
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
が
上
掲
の
『
安
田
財
閥
』
を
上
梓
し
た
の
ち
、
安
田
家
の
ご
好
意
で
研
究
の
便
を
え
た
「
安
田
家
文
書
」
を
吟
味
し
て

み
る４

）
と
、
右
の
一
次
史
料
の
内
容
は
、
安
田
善
次
郎
自
身
が
日
本
銀
行
の
設
立
に
大
い
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
お
り
、
設
立
・
開
業
に
い
た
る
経

緯
の
詳
細
が
具
体
的
に
判
明
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
安
田
善
次
郎
自
身
、
日
本
銀
行
の
設
立
に
積
極
的
に
関
与
し
、
創
立
委
員

や
、
理
事
就
任
に
大
き
な
魅
力
と
同
時
に
、
多
大
の
栄
誉
と
責
任
を
感
じ
て
お
り
、
明
治
一
五
年
五
月
以
降
の
「
日
記
」
と
「
手
控
」
に
つ

い
て
は
、
い
っ
た
ん
書
い
た
も
の
を
、
後
に
な
っ
て
再
度
自
身
で
整
理
、
加
筆
、
浄
書
し
た
り
し
て
お
り
、
明
治
一
五
年
の
一
カ
年
の
記
録

の
み
で
、
通
計
五
冊
、
二
五
三
丁
（
欄
外
の
書
き
こ
み
が
非
常
に
多
く
、
厳
密
な
頁
数
の
計
算
は
困
難
で
あ
る
）
に
及
ん
で
い
る
。

以
下
本
稿
は
、
こ
の
「
安
田
家
文
書
」
の
検
討
・
考
究
に
よ
っ
て
、
日
本
銀
行
の
設
立
準
備
か
ら
開
業
と
経
営
の
実
状
を
、
安
田
善
次
郎

の
立
場
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
銀
行
の
設
立
の
過
程
お
よ
び
三
井
を
含
め
て
日
本
銀
行
の
創
設
を
め
ぐ

る
当
時
の
銀
行
界
の
諸
側
面
を
た
ち
い
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
さ
ら
に
は
安
田
善
次
郎
が
、
有
力
な
財
閥
と
し
て
発
展
す
る
重

要
な
契
機
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
と
思
う
。
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１
）

例
え
ば
大
蔵
省
明
治
財
政
史
編
纂
会
編
『
明
治
財
政
史
』
第
一
四
巻
（
昭
和
二
年
）、
日
本
銀
行
沿
革
史
編
纂
委
員
会
『
日
本
銀
行
沿
革
史
』

第
一
巻
（
大
正
二
年
一
一
月
刊
）
同
『
回
顧
百
年
』
上
巻
（
大
正
二
年
一
一
月
刊
）、「
松
方
伯
財
政
論
策
集
」
大
内
兵
衛
・
土
屋
喬
雄
編

『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
一
巻
（
改
造
社
刊
、
昭
和
六
年
）
所
収
。

２
）

吉
野
俊
彦
『
歴
代
日
本
銀
行
総
裁
論

日
本
金
融
政
策
史
の
研
究

』
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
五
一
年
、
一
三

四
頁
。

３
）

矢
野
文
雄
『
安
田
善
次
郎
伝
』（
安
田
保
善
社
、
大
正
一
四
年
）、『
安
田
保
善
社
と
そ
の
関
係
事
業
史
』（
安
田
不
動
産
株
式
会
社
、
昭
和
四

九
年
）、
由
井
常
彦
編
著
『
安
田
財
閥

日
本
財
閥
経
営
史

』
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和
六
一
年
な
ど
。

な
お
、『
安
田
善
次
郎
伝
』
の
底
本
と
な
っ
て
い
る
『
安
田
善
次
郎
全
伝
』（
私
家
本
。
昭
和
二
年
、
全

巻
）
は
、
後
述
の
「
安
田
家
文

書
」
を
用
い
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
銀
行
設
立
の
明
治
一
五
年
の
記
述
は
わ
ず
か
一
五
頁
に
と
ど
ま
り
、
内
容
も
簡
単
な
事
実
の
摘

要
の
み
で
あ
る
。
安
田
銀
行
は
じ
め
安
田
善
次
郎
関
係
の
銀
行
史
の
記
述
は
、
そ
の
点
数
が
多
い
が
、
も
と
よ
り
右
の
記
述
を
出
て
い
な
い
。

４
）

前
掲
の
『
安
田
財
閥
』
の
上
梓
の
の
ち
、
平
成

年
に
当
時
の
安
田
家
当
主
の
三
代
安
田
一
氏
か
ら
、
祖
父
の
善
次
郎
が
生
涯
に
わ
た
っ
て

執
筆
し
た
日
記
・
手
控
・
旅
行
記
な
ど
の
一
次
史
料
の
諸
記
録
を
、
保
管
先
の
安
田
不
動
産
株
式
会
社
の
総
務
課
の
手
に
よ
り
コ
ピ
ー
し
、

筆
者
の
研
究
用
に
寄
贈
い
た
だ
い
た
。
現
在
は
、
当
三
井
文
庫
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
安
田
家
文
書
」
と
し
て
扱
う
こ

と
に
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
主
と
し
て
引
用
し
た
手
控
の
原
本
は
、
和
紙
（
第
三
銀
行
・
安
田
銀
行
用
箋
）
の
罫
紙
に
筆
書
さ
れ
て
お
り
、

コ
ピ
ー
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
く
つ
か
判
読
困
難
（
朱
書
を
含
め
）
な
箇
所
が
存
在
す
る
。
こ
の
点
は
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き

た
い
。一

安
田
善
次
郎
と
明
治
初
年
の
銀
行
経
営

明
治
一
五
年
の
日
本
銀
行
の
設
立
問
題
に
つ
い
て
み
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
安
田
善
次
郎
の
企
業
家
的
な
出
身
・
経
歴
と
明
治
初
年
に
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お
け
る
銀
行
家
と
し
て
資
本
蓄
積
と
銀
行
経
営
（
第
三
国
立
銀
行
と
安
田
銀
行
）
に
つ
い
て
、
必
要
な
範
囲
に
か
ぎ
っ
て
、
ひ
と
通
り
記
述

し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
安
田
善
次
郎
の
明
治
初
年
の
活
動
と
初
期
の
成
功
に
つ
い
て
の
文
献
は
、
そ
の
数
が
お
び
た
だ
し
い
が
、
正
伝
は
じ
め
誇
張
や
過

大
な
評
価
が
一
般
化
し
て
お
り１

）
、
正
確
な
記
述
が
行
わ
れ
て
い
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
筆
者
は
、
こ
の
点
を
既
刊
の
『
安
田

財
閥
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和
六
一
年
）
の
な
か
で
指
摘
し
、
安
田
商
店
（
慶
応
二
年
設
立
）
の
毎
期
「
勘
定
〆
上
帳
」
な
ど
の
一
次

史
料
の
検
討
に
も
と
づ
い
て
、
安
田
両
替
店
（
元
治
元
年
設
立
）
に
さ
か
の
ぼ
る
安
田
善
次
郎
の
金
融
業
経
営
の
実
体
と
資
本
蓄
積
の
内
容

を
考
究
し
て
み
た２

）
。
以
下
本
稿
で
は
、
右
の
著
書
の
研
究
に
そ
く
し
て
、
要
約
的
に
記
述
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
も
と
よ
り
本
稿
の
趣
旨

か
ら
、
出
身
と
経
歴
の
詳
細
や
、
店
舗
経
営
や
人
事
な
ど
の
側
面
は３

）
こ
れ
を
省
略
し
、
金
融
の
諸
業
務
と
そ
の
発
展
の
側
面
に
焦
点
を
お
い

て
説
明
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い４

）
。

⑴

出
身
か
ら
銭
両
替
「
安
田
屋
」
の
経
営

出
身
と
経
歴
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
安
田
善
次
郎
（
幼
名
岩
次
郎
）
は
、
富
山
県
富
山
町
（
現
富
山
市
）
の
出
身
で
あ
る
。
父
の
善
悦
は
、

富
山
藩
士
の
末
席
の
身
分
（
御
茶
道
）
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
生
家
の
実
際
の
生
活
は
半
農
半
商
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
善
次

郎
は
、
天
保
九
年
（
一

三

）
の
生
れ
で
、
澁
沢
栄
一
や
大
倉
喜

郎
ら
と
同
じ
世
代
で
あ
る
。

安
田
善
次
郎
の
少
年
時
代
は
、
経
済
的
・
社
会
的
に
恵
ま
れ
ず
、
そ
の
反
面
天
賦
の
才
能
と
強
い
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
た
か

ら
、
大
都
市
で
の
立
身
出
世
を
夢
み
、
二
〇
才
の
時
、
安
政
四
年
（
一

五
七
）
出
奔
、
江
戸
に
出
て
、
安
政
の
大
地
震
の
あ
と
復
興
景
気

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
眼
の
あ
た
り
に
し
て
、
そ
の
志
を
強
め
た
。
こ
の
時
は
い
っ
た
ん
富
山
に
連
れ
戻
さ
れ
た
が
、
両
親
を
説
得
、
翌
年
江
戸

に
赴
き
、
玩
具
問
屋
に
住
み
こ
む
な
ど
し
て
、「
玩
具
の
際きわ
物もの
（
雛
人
形
の
よ
う
な
季
節
の
商
品
）」
の
江
戸
市
中
に
お
け
る
行
商
で
商
人
生
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活
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。

つ
い
で
日
本
橋
の
両
替
商
（
兼
乾
物
小
売
）
の
広
田
屋
林
三
郎
通
称
「
広ひろ
林りん
」
に
手
代
と
し
て
入
店
。
こ
こ
で
富
商
た
る
べ
く
両
替
業
務

に
励
み
、
こ
れ
に
大
い
に
通
暁
し
た
。
し
か
し
、
数
年
足
ら
ず
で
、
奉
公
人
と
し
て
の
出
世
は
容
易
で
な
い
こ
と
を
知
る
に
い
た
り
、
文
久

三
年
（
一

六
三
）
の
夏
、
価
値
の
急
落
し
て
い
た
文
久
銭
を
買
い
集
め
、
北
陸
で
販
売
し
一
攫
千
金
を
試
み
た
。
だ
が
、
こ
の
投
機
的
事

業
に
失
敗
し
、
深
刻
な
挫
折
を
経
験
し
て
い
る５

）
。

こ
の
挫
折
を
機
に
大
い
に
発
憤
し
、
元
治
元
年
（
一

六
四
）
三
月
、
独
立
を
計
画
し
、
日
本
橋
・
人
形
町
に
銭
両
替
店
（「
安
田
屋
」、

鰹
節
・
海
苔
小
売
を
兼
営
）
を
開
業
し
た
。
こ
の
両
替
店
の
経
営
は
、
零
細
で
あ
っ
た
が
、
立
地
条
件
が
恵
ま
れ
た
ほ
か
、
彼
の
高
い
選
銭

能
力
に
加
え
て
、
現
金
収
入
の
あ
る
銭
湯
や
同
業
の
銭
両
替
店
な
ど
を
早
朝
か
ら
こ
ま
め
に
歴
訪
し
た
こ
と
、
労
力
と
手
数
を
嫌
わ
ず
大
量

の
銭
を
搬
送
し
た
こ
と
な
ど
、
に
よ
っ
て
日
々
着
実
に
利
益
を
手
中
に
し
た
（
と
り
わ
け
比

的
良
質
の
銅
四
文
銭
（
文
久
永
宝
）
と
鉄
四

文
銭
（
寛
永
通
宝
）
の
取
引
・
選
銭
に
能
力
を
発
揮
し
た
）。
ま
た
早
々
と
預
金
・
貸
金
の
業
務
に
の
り
出
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
彼
の

回
顧
談
に
よ
れ
ば
、
金
利
は
、
預
金
は
七
％
以
下
、
貸
付
は
一

％
以
上
で
あ
っ
た６

）
。

創
業
翌
年
の
慶
応
二
年
（
一

六
六
）
の
春
に
な
る
と
、
江
戸
に
お
け
る
幣
制
の
混
乱
と
治
安
の
悪
化
が
表
面
化
し
は
じ
め
、
既
成
の
両

替
商
の
活
動
が
抑
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
安
田
屋
の
よ
う
な
銭
両
替
商
の
積
極
的
な
経
営
は
報
わ
れ
る
に
い
た
り
、
業
績
が
向
上

し
、
ほ
ど
な
く
安
田
屋
善
次
郎
は
、
両
替
町
組
の
肝
煎
に
選
ば
れ
て
い
る
。
安
田
屋
の
銭
の
小
売
（
取
引
）
の
日
商
は
、
当
時
の
銭
両
替
で

は
数
少
な
か
っ
た
二
〇
〇
両
の
水
準
に
達
し
た
よ
う
で
あ
る
。
貸
金
と
預
金
業
務
も
増
大
し
、
翌
慶
応
三
年
正
月
の
決
算
残
高
で
は
、
貸
金

残
が

三
両
余
、
預
金
残
が
五
四
三
両７

）
に
達
し
て
い
る
。
だ
が
も
と
よ
り
い
ま
だ
小
規
模
な
も
の
で
あ
る
。

⑵

安
田
商
店
の
設
立
と
大
政
官
札
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零
細
な
銭
両
替
で
出
発
し
た
安
田
屋
も
、
こ
う
し
た
経
営
の
成
長
を
み
て
、
慶
応
二
年
四
月
一
日
、
日
本
橋
小
舟
町
三
丁
目
一
〇
番
地
に

店
舗
兼
住
居
を
移
転
し
（
店
舗
の
買
付
代
金
は
四
五
〇
両
）、
ほ
ど
な
く
「
安
田
商
店
」
と
称
し
た
。
こ
の
店
が
、
の
ち
の
安
田
銀
行
の
前

身
で
あ
る
（
現
み
ず
ほ
銀
行
小
舟
町
支
店
）。
開
店
期
か
ら
起
算
す
る
自
筆
の
安
田
商
店
の
決
算
記
録
（
小
舟
町
安
田
商
店
「
第
壱
期
実
際

考
課
状
」
明
治
一
三
年
、
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
毎
期
決
算
書
）
が
現
存
し
て
い
る
の
で
、
以
後
の
安
田
商
店
の
経
営
と
資
本
蓄
積
は
、

か
な
り
の
程
度
ま
で
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
舟
町
の
安
田
商
店
の
店
舗
は
、
二
階
建
十
数
坪
土
蔵
付
き
で
、
か
つ
て
奉
公
し
た
広
田
屋
の
二
軒
お
い
た
隣
り
で
、
金
融
セ
ン
タ
ー
た

る
両
替
町
（
現
在
の
日
本
銀
行
の
場
所
）
や
三
井
越
後
屋
呉
服
店
・
三
井
両
替
店
か
ら
も
ほ
ど
近
く
、
念
願
の
地
で
あ
る
。
当
時
こ
の
一
帯

は
、
両
替
店
の
ほ
か
は
鰹
節
・
砂
糖
・
海
苔
・
茶
・
豆
腐
・
下
駄
・
袋
物
・
足
袋
・
金
物
・
小
間
物
・
傘
・
笠
な
ど
の
小
売
店
が
軒
を
並
べ

て
い
た
。
両
替
商
で
は
、
同
じ
ブ
ロ
ッ
ク
内
に
広
田
屋
や
亀
清
な
ど
の
銭
両
替
店
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
に
休
業
な
い
し
廃
業
し
て
お
り
、

善
次
郎
の
「
安
田
屋
」
が
と
っ
て
代
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
新
店
舗
開
業
翌
月
の
慶
応
二
年
五
月
に
は
、
江
戸
市
中
で
米
屋
の
打
壊
し
が
お
こ
り
、
有
力
な
本
両
替
店
は
じ
め
銭
両
替
店
に
は
休

業
・
閉
店
が
相
つ
い
だ
。
そ
の
な
か
で
安
田
屋
は
、
場
所
が
ら
脅
迫
や
強
盗
の
相
つ
ぐ
な
か
屈
せ
ず
に
営
業
し
通
し
た
の
で
、
し
ぜ
ん
銭
両

替
か
ら
金
銀
両
替
（
金
、
銀
貨
取
引
、
一
〇
〇
両
・
五
〇
両
・
二
五
両
の
鑑
定
・
封
印
業
務
が
重
要
で
あ
っ
た
）
の
業
務
が
増
大
し
、
三
井

両
替
店
な
ど
の
本
両
替
商
と
の
取
引
も
始
っ
て
い
る
。
銭
の
小
売
（
取
引
）
は
薄
利
で
あ
っ
た
が
、
金
貨
の
「
包
み
賃
」
す
な
わ
ち
両
替
の

鑑
定
・
手
数
料
は
一
〇
〇
両
包
（
二
分
金
）
一
個
で
銀
二
匁
で
、
利
益
が
大
き
く
、
経
常
収
入
は
次
第
に
銭
か
ら
金
銀
両
替
に
発
展
し
た
。

善
次
郎
は
、
積
極
的
で
あ
る
と
と
も
に
周
到
で
、
資
金
不
足
の
さ
い
の
「
時
借
先
」
と
し
て
、
か
つ
て
の
大
伝
馬
町
の
紙
店
「
伊
勢
七
」
に

依
頼
し
、
つ
い
で
本
両
替
の
中
井
新
右
門
に
資
金
供
給
先
を
乞
う
て
い
る８

）
。

小
船
町
店
開
業
の
の
ち
、
ほ
ど
な
く
幕
府
御
用
の
古
金
銀
の
取
引
に
恵
ま
れ
た
。
慶
応
二
年
か
ら
幕
府
は
、
天
保
以
前
の
「
古
金
貨
」
を
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通
用
停
止
と
し
、
こ
れ
に
と
も
な
い
本
両
替
商
に
た
い
し
、
新
貨
（
一
般
に
「
万
延
二
分
金
」）
と
の
引
替
業
務
を
委
託
し
、
促
進
を
は
か

っ
た
が
、
容
易
に
す
す
ま
な
か
っ
た
の
で
、
営
業
中
の
安
田
善
次
郎
に
、
三
〇
〇
〇
両
を
貸
与
し
、
一
〇
〇
〇
両
に
つ
き
一
両
の
料
金
で
こ

れ
を
依
託
し
、
同
時
に
一
般
の
必
要
に
も
応
じ
さ
せ
た
。「
万
延
二
分
金
」
は
品
位
が
劣
る
が
、
携
帯
・
保
存
に
も
便
利
で
、
治
安
の
悪
化

し
た
市
内
で
は
効
用
が
大
き
く
、
こ
の
業
務
は
二
・
三
カ
月
で
、
五
〇
〇
〜
六
〇
〇
両
の
利
益
を
も
た
ら
し
、
善
次
郎
に
と
っ
て
、「
終
生

忘
れ
え
ざ
る
」
繁
忙
の
日
々
と
な
っ
た
。

幕
府
御
用
の
古
金
貨
引
替
は
、
古
貨
幣
や
金
銀
地
金
の
保
有
が
変
動
期
に
確
実
な
利
殖
の
手
段
と
な
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
せ
る
機
会

と
な
っ
た
。
善
次
郎
は
、
以
後
ひ
き
つ
づ
き
天
保
・
安
政
の
古
貨
幣
や
地
金
の
買
付
を
継
続
し
、
安
田
商
店
の
重
要
な
収
入
源
と
な
っ
て
い

る
。
改
元
以
後
に
は
横
浜
の
両
替
商
、
西
村
喜
三
郎
や
洋
銀
両
替
商
の
石
井
徳
三
郎
（
石
井
商
店
）
と
直
接
取
引
を
活
発
に
行
っ
て
い
る
。

当
時
安
田
善
次
郎
は
、
ほ
か
に
あ
た
か
も
競
争
相
手
が
な
か
っ
た
よ
う
に
回
顧
し９

）
、
こ
れ
に
追
従
し
て
い
る
文
献
が
多
い
が
、
こ
れ
は
誤

り
で
あ
る
。
前
述
の
幕
府
御
用
の
両
替
業
務
は
、
三
井
組
も
引
受
け
て
お
り
、
慶
応
三
年
の
江
戸
両
替
店
は
、
三
〇
五
貫

三
五
匁
（
約
五

〇
〇
〇
両
）
と
い
う
多
額
な
利
益
を
計
上
し
て
い
る10

）
。

⑶

明
治
初
年
の
大
政
官
札
の
取
引
の
実
状

さ
て
、
明
治
維
新
後
ま
も
な
く
試
練
と
と
も
に
大
き
な
機
会
と
な
っ
た
の
は
、
太
政
官
札
の
取
引
で
、
安
田
善
次
郎
の
成
功
は
非
常
に
有

名
で
あ
る
。
し
か
し
、「
太
政
官
札
の
買
占
め
で
巨
利
を
博
し
た
」（『
日
本
近
代
史
辞
典
』
東
洋
経
済
新
報
社
）
と
い
う
よ
う
な
記
述
は
誇

張
で
あ
り
、
事
実
と
違
っ
て
い
る
。
筆
者
は
既
刊
の
『
安
田
財
閥
』
第
一
章
の
な
か
で
、
こ
の
時
期
の
毎
期
の
「
勘
定
〆
上
帳
」
の
分
析
・

考
究
を
試
み
た
が
、
明
治
初
年
の
同
店
の
資
本
蓄
積
の
概
要
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る11

）
。

明
治
元
年
（
一

六
七
）
一
一
月
、
維
新
政
府
発
行
の
不
換
紙
幣
た
る
太
政
官
札
の
流
通
に
つ
い
て
新
政
府
の
要
請
に
た
い
し
、
両
替
町
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の
組
仲
間
は
一
〇
万
両
の
割
当
で
、
肝
煎
に
な
っ
た
ば
か
り
の
安
田
善
次
郎
は
二
〇
〇
〇
両
を
引
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
の
彼
に
と

っ
て
、
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
と
い
う
。
太
政
官
札
は
、
周
知
の
よ
う
に
間
も
な
く
下
落
し
、
翌
年
春
に
は
五
〇
両
ま
で
下

落
し
た
。

こ
れ
に
た
い
し
善
次
郎
、「
此
の
時
に
は
私
も
大
難
」
で
あ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
が
、
同
時
に
、
い
ず
れ
は
政
府
の
何
ら
か
の
措
置
が

あ
ろ
う
と
信
じ
、
太
政
官
札
を
担
保
に
貸
出
し
を
続
け
、
と
う
と
う
四
七
両
ま
で
取
引
を
継
続
し
つ
づ
け
て
、
結
局
は
成
功
し
た
。
す
な
わ

ち
彼
の
「
勘
定
〆
上
帳
」
の
記
録
で
、
五
月
二

日
の
「
正
金
金
札
等
価
通
用
」
布
告
が
底
で
、
六
月
一
日
の
決
算
で
は
太
政
官
札
の
価
値

は
六

％
ま
で
、
九
月
七
日
決
算
で
は

七
％
ま
で
回
復
し
、
翌
明
治
三
年
一
月
に
は
額
面
に
復
し
て
い
る12

）
。

太
政
官
札
の
取
引
に
つ
い
て
『
安
田
善
次
郎
伝
』
は
、
政
府
の
布
告
の
「
一
日
か
半
日
前
に
逸
早
く
之
を
漏
れ
聞
き
」「
多
額
の
紙
幣
を

買
込
」
み
、
大
い
に
儲
け
た
ら
し
い
、
と
記
し
て
い
る13

）
。
だ
が
、
直
前
に
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
し
た
に
し
て
も
、
当
時
の
安
田
商
店
に
は
そ
れ

程
資
金
や
信
用
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
説
は
当
ら
な
い
。

太
政
官
札
の
取
引
に
か
か
わ
っ
た
明
治
二
年
一
月
か
ら
翌
三
年
七
月
ま
で
の
間
、
安
田
商
店
は
四
回
の
決
算
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
一
年

半
の
利
益
は
、
一
万
四
三
〇

両
余
と
な
る14

）
。
し
ば
し
ば
伝
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
の
巨
額
に
は
ほ
ど
遠
い
が
、
し
か
し
も
と
よ
り
従
来
の
銭

両
替
の
規
模
か
ら
み
れ
ば
か
な
り
大
き
い
利
益
額
で
あ
っ
た
。

明
治
三
年
（
一

七
〇
）
に
安
田
商
店
は
、
質
屋
営
業
を
開
業
し
、
五
年
二
月
二
二
日
に
は
、「
御
天
秤
願
下
げ
御
冥
加
金
六
十
両
差

出
」、
念
願
の
本
両
替
の
免
許
を
受
け
て
い
る15

）
。
当
時
の
安
田
商
店
は
、
多
角
経
営
で
、
一
時
は
人
参
取
引
を
産
地
の
栃
木
県
の
鈴
木
要
三

と
共
同
で
営
み
、
ま
た
明
治
三
年
末
に
は
銀
座
で
「
安
田
油
店
」
を
経
営
し
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
油
店
は
明
治
五
年
二
月
の
京
橋
・

銀
座
の
火
事
で
全
焼
し
、
ま
も
な
く
廃
業
し
て
い
る16

）
。

安
田
商
店
の
小
舟
町
の
店
舗
は
、
明
治
六
年
一
二
月
の
火
災
で
類
焼
し
た
が
、
す
ぐ
に
洋
風
を
と
り
入
れ
た
店
舗
の
建
築
に
着
工
、
翌
明
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治
七
年
六
月
に
完
成
開
業
を
み
た
（
当
時
の
店
員
は
二
二
〜
三
名
で
あ
る
）。
こ
の
頃
か
ら
安
田
商
店
の
預
金
・
貸
金
業
務
が
活
発
化
し
た
。

善
次
郎
は
、
各
地
と
の
為
替
取
引
に
の
り
出
し
、
大
阪
の
逸
見
商
店
（
逸
見
佐
一
郎
）
と
の
為
替
取
引
を
積
極
的
に
試
み
て
い
る
。
こ
う
し

て
安
田
商
店
は
、
銭
両
替
店
か
ら
本
格
的
な
金
融
業
者
に
成
長
し
た
。

⑷

公
債
取
引
と
官
庁
預
金

安
田
善
次
郎
に
、
新
店
舗
の
移
転
後
ふ
た
た
び
機
会
が
訪
れ
る
。
こ
の
時
期
に
大
量
に
発
行
さ
れ
た
公
債
が
そ
れ
で
、
こ
の
公
債
取
引
こ

そ
大
き
な
利
益
と
貸
付
業
務
の
急
増
を
も
た
ら
し
た
。

明
治
政
府
は
、
明
治
六
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
、
藩
債
整
理
公
債
（
六
年
三
月
、
新
旧
合
計
二
三
三
九
万
円
）
は
じ
め
、
金
札
引
換
公
債

（
同
上
、
六
六
六
・
九
万
円
）、
秩
禄
公
債
（
七
年
十
一
月
、
一
九
三
三
・
六
万
円
）
そ
し
て
金
禄
公
債
（
九
年

月
、
一
億
七
三

一
万
円

余
）
と
各
種
の
公
債
を
発
行
し
、
こ
れ
ら
は
市
場
に
あ
ふ
れ
、
価
格
が
低
落
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
こ

れ
ら
の
公
債
は
、
旧
公
債
を
の
ぞ
く
と
確
定
利
付
で
あ
っ
て
、
物
価
が
上
昇
し
て
も
公
債
市
価
が
そ
れ
以
下
の
水
準
に
下
落
す
れ
ば
、
利
回

り
が
上
昇
す
る
か
ら
、
機
敏
な
金
融
業
者
に
と
っ
て
は
す
こ
ぶ
る
有
利
な
資
金
運
用
の
対
象
と
な
っ
た
。

安
田
善
次
郎
は
誰
よ
り
も
積
極
的
に
取
扱
い
、
な
か
で
も
五
分
利
付
の
秩
禄
公
債
（
三
カ
年
据
置
、
一
〇
カ
年
賦
償
還
）
に
た
い
し
て
大

い
に
資
金
を
運
用
し
て
い
る17

）
。
彼
自
身
、
後
年
、
公
債
取
引
の
有
利
性
に
つ
い
て
、
こ
う
回
想
し
て
い
る18

）
。

公
債
発
行
の
時
は
両
替
屋
は
面
白
か
っ
た
。
新
公
債
は
五
分
利
付
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
出
た
時
の
相
場
は
百
両
が
四
十
二
・
三
両
、
旧
公

債
が
無
利
息
五
十
年
賦
で
終
ひ
に
は
二
十
五
両
位
。
そ
れ
か
ら
秩
禄
公
債
は
一
割
と

分
利
付
と
あ
り
ま
し
て
、
一
割
は
鹿
児
島
に
限
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
が

十
両
位
。

分
利
付
が
六
十
二
・
三
両
。
…
…
私
は
買
い
も
売
り
も
し
な
か
っ
た
。
唯
之
を
抵
当
に
と
っ
て
金
を
貸
す
。
一
方
か
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ら
は
預
か
る
と
云
ふ
こ
と
を
一
生
懸
命
致
し
て
居
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
余
程
儲
か
っ
た
。

実
際
に
は
右
の
談
話
と
ち
が
っ
て
買
付
を
も
行
っ
て
お
り
、
明
治

年
三
月
に
は
栃
木
県
の
鈴
木
要
三
と
と
も
に
県
下
一
帯
で
多
額
の
秩

禄
公
債
を
買
っ
て
い
る
。
ま
た
翌
九
年
一
一
月
一
日
に
は
、
新
設
の
三
井
銀
行
か
ら
佐
々
木

郎
名
義
の
秩
禄
公
債
を
買
っ
た
記
録
が
あ
る19

）
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
時
期
の
安
田
商
店
の
公
債
取
引
は
（
表
の
１

１
を
参
照
）、
当
時
の
経
済
界
で
安
田
善
次
郎
の
存
在
を
一
躍
知
ら

表
1
－
1

安
田
商
店
手
持
公
債
高

(単
位
：
円
)

(出
典
)

安
田
商
店
「
勘
定
〆
上
張
」（

第
17回

～
第
28回

）
よ
り
作
成
。

(備
考
)

(金
)
は
金
禄
公
債
の
保
有
高
。

28
13

1
3

決
算
年
月
日

(金
)100,

740.
00

7,
745.

00
108,

485.
00

秩
(金

)禄
公
債

新
公
債

旧
公
債

合
計

秩
禄
公
債

新
公
債

旧
公
債

記
帳

価
格

額
面

額
価

27
7

3

17回
明
治
7
年
1
月
3
日

(金
)100,

710.
00

220.
00

8,
545.

00

18.
00

109,
285.

00

238.
00

26
12

1
3

25
7

3

24
11

1
3

23
10

1
3

22
8

3

21
9

1
3

20
7

3

19
8

1
3

18
7

1

(金
)
24,

300.
00

54,
624.

00

100,
980.

77

111,
845.

21

138,
352.

50

98,
417.

50

98,
780.

00

80,
739.

75

59,
368.

00

1,
214.

84

47,
423.

13

2,
028.

25

39,
072.

00

28,
482.

25

19,
372.

00

7,
918.

00

8,
545.

00

9,
345.

00

8,
100.

00

14,
850.

00

15,
200.

00

21,
565.

50

20,
706.

13

16,
744.

00

7,
647.

50

87,
469.

00

110,
325.

77

121,
160.

05

200,
625.

63

115,
645.

75

159,
417.

50

129,
928.

13

95,
484.

50

15,
565.

50

123,
475.

00

95,
550.

00

7,
100.

00

70,
400.

00

48,
275.

00

35,
875.

00

14,
800.

00

130,
700.

00

111,
258.

00

104,
650.

00

43,
700.

00
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し
め
る
め
ざ
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治

年

月
の
新
公
債
元
金
払
戻
し
、
翌
九
年

月
の
新
公
債
・
秩
禄
公
債
の
抽
籖
償
還
に
さ
い

し
て
は
、
第
一
国
立
銀
行
の
澁
沢
栄
一
、
三
井
銀
行
の
三
野
村
利
助
と
斎
藤
専
蔵
、
ほ
か
田
中
平

、
大
倉
喜

郎
ら
と
と
も
に
、
高
額
所

持
者
の
総
代
一
二
人
う
ち
の
一
人
に
選
出
さ
れ
、
東
京
府
庁
か
ら
抽
籖
の
立
会
人
と
し
て
呼
び
出
し
を
う
け
て
い
る20

）
。

さ
て
、
明
治

年
以
降
の
公
債
買
付
に
は
数
万
円
単
位
の
多
額
の
資
金
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
大
半
は
こ
の
時
期
か
ら
預
託
さ
れ
る
に

い
た
っ
た
官
庁
の
預
金
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
官
庁
預
金
は
、
日
銀
設
立
に
も
か
か
わ
る
の
で
、
ひ
と
と
お
り
述
べ
て
お
く21

）
。

安
田
善
次
郎
と
し
て
、
金
融
業
務
の
拡
大
の
た
め
に
機
会
あ
る
ご
と
に
政
府
の
為
替
御
用
の
引
受
け
に
つ
と
め
て
い
る
。
だ
が
、
伝
統
的

な
御
為
替
組
の
三
井
・
小
野
・
島
田
あ
る
い
は
第
一
国
立
銀
行
ら
有
力
銀
行
と
の
競
争
の
も
と
で
、
容
易
に
成
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
よ

う
や
く
明
治
七
年
秋
に
な
っ
て
、
司
法
省
の
為
替
御
用
を
得
て
い
る
。
す
な
わ
ち
同
年
四
月
二
〇
日
司
法
省
会
計
局
と
「
金
銀
取
扱
御
用
」

の
仮
契
約
を
結
び
、
一
〇
月
一

日
辞
令
の
交
付
を
得
、
こ
の
日
安
田
家
は
赤
飯
を
炊
い
て
こ
れ
を
祝
っ
て
い
る
。
一
〇
月
二
〇
日
に
は
新

公
債

万
三
〇
〇
〇
円
を
保
証
金
と
し
て
納
入
し
、
四
万
一
五
〇
〇
円
を
預
っ
て
い
る22

）
。
善
次
郎
と
司
法
省
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
土
佐

出
身
の
大
木
喬
住
の
は
か
ら
い
に
よ
る
と
の
伝
聞
が
あ
り
、
安
田
商
店
と
の
若
干
の
「
時
貸
」
も
あ
る
。
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は

不
詳
で
あ
る
。
つ
い
で
明
治

年

月
東
京
裁
判
所
の
許
可
を
え
た
。
ほ
か
に
重
要
な
取
引
先
は
栃
木
県
で
、
同

年
四
月
出
願
、
一
二
月

一
九
日
に
調
印
の
運
び
と
な
っ
て
い
る
。
栃
木
県
は
地
元
の
鈴
木
要
三
が
、
県
令
の
鍋
島
幹
と
と
も
に
尽
力
し
て
い
る
。
安
田
善
次
郎
は
、

当
時
交
通
が
不
便
で
あ
っ
た
が
、
栃
木
県
一
帯
に
営
業
を
拡
大
す
る
構
想
を
た
て
、
明
治
九
年
七
月
に
栃
木
支
店
、
つ
い
で
宇
都
宮
支
店
も

開
設
さ
れ
て
い
る23

）
。

⑸

第
三
国
立
銀
行
と
安
田
銀
行
の
設
立

安
田
善
次
郎
は
、
改
正
国
立
銀
行
条
例
が
制
定
さ
れ
る
と
、
さ
っ
そ
く
明
治
九
年
（
一

七
六
）

月
、
第
三
国
立
銀
行
を
設
立
し
、
数
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年
足
ら
ず
で
経
営
を
軌
道
に
の
せ
る
に
及
ん
で24

）
、
銀
行
家
と
し
て
の
評
価
が
確
定
し
た
。

設
立
計
画
に
さ
い
し
て
は
、
資
本
金
二
〇
万
円
を
め
ざ
し
た
が
、
そ
の
調
達
は
難
渋
し
て
お
り
、
最
後
的
な
出
資
者
は
、
安
田
一
族
合
計

の
九
万
四
三
六
一
円
の
ほ
か
は
、
川
崎

右
衛
門
と
身
近
な
市
川
好
三
（
山
梨
県
出
身
の
米
穀
商
）、
鈴
木
要
三
ら
限
ら
れ
た
人
々
で
あ
る

（
表
１

２
参
照
）。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
の
ち
の
日
本
銀
行
の
創
立
時
の
出
資
応
募
者
で
も
あ
る
。『
全
伝
』
に
よ
れ
ば
明
治
九
年

月
二

二
日
大
蔵
省
当
局
に
願
書
提
出
、
九
月
一
四
日
付
「
第
三
国
立
銀
行
」
の
名
称
の
も
と
で
大
蔵
省
の
認
可
を
得
た25

）
。

第
三
国
立
銀
行
の
店
舗
は
、
日
本
橋
小
船
町
の
安
田
商
店
の
向
い
側
の
善
次
郎
購
入
の
蔵
を
改
修
し
て
、
明
治
九
年
一
二
月
営
業
を
開
始

し
て
い
る
。
当
初
の
行
員
は
、
支
配
人
の
忠
兵
衛
以
下
安
田
商
店
か
ら
の
若
干
の
移
籍
者
を
ふ
く
め
て
二
十
数
名
で
あ
る
。
翌
年
二
月
、
取

引
先
と
し
て
既
知
の
小
田
平
兵
衛
を
支
配
人

と
す
る
大
阪
支
店
が
、
明
治
一
一
年
九
月
に

は
金
銀
貨
の
取
扱
い
を
主
と
す
る
横
浜
支
店

が
、
そ
れ
ぞ
れ
開
業
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
第
三
国
立
銀
行
は
、
安
田
善
次
郎
お
よ
び

安
田
商
店
の
実
質
的
に
は
支
店
な
い
し
子
会

社
で
あ
っ
た
。
安
田
善
次
郎
頭
取
の
も
と
で

の
支
配
人
の
忠
兵
衛
は
、
善
次
郎
の
眼
が
ね

に
か
な
っ
た
、
富
山
出
身
の
妹
婿
で
、
明
治

初
年
を
通
じ
て
善
次
郎
の
分
身
で
あ
り
続
け

た
。

表 1－2 第三国立銀行主要持株および役職

(明治11年正月)

株主名 持 株 役職 (明治20年まで)

安 田 善 次 郎

ほか10株未満 35人 (110株)

計 57人 2,000株

(出典)「第三国立銀行株主名簿」（『安田保善社とその関

係事業史稿本』666頁所収）による。

850 頭 取 (明治15年監督)

河崎 右衛門

栗 原 信 近

320

10

取締役

市 川 好 三

小 田 平 兵 衛

安 田 忠 兵 衛

川 崎 真 胤

鈴 木 要 三

松下一郎右衛門

平 林 仁 平

長 谷 川 清

小 林 年 保

井 阪 泉

矢 島 嘉 兵 衛

内 林 永 成

前 橋 為 三 郎

真 木 成 純

安 田 善 悦

大 関 増 勤

西 井 喜 三 郎

森 村 登 喜 太

村 上 光 雄

130

100

50

50

50

50

50

30

30

30

30

20

20

20

10

10

10

10

10

取締役 (明治16年辞任)

(明治16年取締役)

支配人

取締役

(明治16年取締役)

取締役
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5,000

－

67,000

300,000

380,000

252,535

16,774

53,445

1,360

21,345

452,054

62,835

239,571

－

4,000

40,000

300,000

344,000

71,823

262,241

36,554

70

6,070

135,880

62,937

239,644

－

623

2,915

200,000

203,538

3,031

100,041

14,965

－

10,750

53,722

51,455

159,886

大阪支店別途積立金

新 築 費 積 立 金

積 立 金

株 金

株 主 ヨ リ 借

他 店 ヨ リ 借

別 段 預 金

支 払 銀 行 手 形

他所代金取立手形

振 出 手 形

当 座 預 金

定 期 預 金

発 行 紙 幣

404,976

19,156

－

114,124

7,107

7,080

－

2,855

72,976

140,990

336,167

697,734

－

331,342

174,997

9,276

3,452

137,716

12,006

8,900

120,719

1,500

29,252

168,973

234,075

575,718

－

59,152

104,857

2,186

10,595

21,825

－

180

49,050

－

4,100

50,742

180,030

284,102

39,600

55,022

金銀有高(勘定)

銀 行 所 有 物

補 正 勘 定

他 店 へ 貸

預 ケ 金

荷 為 替

諸 買 入 元 金

当所代金取立手形

当 所 割 引 手 形

当 座 預 金 貸 越

貸 付 金

人 民 へ 貸

発行紙幣抵当代り金

諸 公 債 証 書

45,479

869,805

42,395

743,398

21,392

390,820

損 益 勘 定

人 民 ヨ リ 借

－

344

251,168

－

119,650

(そ の 他)

紙幣抵当公債証書

1,567,7701,211,535637,840合 計

19,9509,91719,057政 府 ヨ リ 借

331,342310,321214,272政 府 へ 貸

明治15年 6月
(第12期)

明治13年 6月
(第 8期)

明治11年 6月
(第 4期)勘 定 科 目

(出典)『富士銀行百年史』別巻、419頁より作成。

(備考) 資産のうち、(その他)は期限過の貸付金および諸勘定と記されているものである。

負

債
）

資

産
）

表 1－3 第三国立銀行創業期決算 (明治11年～15年) (単位：円)

74



参
考
ま
で
に
第
三
国
立
銀
行
の
創
業
期
（
明
治
一
一
年
上
期
か
ら
一
五
年
上
期
）
の
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
れ
ば
、
表
１

３
の
と
お
り
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
固
定
資
産
を
極
力
少
額
に
お
さ
え
、
紙
幣
の
発
行
と
公
債
抵
当
の
貸
付
金
そ
し
て
諸
公
債
の
買
付
に
よ
っ

て
、
創
業
期
か
ら
着
実
な
業
績
向
上
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
創
業
当
初
の
保
有
公
債
お
よ
び
貸
付
金
の
過
半
は
、
安
田
商
店
の
そ
れ

を
移
転
し
た
も
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
官
金
の
預
託
は
移
転
さ
れ
ず
、
と
る
に
足
り
な
い
）。
ま
た
、
横
浜
支
店
を
開
設
し
た
の
ち
、
同
行

は
金
銀
貨
を
大
量
に
扱
っ
て
、（
投
機
を
し
て
い
る
と
）
世
間
の
噂
に
な
っ
て
い
る
が26

）
、
そ
れ
も
事
実
で
、
善
次
郎
は
、
第
三
国
立
銀
行
で

積
極
的
に
古
金
銀
の
収
集
と
買
付
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
安
田
商
店
の
方
の
経
営
を
み
る
と
、
第
三
国
立
銀
行
を
設
立
し
た
の
ち
は
、
伝
統
的
な
両
替
は
じ
め
諸
事
業
を
営
ん
で

い
た
も
の
が
、
明
確
に
銀
行
業
務
に
主
体
と
す
る
金
融
機
関
と
に
移
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ま
安
田
商
店
（
末
期
）
の
明
治
九
年

月

か
ら
明
治
一
三
年
一
月
に
い
た
る
決
算
の
推
移
（
要
約
）
を
み
れ
ば
、
表
１

４
の
と
お
り
で
あ
る
。
明
治
一
〇
年
期
（
一
年
決
算
）
に
貸

付
金
・
預
金
そ
し
て
公
債
な
ど
資
産
勘
定
が
著
し
く
減
少
し
て
い
る
の
は
、
第
三
国
立
銀
行
へ
の
移
管
の
た
め
で
、
顧
客
先
も
多
く
を
譲
っ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
安
田
善
次
郎
は
、
安
田
商
店
の
貸
付
お
よ
び
預
金
業
務
（
官
庁
を
ふ
く
め
て
）
の
拡
大
に
つ
と
め
、
と
く
に
従

来
多
か
っ
た
「
時
貸
金
」
に
か
わ
っ
て
「
抵
当
貸
付
」
が
増
大
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
表
の
貸
付
に
は
第
三
国
立
銀
行
や
峰
沢
商
店
（
従

来
の
銭
両
替
を
営
む
）
な
ど
関
係
の
深
い
も
の
へ
の
融
資
は
含
ん
で
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
を
加
算
す
る
と
こ
の
時
期
末
の
貸
付
金
は
三
五
万
円

余
と
な
り
、
資
産
総
額
の
約
五
〇
％
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
安
田
善
次
郎
は
、
明
治
五
・
六
年
頃
か
ら
土
地
は
じ
め
不
動
産
を
活
発
に
買
付
け
る
よ
う
に
な
る
が
、
不
動
産
は
第
三
銀
行
の
方

で
な
く
、
も
つ
ぱ
ら
安
田
商
店
の
資
産
に
計
上
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
た
ち
入
ら
な
い27

）
が
、「
有
利
確
実
な
資
産
と
し
て
の
不
動
産
の
投
資
」

は
、
安
田
商
店＝

安
田
銀
行
の
重
要
な
特
徴
を
な
す
に
い
た
る
。
安
田
善
次
郎
の
不
動
産
取
引
の
特
徴
は
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
場
所
に
適

し
た
建
物
を
作
っ
て
賃
貸
し
つ
つ
保
有
す
る
な
ど
、
も
っ
ぱ
ら
土
地
の
収
益
性
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
の
行
商
か
ら
銭
両
替
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1,
876

17,
569

3,
739

3,
445

4,
348

15,
257

5,
892

16,
984

9
年
下
期

10年
期

11年
上
期

11年
下
期

9
年
下
期

10年
期

11年
上
期

11年
下
期

100,
000

100,
000

100,
000

291,
935

125,
206

72,
097

233,
101

587,
946

400,
971

504,
224

733,
265

29,
595

6,
222

11,
851

16,
491

43,
000

84,
500

14,
265

14,
435

15,
879

20,
000

24,
066

21,
662

21,
144

81,
000

88,
257

94,
361

117,
868

250,
501

115,
176

198,
978

368,
978

200,
626

120,
160

110,
306

87,
469

73,
313

91,
977

230,
282

287,
795

36,
228

12,
149

70,
236

40,
254

10,
238

7,
435

23,
131

(135,
050)

41,
976

8,
654

17,
113

1,
650

3,
000

51,
220

19,
364

13,
570

28,
871

587,
946

400,
971

504,
224

733,
265

9
年
上
期

12年
上
期

2,
824

7,
463

1,
134

7,
586

115,
646

109,
285

170,
531

279,
368

81,
000

128,
070

20,
314

22,
732

5,
094

(13,
604)

17,
999

28,
570

423,
053

608,
398

423,
054

608,
398

29,
858

17,
389

5,
000

(50,
822)

6,
093

14,
095

37,
358

92,
104

255,
016

142,
117

50,
000

196,
600

135,
000

9
年
上
期

12年
上
期

明
治

栃
木
支
店

明
治

716,
029

30,
705

10,
000

8,
646

75,
796

82,
389

254,
648

103,
845

150,
000

合
計

そ
の
他

積
立
金

借
入
金

支
払
手
形

当
座
預
金

定
期
預
金

官
庁
預
金

資
本
金

716,
029

26,
374

17,
000

6,
455

39,
925

130,
190

334,
002

108,
485

11,
648

41,
950

合
計

そ
の
他

第
三
銀
行

取
立
手
形

地
所

株
式

貸
付
金

公
債

古
金
銀

現
金

〔
貸
之
部
〕

(単
位
：
円
)

決
算
期

12年
下
期

〔
借
之
部
〕

決
算
期

12年
下
期

(出
典
)

安
田
商
店
「
勘
定
〆
上
帳
」
(第

22回
～
第
28回

)よ
り
作
成
。
円
未
満
は
四
捨
五
入
。

(備
考
)

1.〔
貸
之
部
〕
の
「
貸
付
金
」
は
、「

貸
付
金
」「

時
貸
金
」
の
ほ
か
、
個
人
名
の
貸
付
を
加
算
し
た
。

2.〔
貸
之
部
〕
の
「
そ
の
他
」
は
、
諸
支
出
勘
定
お
よ
び
補
正
の
合
計
で
あ
る
。

3.〔
借
之
部
〕
の
「
借
入
金
」
は
、
明
治
9年

上
・
下
期
の
場
合
は
、「

他
店
」
勘
定
で
あ
り
、
10年

以
降
は
、
取
引
先
の
名
称
で
記
帳
さ
れ
て
い
る
も
の
を
合
計
し
た
。

4.〔
借
之
部
〕
の
「
そ
の
他
」
は
、
諸
収
入
勘
定
お
よ
び
雑
益
、
繰
越
金
の
合
計
で
あ
る
。

表
1
－
4

末
期
に
お
け
る
安
田
商
店
の
決
算
の
推
移
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以
来
、
市
中
を
く
ま
な
く
歩
き
、
町
々
の
生
活
に
通
じ
て
い
た
成
果
で
あ
る
。
こ
の
間
明
治
一
〇
年
（
一

七
七
）
四
月
、
銭
両
替
業
を
廃

止
し
、
安
田
屋
以
来
の
奉
公
人
第
一
号
の
峰
沢
徳
兵
衛
を
独
立
さ
せ
、
峰
沢
商
店
を
開
店
さ
せ
、
そ
の
後
も
同
店
に
必
要
な
資
金
を
貸
与
し

続
け
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
へ
て
、
安
田
善
次
郎
は
、
明
治
一
二
年
末
に
安
田
商
店
を
安
田
銀
行
に
改
組
、「
合
本
銀
行
安
田
銀
行
」（
資
本
金

二
〇
万
円
）
が
一
一
月
二
六
日
に
設
立
認
可
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
同
行
は
、
合
本
と
い
え
、「
安
田
善
次
郎
一
己
ノ
資
産
ヲ
以
テ
官
省
ノ
為

替
方
貸
附
金
預
リ
金
為
替
等
ヲ
営
業
セ
シ
モ
ノ
ヲ
此
度
改
メ
合
本
銀
行
ノ
旨
趣
体
裁
ヲ
以
テ
銀
行
ノ
業
ヲ
経
営
」（
同
規
則
）
と
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に27

）
、
実
質
的
に
は
安
田
家
一
族
に
よ
る
合
名
会
社
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
明
治
一
三
・
四
年
当
時
に
お
い
て
、
安
田
善
次
郎
は
、
第
三
国
立
銀
行
と
安
田
銀
行
と
い
う
二
つ
の
銀
行
の
設
立
と
経
営
と

に
成
功
し
た
。
前
者
が
、
公
債
証
書
取
引
で
地
金
銀
売
買
お
よ
び
一
般
の
金
融
業
を
主
体
と
す
る
に
た
い
し
、
後
者
は
、
官
庁
府
県
の
御
用

や
同
じ
金
融
で
も
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
重
ん
ず
る
預
金
貸
金
、
不
動
産
な
ど
を
主
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
環
境
条

件
か
ら
み
れ
ば
、
合
理
的
な
い
し
は
非
常
に
老
練
な
経
営
方
針
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

明
治
一
四
年
（
一

一
）
春
に
、
松
方
正
義
が
大
蔵
卿
に
就
任
し
、
い
わ
ゆ
る
松
方
財
政
に
着
手
す
る
と
と
も
に
、
中
央
銀
行
の
創
設

を
計
画
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。

１
）

安
田
善
次
郎
に
つ
い
て
の
伝
記
は
、
戦
前
刊
行
さ
れ
た
、
前
掲
の
矢
野
文
雄
『
安
田
善
次
郎
伝
』
お
よ
び
戦
後
多
大
の
年
月
を
か
け
て
編
纂

さ
れ
た
『
安
田
保
善
社
と
そ
の
関
係
事
業
史
』（
安
田
不
動
産
株
式
会
社
内
同
編
修
委
員
会
、
昭
和
四
九
年
）
が
正
伝
と
い
う
べ
き
も
の
で

あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
底
本
と
い
う
べ
き
安
田
善
次
郎
伝
記
編
纂
所
編
『
安
田
善
次
郎
全
伝
』（
昭
和
二
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
、

数
多
く
の
人
物
論
、
小
伝
、
さ
ら
に
自
伝
が
あ
り
、
さ
ら
に
関
係
会
社
の
社
史
に
お
い
て
人
物
と
活
動
・
金
融
は
じ
め
諸
事
業
の
記
載
が
あ
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る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
紹
介
は
、
割
愛
し
た
い
。
詳
細
は
、
前
掲
の
由
井
常
彦
編
者
『
安
田
財
閥
』
所
収
の
参
考
文
献
一
覧
（
同
書
付
録
、

Ⅹ

頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２
）

前
掲
『
安
田
財
閥
』
第
一
章
、
二
六

六
〇
頁
。

３
）

本
稿
の
対
象
と
す
る
時
期
に
お
け
る
こ
れ
か
ら
の
諸
側
面
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
安
田
財
閥
』
第
一
章
の
三
「
安
田
商
店
の
非
金
融
諸
事
業

お
よ
び
職
制
・
人
事
」（
同
書
六
一

五
頁
）
で
立
ち
い
っ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

４
）

以
下
本
節
の
記
述
は
、
原
則
と
し
て
右
の
『
安
田
財
閥
』
第
一
章
の
記
述
に
拠
っ
て
い
る
。
詳
細
は
同
書
を
参
考
さ
れ
た
い
。

５
）

ち
な
み
に
、
こ
の
投
機
事
業
と
失
敗
の
顚
末
は
、
戦
前
の
安
田
善
次
郎
の
伝
記
に
は
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
、
戦
後
前
掲
の

『
安
田
保
善
社
と
そ
の
関
係
事
業
史
』
の
編
者
に
よ
っ
て
、
考
究
、
解
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
同
書
、
一
四

一
五
頁
）。

６
）

安
田
善
次
郎
『
富
之
礎
』（
昭
文
堂
、
明
治
四
四
年
）
一
三
七
頁
、
詳
細
は
『
安
田
財
閥
』
二
二

二
三
頁
。

７
）

同
上
『
安
田
財
閥
』
二

頁
。

８
）

同
上
『
安
田
財
閥
』
二

頁
。
当
時
三
井
両
替
店
と
の
取
引
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、「
時
借
」
関
係
は
行
わ
れ
て
い

な
い
。

９
）

前
掲
『
安
田
善
次
郎
全
伝
』
巻
之
二
、

一

二
頁
。
以
下
『
安
田
善
次
郎
全
伝
』
を
『
全
伝
』
と
省
略
す
る
。

10
）

三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
本
篇
第
一
巻
（
三
井
文
庫
、
昭
和
五
五
年
）
六
四
六
頁
。

11
）

詳
細
は
前
掲
『
安
田
財
閥
』
三
六

三
九
頁
を
参
照
。

12
）

同
右
、
三
七
頁
。

13
）

前
掲
『
安
田
善
次
郎
伝
』
一
六
〇
頁
。

14
）

第

回
「
勘
定
〆
上
帳
」（
明
治
二
年
己
巳
九
月
七
日
）「
有
高
之
部
」、
前
掲
『
安
田
財
閥
』
三
七
頁
。

15
）
『
全
伝
』
巻
之
二
、
一
〇
九
頁
。

16
）

こ
れ
ら
こ
の
時
代
の
非
金
融
諸
事
業
の
詳
細
は
、
前
掲
『
安
田
財
閥
』
六
五

六
七
頁
。
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17
）

安
田
商
店
の
公
債
買
付
の
詳
細
は
前
掲
『
安
田
財
閥
』
四
四

五
二
頁
。

18
）

前
掲
『
富
之
礎
』
一
四
九
頁
。

19
）

前
掲
『
全
伝
』
巻
之
二
、
一

二
頁
。
た
だ
し
、
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
。

20
）

く
わ
し
く
は
前
掲
『
安
田
財
閥
』
四
六

四
九
頁
。

21
）

前
掲
『
全
伝
』
巻
之
二
、
一
四
四

一
四
五
頁
。

22
）

こ
う
し
た
栃
木
県
で
の
初
期
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
安
田
善
次
郎
と
彼
の
事
業
に
つ
い
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
さ
し
当
り
前
掲
『
安
田
財

閥
』
四
七

頁
を
参
照
。

23
）

第
三
国
立
銀
行
に
つ
い
て
は
、
安
田
銀
行
『
安
田
銀
行
六
十
年
史
』（
同
行
、
昭
和
一
五
年
）、
前
掲
『
安
田
保
善
社
と
そ
の
関
係
事
業
史
』、

前
掲
『
安
田
財
閥
』
な
ど
を
参
照
。

24
）

前
掲
『
全
伝
』
巻
之
二
、
一
九
四
頁
。

25
）

善
次
郎
は
、
日
銀
設
立
の
翌
明
治
一
六
年
に
加
賀
・
前
田
家
の
依
頼
で
古
金
一
五
万
円
を
譲
り
受
け
横
浜
で
売
却
し
た
。
そ
の
た
め
か
、

「
銀
相
場
で
大
損
し
た
」
と
の
評
が
た
ち
、
第
三
国
立
銀
行
は
多
少
の
取
付
を
う
け
、
明
治
一
七
年
二
月
一
日
彼
は
顧
客
先
を
招
き
、
事
態

の
沈
静
に
つ
と
め
て
い
る
（『
全
伝
』
巻
之
四
、
四
二

四
二
九
頁
）。

26
）

不
動
産
取
引
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
安
田
財
閥
』
六
七

九
頁
。
な
お
東
京
建
物
株
式
会
社
『
東
京
建
物
百
年
史
』（
同
社
、
一
九
九

年
）

第
一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

27
）

前
掲
『
安
田
保
善
社
と
そ
の
関
係
事
業
史
』
七
二
頁
。

二

日
本
銀
行
設
立
の
経
緯
と
安
田
善
次
郎

ま
ず
日
本
銀
行
設
立
の
沿
革
の
あ
ら
ま
し
を
簡
単
に
た
ど
っ
て
お
こ
う
。
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中
央
銀
行
の
設
立
問
題
は
、
明
治
一
四
（
一

一
）
年
九
月
、
い
わ
ゆ
る
松
方
デ
フ
レ
の
発
端
と
な
っ
た
松
方
正
義
（
当
時
）
内
務
卿

の
か
の
「
財
政
整
理
ニ
関
ス
ル
建
議
」
に
お
い
て
、
そ
の
必
要
を
論
じ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
同
一
〇
月
に
松
方
正
義
が
大
蔵
卿
に
就
任
、

大
蔵
省
内
の
銀
行
課
が
銀
行
局
に
格
上
げ
を
み
、
中
央
銀
行
の
設
立
は
具
体
的
な
日
程
に
の
ぼ
る
に
い
た
っ
た
。
つ
い
で
翌
一
五
年
三
月
一

日
、
松
方
大
蔵
卿
か
ら
三
條
太
政
大
臣
に
た
い
し
「
日
本
銀
行
設
置
ニ
関
ス
ル
建
議
及
創
立
趣
旨
書
」
が
提
出
さ
れ
、
日
本
銀
行
設
立
の
計

画
と
方
針
が
公
表
さ
れ
た
。

こ
の
建
議
で
、「
日
本
帝
国
ノ
中
央
銀
行
」（
第
一
）
は
、「
本
行
ハ
官
民
共
立
ノ
モ
ノ
ト
ス
」（
第
二
）
と
さ
れ
、
日
本
銀
行
は
株
式
会
社

と
す
る
が
、
勅
任
の
総
裁
・
奏
任
の
副
総
裁
を
置
き
、
か
つ
民
間
の
役
員
も
選
任
さ
れ
る
も
の
、
と
さ
れ
た１

）
。
そ
し
て
三
カ
月
後
の
六
月
二

三
日
に
「
日
本
銀
行
条
例
」（
太
政
官
布
告
第
二
二
号
）
が
公
布
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
二
七
日
に
日
本
銀
行
創
立
事
務
委
員
と
定
款
が
発

表
さ
れ
、
民
間
側
か
ら
第
三
国
立
銀
行
・
安
田
銀
行
の
安
田
善
次
郎
と
三
井
銀
行
の
三
野
村
利
助
の
二
人
が
創
立
委
員
・
御
用
掛
に
任
命
さ

れ
た
。
株
式
に
つ
い
て
は
公
式
に
は

月
、
実
際
に
は
七
月
中
に
募
集
・
申
込
が
は
じ
ま
り２

）
、

月
中
旬
に
満
額
締
切
り
、
九
月
一
三
日
に

吉
原
重
俊
総
裁
、
富
田
鉄
之
助
副
総
裁
以
下
、
安
田
善
次
郎
、
三
野
村
利
助
ら
の
理
事
が
内
定
（
一
〇
月
六
日
発
令
）、
一
〇
月

日
に
日

本
銀
行
が
資
本
金
一
、
〇
〇
〇
万
円
（
半
額
民
間
出
資
）
に
よ
っ
て
開
業
し
た
。

創
立
計
画
案
の
登
場
に
い
た
る
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
略
述
し
て
お
く
と
、
中
央
銀
行
の
設
立
自
体
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
一
年

に
松
方
正
義
が
、
万
国
博
覧
会
事
務
副
総
裁
と
し
て
パ
リ
を
訪
問
し
た
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
蔵
大
臣
の
レ
オ
ン
・
セ
ー
（L

eo
n
S
a
y

）

か
ら
中
央
銀
行
の
設
立
の
必
要
を
す
す
め
ら
れ
、
同
蔵
相
の
助
言
で
、
ベ
ル
ギ
ー
国
立
銀
行
を
調
査
す
る
こ
と
に
し
た３

）
。
当
時
ベ
ル
ギ
ー
国

立
銀
行
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
諸
国
の
な
か
で
比

的
新
し
く
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
各
国
の
中
央
銀
行
利
害
得
失
を
勘
案
し
た
と
い
わ

れ
て
お
り４

）
、
松
方
は
同
行
を
範
と
し
て
日
本
に
必
要
な
中
央
銀
行
を
研
究
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

さ
て
、
明
治
一
五
年
三
月
一
日
発
表
の
「
創
立
趣
意
書
」（
前
文
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
当
時
日
本
国
内
に
国
立
銀
行
の
設
立
が
す
す
み
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本
支
店
あ
わ
せ
て
二
百
六
十
余
行
に
達
し
た
と
い
え
、
国
内
の
財
政
の
困
難
と
金
融
の

塞
は
危
機
的
な
状
況
を
脱
し
て
い
な
い
。
原
因
は
、

各
地
の
大
小
の
銀
行
が
、
散
在
し
、「
群
雄
割
拠
」
の
封
建
時
代
を
思
わ
せ
る
弊
害
の
も
と
に
あ
る
、
と
論
じ
ら
れ
る
。
か
く
て
「
血
液
ヲ

人
身
ニ
循
環
サ
セ
ル
ヤ
ウ
ナ
」
中
央
銀
行
の
必
要
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

参
考
ま
で
に
、
趣
意
書
に
み
る
日
本
銀
行
設
立
の
具
体
的
な
理
由
の
諸
項
目
に
つ
い
て
み
る
と
、
左
の
と
お
り
で
あ
る５

）
（
建
議
の
全
文
は
、

『
明
治
財
政
史
』
第
一
四
巻

銀
行

三

や
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
一
巻

「
松
方
伯
財
政
論
策
集
」

な
ど
に
収
録
さ
れ

て
い
る
）。

一
、
金
融
ヲ
便
宜
ニ
ス
ル
事
。

二
、
国
立
銀
行
諸
会
社
等
ノ
資
力
ヲ
拡
張
ス
ル
事
。

三
、
金
利
ヲ
低
減
ス
ル
事
。

四
、
中
央
銀
行
ヲ
設
立
シ
行
務
整

ノ
日
ニ
至
テ
ハ
大
蔵
省
事
務
ノ
中
央
銀
行
ニ
託
シ
テ
弊
害
ナ
キ
モ
ノ
ハ
分
チ
テ
之
ニ
付
ス
ル
事
。

五
、
外
国
手
形
割
引
ノ
事
。

（
付
）
中
央
銀
行
ハ
当
分
兌
換
銀
行
券
発
行
ヲ
許
サ
ス
、
之
ヲ
補
助
ス
ル
為
メ
ニ
其
資
本
金
ノ
半
額
ヲ
引
受
ケ
政
府
之
カ
株
主
ト
ナ
ル
事
。

日
本
銀
行
条
例
ノ
大
旨

第
一
、
営
業
年
限
ヲ
三
十
ケ
年
ト
ス
ル
事
。

第
二
、
資
本
金
ヲ
壱
千
万
円
ト
ス
ル
事
。

第
三
、
資
本
金
ハ
開
業
前
ニ
於
テ
金
五
分
ノ
一
ヲ
入
金
セ
シ
メ
、
其
残
額
ハ
営
業
上
都
合
ニ
ヨ
リ
幾
回
ニ
テ
モ
入
金
ヲ
命
ス
ル
事
。

第
四
、
営
業
ニ
制
限
ヲ
立
テ
、
危
険
ノ
事
業
ヲ
禁
ス
ル
事
。
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第
五
、
政
府
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
国
庫
出
納
ニ
従
事
セ
シ
ム
ル
事
。

第
六
、
兌
換
銀
行
券
発
行
ノ
特
権
ヲ
有
ス
ヘ
シ
ト
雖
モ
当
分
之
ヲ
許
サ
サ
ル
事
。

第
七
、
総
裁
ヲ
勅
任
ト
シ
、
副
総
裁
ヲ
奏
任
ト
ス
ル
事
。

第

、
大
蔵
卿
ノ
監
理
官
ヲ
置
ク
事
。

第
九
、
毎
月
報
告
ヲ
大
蔵
卿
ニ
呈
ス
ル
事
。

第
十
、
政
府
ニ
於
テ
資
本
金
ノ
半
額
ヲ
引
承
ケ
之
カ
株
主
ト
ナ
ル
事
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
銀
行
の
設
立
の
要
旨
は
、
第
一
に
中
央
銀
行
と
し
て
、
日
本
唯
一
の
発
券
銀
行
た
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、

同
時
に
緊
急
な
財
政
整
理
の
必
要
か
ら
、
当
時
一
億
四
〇
〇
〇
万
円
を
こ
え
る
既
発
の
紙
幣
お
よ
び
三
四
〇
〇
万
円
前
後
に
上
る
国
立
銀
行

発
行
の
紙
幣
を
、
い
つ
き
よ
に
償
却
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
こ
う
し
た
財
政
整
理
政
策
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
本
稿
は
た
ち
入
ら
な
い
）。

そ
し
て
第
二
に
、
日
本
銀
行
を
し
て
銀
行
の
銀
行
と
り
わ
けla

st
reso

rt

と
し
、
金
融
を
円
滑
か
つ
安
定
た
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
り
、
第

三
に
は
、
従
来
民
間
の
諸
銀
行
に
委
嘱
さ
れ
て
い
た
政
府
資
金
の
出
納
と
管
理
を
中
央
銀
行
に
統
合
す
る
こ
と
、
に
あ
っ
た
。

さ
て
、
明
治
一
五
年
三
月
一
日
の
日
本
銀
行
の
設
立
趣
旨
書
の
発
表
の
の
ち
、
松
方
大
蔵
卿
以
下
政
府
当
局
は
民
間
の
銀
行
業
者
の
意
見

の
聴
取
が
行
っ
た
が
、
そ
の
際
に
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
に
選
ば
れ
た
の
が
、
第
三
国
立
銀
行
頭
取
の
安
田
善
次
郎
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
正
史

た
る
『
安
田
善
次
郎
伝
』（
大
正
一
四
年
）
は
、
次
の
よ
う
に
特
筆
し
て
い
る６

）
。

松
方
伯
が
大
蔵
卿
と
な
る
に
及
び
、
痛
切
に
之
を
感
じ
、
明
治
十
五
年
愈
よ
日
本
銀
行
設
立
の
計
画
を
始
め
た
。
欧
米
の
銀
行
業
務
は
書
類
に

て
大
抵
之
を
取
調
べ
、
其
の
研
究
に
不
足
な
き
も
、
日
本
実
際
の
銀
行
業
務
に
至
っ
て
は
、
最
も
実
験

マ
マ
）

あ
る
人
物
に
就
い
て
其
意
見
を
徴
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
、
是
に
於
て
か
松
方
伯
は
、
善
次
郎
氏
と
数
次
会
合
し
て
、
日
本
に
於
け
る
銀
行
業
務
実
際
の
便
不
便
を
聴
取
し
、
西
洋
式
を
折
衷
斟
酌
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す
る
事
と
な
っ
た
。

右
の
よ
う
に
、
同
年
六
月
末
前
に
、
安
田
善
次
郎
が
松
方
大
蔵
卿
の
顧
問
格
で
、
日
本
銀
行
設
立
問
題
の
相
談
に
与
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。前

項
に
述
べ
た
よ
う
に
、
善
次
郎
の
経
営
は
、
貸
付
を
極
力
増
大
す
る
に
あ
っ
た
か
ら
、
支
払
準
備
を
補
強
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
、
日

本
銀
行
の
設
立
は
、
願
っ
て
も
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
松
方
な
い
し
大
蔵
省
か
ら
の
要
望
に
応
じ
た
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
い
ま
明
治
一
五
年
の
「
手
控
」
第
二
号
（
一
月
ヨ
リ
五
月
）
か
ら
、
大
蔵
省
関
係
の
事
項
を
拾
っ
て
み
る
と
、
左
の
と
お
り
で
あ
る７

）
。

（
ち
な
み
に
『
安
田
善
次
郎
全
伝
』
巻
之
三
（
明
治
一
五
年
の
項
）
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
の
記
載
は
、
い
っ
さ
い
省
か
れ
て
い
る
）。

三
月
九
日

晴

十
時
出
行

銀
行
局
ニ
行

局
長
ニ
面
談
ス

三
月
廿
五
日

午
後
一
時

与
倉
、
堤
、
飯
田
、
山
本
、
渡
辺
ノ
五
書
記
官
ト
桜
井
敬
長
氏
ノ
来
荘

四
月
一
日

雨

在
宅

山
本
誠
之
氏
来
訪

四
月
七
日

十
時
出
行

七
時

山
本
誠
之
氏
ヲ
訪
、
面
談
ス

四
月
十
五
日

九
時
出
行

午
後
一
時
ヨ
リ
山
本
誠
之
氏
ヲ
訪
談

四
月
廿
日

晴
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午
後
五
時
ヨ
リ
松
方
公
ヘ
参
上

四
月
三
十
日

晴

平
岡

与
倉
ノ
両
君
ヲ
訪
、
面
談
ス

五
月
一
日

晴

九
時
出
行

加
藤
局
長
ニ
面
談

五
日
午
後
加
藤
君
ニ
約
束

五
月
三
日

晴

山
本
氏
ヘ
御
影
石
五
枚
遣
候
事

五
月
十
五
日

晴

松
本
ヲ
山
本
ニ
遣
ス

五
月
三
十
一
日

第
四
条

日
本
銀
行
ノ
資
本
金
ハ
壱弐

千
万
円
ト
定
之
ヲ
五十

万
株
ニ
分
チ
一
株
弐
百
円
ト
ス
、
尤
半
額
壱
千
万

円
ナ
リ

ハ
七
分
ノ

利
付

金
録
公
債
証
書
ヲ
加
ヒ
左
ノ
如
ク
募

集
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
一
会
入

マ
マ
）

金

公
債
証
書

五
十
円
ツ
ゝ

此
高
五
百
万
円

通
貨

二
十
五
円
ツ
ゝ

此
高
二
百
五
十
万
円

第
二
会
入
金

通
貨

二
拾
五
円
ツ
ゝ

此
高
弐
百
五
十
万
円

十
二
ケ
月
目

第
三
会
入
金

同
上

二
十
五
円
ツ
ゝ

此
高
弐
百
五
十
万
円

廿
四
ケ
月
目

第
四
会
入
金

公
債

五
十
円
ツ
ゝ

此
高
五
百
万
円
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通
貨

二
十
五
円
ツ
ゝ

此
高
弐
百
五
十
万
円

三
十
六
ケ
月
目

合
計

公
債
証
書

壱
千
万
円

通
貨

壱
千
万
円

第
六
条

株
金
第
一
会
入
金
済
ノ
上
営
業
開
始
ス
ル
ヲ
得
へ
シ

第
七

云
々

マ
マ
）

五
百
万
円
ヲ
壱
千
万
円
ニ
改
ム

第

条
ヲ
除
ク

第
九
ノ
末
項
ヲ
除
ク

第
一
資
本
金
ノ
損
失
ヲ
補
フ

第
二
割
賦
金
ノ
損
失
ヲ
補
フ

第
十
一
条

末
項
ニ

約
定
ナ
キ
銀
行
諸
会
社
又
ハ
商
人
ニ
対
シ
貸
附
金
ヲ
為
ス
事

五
月
三
十
一
日

午
後
三
時
山
本
誠
之
氏
訪

面
話
ス

六
月
一
日

晴

十
時
出
行

午
前

時
松
方
大
蔵
卿
ヲ
訪

面
談
ス

同
邸
ニ
テ
郷
純
造
君
ニ
面
談
ス

〃

五
時
ヨ
リ
加
藤
濟
君
ヲ
訪
テ
面
談
晩
食
ス

手
形
条
例
ノ
草
稿
（
省
略
、
後
に
掲
げ
る＝

筆
者
）
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右
の
よ
う
に
安
田
善
次
郎
は
、
明
治
一
五
年
三
月
か
ら
大
蔵
省
と
の
間
の
接
触
が
始
り
、
五
月
末
に
は
本
格
的
に
な
っ
て
い
る
。
彼
に
と

っ
て
、
政
府
か
ら
の
協
力
要
請
は
非
常
に
光
栄
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
六
月
末
の
創
立
事
務
委
員
（
御
用
掛
）
の
任
命
を
前
に
、
六
月
に

な
る
と
、
別
に
「
手
扣
」
第
三
号
（
明
治
一
五
年
六
月
ヨ
リ
同

月
）
を
編
ん
で
い
る
。
第
三
号
は
、
前
号
よ
り
も
格
段
に
丁
寧
な
筆
で
、

内
容
も
充
実
し
て
い
る
。

六
月
五
日
か
ら
の
記
述
を
、
第
三
号
に
よ
っ
て
続
け
れ
ば
、
左
の
と
お
り
で
あ
る８

）
。

六
月
五
日

晴

午
前

時

与
倉
君
ヲ
訪
、
面
談

〃

松
方
君
ヲ
訪
、
面
談
ス

六
月
六
日

晴

午
後
二
時
ヨ
リ
川
崎
氏
ノ
招
ニ
応
シ
回
向
院
ノ
勧
進
角
力
ヲ
視
ル

与
倉
、
渡
辺
、
飯
田
、
山
本
ノ
四
君
ト
倶
帰
路
梅
屋
敷
常
盤
楼
ニ
於
テ
晩

宴
ス

六
月
七
日

晴

九
時

司
法
省
ニ
行

大
蔵
省
ヨ
リ
照
会
ノ
件

五
月

マ
マ
）

九
日

雨

十
時

午
前
七
時

松
方
君
ヲ
訪
、
面
談
ス

松
本

山
本
氏
ヲ
訪
テ
面
談
ス

六
月
十
日

晴

時
出
行

午
前
七
時

山
本
誠
之
君
ヲ
訪
、
面
談
ス
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六
月
十
一
日

雨

日
曜
日

午
前

時

松
方
君
ヲ
訪

〃

与
倉
君
ヲ
訪
、
面
談
ス

六
月
十
二
日

晴

午
前

山
本
、
渡
辺
、
飯
田
、
市
川
、
桜
井
ヲ
回
勤
ス

〃

銀
行
局
長
ニ
面
談
ス

六
月
十
三
日

九
時
出
行

午
前
九
時
ヨ
リ
銀
行
局
ノ
検
査
ア
リ

六
月
十
四
日

時
出
行

昨
日
ヨ
リ
ノ
検
査

六
月
十
五
日

晴

九
時
出
行

七
分
公
債
証
書

弐
万
円

加
藤
氏
江

談
話

此
代
金

壱
万
四
千
四
百
円

内
四
百
円
入
ル

引
〆

金
壱
万
四
千
円
ト
ナ
ル

此
利
足

九
百

拾
円

□
一
金
千
四
百
円
下
附
ナ
ル

引
〆

金

四
千
廿
円

利
徳カ

平
岡

町
野
ト
貸
倉
会
社
ノ
規
則
ヲ
綴
ル

午
後
五
時

加
藤
君
来
訪
、
晩
飯
ス
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六
月
十
九
日

晴

加
藤
君
ヲ
訪

面
談
ス

六
月
廿
一
日

晴

午
前

時

加
藤
銀
行
局
長
ヲ
訪
談

六
月
廿
四
日

雨

午
前

時

加
藤
君
ヲ
訪
談

〃

九
時

横
浜
税
関
ニ
行

〃午
後
）

農
商
務
省

命
令
ヲ
解
カ
ル
ゝ

日
本
銀
行
定
款

第
一
章

日
本
銀
行
組
織
ノ
事

六
条

二
章

資
本
金
積
立
金
ノ
事

十
四

三
章

銀
行
営
業
ノ
事

十
三

四
章

實
際
報
告
及
利
益
金
分
配
ノ
事

六

五
章

行
務
綜
理
ノ
事

第
一
節

職
員
組
織

十
四

二
節

総
裁
副
総
裁

四

三
節

重
役
集
会

三

四
節

監
事
集
会

三

五
節

銀
行
総
会

三
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六
節

割
引
委
員

二

六
章

監
理
官

三

七
章

株
主
総
会

十
三

章

総
則

三

〆

十
九
条

マ
マ
）

六
月
廿
六
日

雨

午
前

時

辻
金
五
郎
氏
来
談

第
三
銀
行
ノ
コ
ル
レ
ス
原
稿
ヲ
視

第
一
条
但
シ
中

約
定
外
之
貸
借

但
シ
定
額
以
上
ノ
貸
借
ヲ
為
サ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
便
宜
照
会
シ
テ
双
方
ノ
都
合
ニ
依
リ
照
会
済
ノ
上
ハ
此
定
額
以
上
モ
貸
借
ス
ル
事
ヲ
得
ヘ

シ此
場
合
ニ
於
テ
ハ
総
テ
本
条
約
ヲ
履
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、
又
定
額
内
ト
雖
ト
モ
金
融
繁
劇
ノ
際
ハ
一
時
其
振
出
シ
ヲ
断
ル
事
ヲ
得
ヘ
シ
尤
前
以

テ
其
旨
ヲ
通
知
シ
又
通
常
ニ
復
ス
ル
ト
キ
モ
同
様
通
知
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

六
月
廿

日

晴

九
時
出
行

凡
株
式
ニ
属
ス
ル
権
理
義
務
ハ
其
株
券
ニ
附
促
ス

マ
マ
）

モ
ノ
ト
ス

株
券
譲
与
売
買
之
件

同
書
替
手
続

株
主
惣
会
投
票

実
際
報
告

大
蔵
省
ヨ
リ
監
視
ノ
事

株
主
総
会
ハ
株
主
総
体
ノ
権
理
ヲ
表
ス
ル
者
ト
ス
、
故
ニ
本
社
定
款
ニ
依
リ
株
主
総
会
ニ
於
テ
決
議
シ
タ
ル
事
件
ハ
欠
席
者
或
ハ
異
議
者
ト
雖
ト

モ
多
数
ニ
必
ス
服
従
ス
ヘ
キ
者
ト
ス
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六
月
三
十
日

曇

小
雨

在
荘

加
藤
銀
行
局
長

来
話

夕
刻
ヨ
リ
柘
植
ヲ
以
テ

大
蔵
卿

ニ
加
藤
君
ノ
大
阪
行
ヲ
横
浜
ニ
見
送
ル

そ
れ
で
は
以
上
の
明
治
一
五
年
三
月
か
ら
六
月
末
ま
で
の
記
録
か
ら
、
善
次
郎
の
行
動
を
、
改
め
て
考
察
・
検
討
し
て
み
よ
う
。
三
月
九

日
に
大
蔵
省
加
藤
濟
銀
行
局
長
を
訪
ね
て
い
る
が
、
こ
れ
が
日
本
銀
行
設
立
の
件
に
つ
い
て
の
最
初
の
接
触
で
、
つ
い
で
二
五
日
に
銀
行
局

の
五
人
の
書
記
官
、
与
倉
・
飯
田
・
堤
・
渡
辺
・
山
本
を
自
宅
に
招
待
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
与
倉
守
人
と
山
本
誠
之
の
二
人
は
、
日
本
銀

行
設
立
事
務
の
担
当
で
あ
り
、
以
後
加
藤
銀
行
局
長
を
ふ
く
め
て
三
人
の
当
局
者
と
会
合
を
持
つ
に
い
た
っ
て
い
る
。

松
方
大
蔵
卿
と
は
四
月
二
〇
日
の
公
邸
訪
問
が
最
初
で
、
そ
の
後
五
月
末
か
ら
六
月
に
な
っ
て
接
触
が
頻
繁
と
な
り
、
創
立
事
務
委
員

（
御
用
掛
）
の
任
命
を
持
た
ず
に
、
安
田
善
次
郎
が
意
見
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
く
民
間
で
事
務
委
員
と
な
る
三
井
銀

行
の
三
野
村
利
助
の
動
向
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
時
期
は
も
っ
ぱ
ら
善
次
郎
が
接
触
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
金
融
業
者

と
し
て
の
実
務
経
験
は
、
前
章
に
述
べ
た
よ
う
に
、
善
次
郎
は
二
十
数
年
に
及
ん
で
お
り
、
年
下
の
三
野
村
利
助
（
天
保
一
四
年
生
）
と
は

経
験
と
能
力
に
お
い
て
も
隔
っ
て
い
た
。

と
は
い
え
、
当
時
に
お
け
る
安
田
善
次
郎
の
第
三
国
立
銀
行
は
、
澁
沢
の
第
一
国
立
銀
行
や
三
井
銀
行
、
さ
ら
に
第
十
五
国
立
銀
行
と
比

す
れ
ば
著
し
く
小
規
模
で
あ
っ
て
、
い
く
ら
経
験
豊
富
と
い
え
、
安
田
善
次
郎
が
顧
問
格
と
な
っ
た
こ
と
は
、
や
や
異
例
な
感
が
し
な
い

で
も
な
い
。
こ
の
点
の
考
究
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
が
、
当
時
の
政
治
情
勢
と
し
て
、
薩
摩
出
身
の
松
方
と
し
て
は
、
井
上
馨
ら
長
州
閥
の

政
治
家
の
息
の
か
か
る
第
一
国
立
銀
行
や
三
井
銀
行
と
、
で
き
れ
ば
距
離
を
お
き
た
が
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
安
田
善
次
郎
は
、
松
方
は
じ
め
加
藤
・
与
倉
・
山
本
ら
と
会
合
を
重
ね
、
日
本
銀
行
設
立
問
題
に
か
か
わ
る
民
間
実
務
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家
と
し
て
信
頼
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
お
り
、
上
記
の
記
録
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
五
月
末
頃
に
は
日
本
銀
行
条
例
の
草
案
の
内
示
を
う
る

に
い
た
っ
て
い
る
。
六
月
一
日
は
、
大
蔵
省
に
松
方
を
訪
ね
、
こ
こ
で
次
官
の
郷
純
造
と
も
会
っ
て
い
る
が
、
松
方
は
こ
の
頃
に
は
安
田
善

次
郎
を
、
日
銀
の
準
備
事
務
委
員
、
さ
ら
に
日
銀
設
立
の
暁
に
は
民
間
出
身
の
役
員
に
任
命
す
る
決
意
を
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
三
月
早
々
の
「
日
本
銀
行
設
立
趣
旨
書
」
発
表
か
ら
六
月
末
の
「
日
本
銀
行
条
例
」
の
成
案
に
い
た
る
過
程
で
、
安
田
善
次

郎
な
い
し
彼
に
代
表
さ
れ
る
民
間
側
の
意
見
や
要
望
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
さ
ら
に
は
同
条
例
に
ど
の
よ
う
に
採
用
な
い
し
反

映
さ
れ
た
か
は
、
非
常
に
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
「
日
記
」「
手
扣
」
の
記
載
を
た
ど
る
の
み
で
そ
の
す
べ
て
を
明
か
に
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
あ
る
程
度
は
こ
れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
そ
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
記
し
て
み
よ
う
。

株
式
会
社
と
し
て
日
本
銀
行
に
つ
い
て
は
、「
官
民
共
同
」
の
資
本
と
人
事
の
方
式
で
、
資
本
金
一
、
〇
〇
〇
万
円
、
官
民
半
額
出
資
で
、

一
株
二
〇
〇
円
、
五
万
株
の
発
行
と
定
め
ら
れ
た
。
五
月
末
の
草
案
の
作
成
の
段
階
で
、
善
次
郎
は
、
資
本
金
二
、
〇
〇
〇
万
円
、
半
額
民

間
出
資
に
つ
い
て
は
半
額
に
つ
い
て
七
分
利
付
公
債
出
資
な
ど
を
検
討
し
て
い
る
（
五
月
三
一
日
）。
出
資
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
案
は
見
送

ら
れ
た
が
、
出
資
に
つ
い
て
は
分
割
払
込
み
が
認
め
ら
れ
、
採
用
さ
れ
た
。
一
株
二
〇
〇
円
の
額
面
は
多
額
で
あ
る
が
、
日
本
銀
行
の
場
合
、

株
主
が
十
分
に
信
用
あ
る
有
資
産
者
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
た
。

原
案
か
ら
日
本
銀
行
は
、
厳
密
な
意
味
で
有
限
責
任
制
と
さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
国
立
銀
行
条
例
で
は
、
出
資
者
は
有
限
責
任
と
さ
れ

た
も
の
の
、
そ
の
他
方
で
損
失
に
さ
い
し
て
の
負
担
は
株
主
と
さ
れ
、
矛
盾
を
免
れ
な
か
っ
た
が
、
日
本
銀
行
条
例
で
は
明
確
な
有
限
責
任

制
で
あ
っ
た
。
安
田
善
次
郎
は
、
い
わ
ば
本
格
的
な
株
式
会
社
の
経
営
に
お
け
る
株
主
の
権
利
・
義
務
、
そ
し
て
株
主
総
会
の
あ
り
方
を
議

決
に
つ
い
て
、
こ
の
機
会
に
改
め
て
学
習
・
確
認
し
て
い
る
（
六
月
二
〇
日
）。
利
益
配
当
に
つ
い
て
善
次
郎
は
、
一
割
以
上
が
望
ま
し
い

と
考
え
た
ら
し
く
、
一
割
と
一
割
二
分
の
場
合
に
つ
い
て
配
当
支
払
額
お
よ
び
そ
の
累
計
を
、
そ
れ
ぞ
れ
試
算
し
て
い
る
（
六
月
二
九
日
）。

結
局
、
第
五
節
で
み
る
よ
う
に
、
民
間
出
資
分
は

分
、
政
府
出
資
分
は
六
分
で
落
着
し
た
。
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新
設
の
日
本
銀
行
の
大
き
な
眼
目
の
一
つ
は
、
手
形
制
度
の
使
用
・
普
及
に
あ
り
、
手
形
条
例
の
制
定
も
必
要
視
さ
れ
た
。
手
形
制
度
は
、

当
時
大
輔
少
輔
で
、
日
銀
初
代
総
裁
と
な
る
吉
原
重
俊
に
よ
っ
て
、
不
換
紙
幣
の
回
収
に
つ
い
で
重
視
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
吉
原
は
、
か
つ

て
地
租
改
正
の
さ
い
に
松
方
が
租
税
頭
の
下
で
租
税
権
頭
を
つ
と
め
た
経
歴
を
持
ち
、
ま
た
海
外
留
学
の
期
間
が
長
く
、
当
時
稀
な
新
知
識

の
一
人
で
あ
っ
た
。
吉
原
が
い
か
に
近
代
的
な
手
形
あ
る
い
は
小
切
手
の
流
通
を
重
要
視
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
吉
野
俊
彦
『
歴
代
日
本
銀

行
総
裁
論
』
の
な
か
で
左
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る９

）
。

吉
原
が
総
裁
に
な
っ
た
頃
に
は
、
手
形
あ
る
い
は
小
切
手
に
よ
っ
て
商
品
の
売
買
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
消
費
者
の
所
得

の
支
払
を
う
け
そ
れ
に
よ
っ
て
衣
食
住
の
た
め
に
必
要
な
消
費
財
を
購
入
す
る
た
め
現
金
通
貨
を
使
用
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
資
本
主
義

的
な
生
産
が
発
展
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
大
量
の
商
品
の
売
買
が
設
備
投
資
あ
る
い
は
在
庫
投
資
と
い
う
形
で
企
業
相
互
間
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
そ
れ
を
い
ち
い
ち
現
金
通
貨
で
決
済
す
る
こ
と
は
煩
に
た
え
な
い
。
そ
こ
で
手
形
な
り
小
切
手
な
り
が
円
滑
に
流
通
す
る
こ
と
が
、
き

わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
う
し
た
意
義
か
ら
、
日
本
銀
行
の
設
立
趣
意
書
の
第
二
お
よ
び
に
お
い
て
、
手
形
取
引
は
日
本
銀
行
の
機
能
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
第
二
の
「
銀
行
諸
会
社
等
ノ
資
力
ヲ
拡
張
ス
ル
事
」
の
具
体
策
と
し
て
、
事
業
者
の
「
割
引
手
形
ヲ
以
テ
中
央
ニ
至
リ
再
割
引
」
す

る
途
を
ひ
ら
く
こ
と
、
公
債
証
書
の
抵
当
貸
付
と
お
な
じ
よ
う
に
資
金
不
足
を
緩
和
し
う
る
こ
と
、
ま
た
中
央
銀
行
の
「
割
引
ノ
歩
合
」
の

設
定
に
よ
っ
て
、
一
般
の
金
利
を
政
策
的
に
調
節
で
き
る
（「
利
息

低
ノ
権
ヲ
掌
握
ス
」）
こ
と
、
な
ど
の
利
点
が
論
述
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

第
五
「
外
国
手
形
割
引
ノ
事
」
に
お
い
て
、
貿
易
の
拡
大
に
と
も
な
う
国
際
経
済
の
面
で
も
手
形
取
引
の
不
可
欠
な
こ
と
が
説
明
さ
れ
た10

）
。

安
田
善
次
郎
は
、
も
と
も
と
手
形
取
引
に
つ
い
て
鋭
敏
な
セ
ン
ス
の
持
ち
主
で
、
日
本
銀
行
の
設
立
に
さ
い
す
る
手
形
取
引
の
制
度
化
は
、
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大
い
に
賛
成
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
前
掲
「
手
扣
」
別
萃
に
み
る
よ
う
に
、
五
月
末
か
ら
六
月
初
旬
に
か
け
て
政
府
当
局
（
と
く
に
山
本
誠

之
と
与
倉
守
人
の
二
大
蔵
書
記
官
）
と
会
合
を
重
ね
、
手
形
取
引
条
例
の
作
成
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
以
下
、
六
月
上
旬
の
手
形
条
例
に
か

ん
す
る
記
事
を
掲
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る11

）
。

六
月
一
日
（
手
扣

第
二
号
）

手
形
条
例
ノ
草
稿

第
三
十
一
条
削
除

第
三
十
四
条
ノ
質
問

表
書
人
ノ
性
質
ヲ
明
ニ
ス
ル
ノ
項
ヲ
要
ス

四
十
条
質
問

四
十
一
条

良
時
払
ヲ
為
替
手
形
ト
云
一
覧
後
幾
日
或
ハ
何
月
何
日
付
払
分
ヲ
約
定
手
形
ト
云

六
月
三
日
（
手
扣

第
二
号
）

手
形
条
例
ノ

○
題
名
為
替
手
形
条
例
ト
改
ム

第
一
条
ノ
末
ニ
此
為
替
手
形
ヲ
別
テ
左
ノ
二
種
ト
ス

第
一
種

甲
ヨ
リ
乙
ニ
渡
ス
ヘ
キ
金
員
ア
ル
ト
キ
丙
ニ
該
金
員
ヲ
渡
シ
是
カ
手
形
ヲ
以
テ
乙
ニ
仕
払
ヲ
為
ス
ト
又
甲
ハ
乙
ヨ
リ
受
取
ヘ
キ
金
員

ア
ル
ト
キ
手
形
ヲ
製
シ
丙
ヨ
リ
該
現
金
ノ
仕
払
ヲ
受

六
月
三
日
（
手
扣

第
三
号
）
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為
替
手
形
条
例

第
一
章
為
換
手
形
ノ
性
質
及
書
式
ノ
事

第
一
条

（
五
行
削
除
）

モ
ノ
ニ
シ
テ
左
ノ
三
項
ト
ス

第
一

負
債
主
ヨ
リ
債
主
ニ
送
ル
ヘ
キ
金
員
ヲ
他
ニ
承
シ
テ
振
出
ス
ヲ
送
金
手
形
ト
ス

第
二

債
主
ヨ
リ
振
出
シ
負
債
主
ニ
テ
仕
拂
ヲ
割
引
手
形
ト
云

第
三

負
債
主
ノ
其
仕
払
ヲ
約
定
シ
テ
振
出
ス
モ
ノ
ヲ
約
束
手
形
ト
ス

手
形
取
引
に
と
も
な
う
信
用
・
通
信
関
係
「
コ
ル
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ス
（co

rresp
o
n
d
en
ce

）」
の
約
定
に
つ
い
て
も
、
成
文
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
当
初
安
田
善
次
郎
は
こ
の
外
来
語
に
当
惑
し
た
ら
し
く
、
手
控
の
な
か
で
太
字
で
記
し
た
り
し
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
取
引

間
の
約
定
の
必
要
を
理
解
し
、
左
の
よ
う
な
第
三
国
立
銀
行
の
約
定
を
記
入
し
て
い
る
（
六
月

日12
）

）。

一
第
三
国
立
銀
行
ハ
壱
ケ
年
金
百
円
ニ
付
金
壱
円
廿
銭
ツ
ヽ
ノ
利
足
ヲ
附
シ
年
両
度
ニ
六
月

十
二
月
計
算
ス
ル
ノ
約
定
ヲ
取
極
ム
ヘ
シ

一
会
社
員
ハ
毎
月
金
拾
円
ツ
ヽ
ヲ
集
会
ノ
節
出
金
シ
月
番
幹
事
ハ
是
ヲ
国
立
銀
行
ニ
預
ケ
該
行
ノ
預
リ
券
ヲ
社
員
ニ
交
附
ス
ル
ヘ
シ

一
此
積
金
ハ
本
会
ト
国
立
銀
行
ト
予
メ
年
限
及
相
当
ノ
利
子
ヲ
約
束
シ
テ
預
モ
ノ
ト
ス
尤
該
約
定
ハ
会
員
一
同
ノ
承
諾
ヲ
得
テ
取
極
ル
モ
ノ
ト
ス

こ
う
し
た
経
過
を
へ
て
、「
為
替
手
形
約
定
手
形
条
例
」
は
、
日
本
銀
行
が
開
業
し
て
二
カ
月
後
の
明
治
一
五
年
一
二
月
に
公
布
さ
れ
た
。

な
お
、
日
本
銀
行
と
直
接
関
係
が
な
い
が
、
こ
の
時
期
、
日
本
銀
行
の
設
立
準
備
と
併
行
し
て
、
安
田
善
次
郎
は
「
東
京
倉
庫
会
社
」
の

設
立
を
計
画
し
て
い
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
付
記
し
て
お
く
。
こ
れ
は
、
東
京
に
お
け
る
最
初
の
本
格
的
な
倉
庫
事
業
の
経
営
案
で
、
金
融
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を
流
通
の
発
展
の
た
め
に
有
用
と
し
て
、
六
月
末
に
立
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
政
府
当
局
と
の
接
触
の
な
か
で
示
唆
さ
れ
た
か
も

知
れ
な
い
。
既
存
の
蔵
施
設
を
活
用
し
、
米
穀
は
じ
め
貨
物
商
品
を
大
量
に
保
管
し
、
保
管
料
を
徴
収
す
る
と
と
も
に
預
り
証
券
を
発
行
、

こ
れ
を
抵
当
と
し
て
資
金
の
貸
付
に
も
供
す
る
と
い
う
、
彼
ら
し
い
構
想
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
損
害
保
険
の
未
発
達
の
当
時
に
お
い
て
、

火
災
・
損
傷
な
ど
の
損
害
を
カ
バ
ー
す
る
手
段
を
欠
く
な
ど
不
備
を
免
れ
ず
、
于
余
曲
折
を
へ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
初
の
会
社
の
趣
旨
と

概
要
、
そ
し
て
収
支
予
算
を
彼
の
メ
モ
書
き
に
よ
っ
て
み
れ
ば
左
の
通
り
で
あ
る13

）
。
善
次
郎
の
金
融
に
か
か
わ
る
新
規
ビ
ジ
ネ
ス
の
綿
密
な

企
画
力
に
は
み
る
べ
き
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
日
本
銀
行
に
お
い
て
も
発
揮
さ
れ
る
。

（
趣
旨
と
概
要
、
六
月
一
五
日
）

此
東
京
倉
庫
会
社
ハ
内
国
人
民
ノ
所
有
ニ
係
ル
諸
貨
物
ヲ
本
社
管
理
ノ
倉
庫
ニ
預
リ
且
保
管
ノ
直
正
ナ
ル
ヲ
表
ス
ル
為
メ
ニ
一
定
ノ
預
リ
証
券
ヲ

発
付
シ
公
平
ナ
ル
保
管
料
ヲ
享
有
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

但
シ
本
条
ノ
預
リ
証
券
ヲ
抵
当
ト
シ
テ
割
引
ノ
方
法
ヲ
開
キ
貨
物
疏
通
ト
金
融
ノ
便
利
ヲ
拡
伸
為
サ
シ
メ
ン
カ
為
メ
某
銀
行
ト
本
社
ト
ノ
間
ニ

特
別
ノ
約
束
ヲ
ナ
シ
以
テ
貨
主
ノ
便
宜
ニ
備
エ
置
ク
モ
ノ
ト
ス

（
収
支
・
利
益
計
算

六
月
二
三
日
）

本
社
営
業
ノ
目
的
ハ
第
一
条
ニ
記
載
ス
ル
如
ク

貨
物
疏
通
ト
金
融
便
利
ノ
為
メ
設
立
ス
ル
所
ニ
シ
テ
貸
庫
料

ニ
保
管
証
発
附
ノ
手
数
料
金
収
入
ス
ル
ノ
薄
利
営
業
ナ
ル
ヲ
以
テ
貨
物
保
管
中

火
盗
難
損
傷
等
ノ
罹
災

カ
）

ア
ル
モ
本
社
ハ
一
切
其
責
ニ
任
セ
ス

倉
庫
数
五
百
戸

一
戸
前
米
五
百
俵
入
此
代
金
千
五
百
円
ト
シ
是
ニ

掛
千
弐
百
円
ツ
ヽ
ヲ
貸
付
惣
額
六
拾
万
円
ノ
貸
附
金
ヲ
為
ス

此
利
子
平
均
一
分
弐
厘
七
万
弐
千
円
ナ
リ
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此
一
割
ヲ
收
シ
テ
七
千
弐
百
円
ナ
リ

別
ニ
金
壱
千
五
百
円
証
書
手
数
料

但
シ
壱
戸
前
年
十
二
度
出
入
ト
見
テ
壱
枚
廿
五
銭
ツ
ヽ

会
社
入
費
ノ
予
算

一

金

弐
千
弐
百
三
十
二
円

給
料

内
訳

七
十
円

頭
取

取
締
役
同
前
三
十
円

支
配
人
三
十
円

書
記
十
円

出
納
係
十
五
円

手
代
三
名

廿
一
円

簿
記
十
円

倉
庫
係
無
給

評
価
係
兼
勤

手
代
三
名
廿
一
円

十
円

小
使
二
名

人
名
十
一
名

一

金

千
弐
百
円

家
屋
税
諸
費
薪
炭
油

一

金

百
六
十
五
円

筆
墨
紙

印
税

小
計金

四
千
弐
百
九
十
七
円

引
〆

金
五
千
四
百
三
円
ノ
利
益
ナ
リ

（
倉
庫
会
社
申
合
規
則

六
月
二
四
日
）

一
款

保
管
貨
物
ノ
種
類
並
ニ
規
限
ノ
事

三

二
款

営
業
時
限

ニ
休
日
之
事

三

三
款

貨
物
入
庫
並
出
庫
ノ
事

七

四
款

預
リ
証
券
之
事

五
款

蔵
式
料
並
保
管
料
之
事

一

六
款

預
リ
証
券
発
附
並
ニ
記
録
手
数
料
之
事
一

七
款

期
限
ヲ
過
タ
ル
保
管
貨
物
処
分
之
事

四
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款

保
管
貨
物
ニ
対
ス
ル
会
社
ノ
責
任
之
事
一

九
款

倉
庫
ニ
属
シ
タ
ル
禁
制
之
事

三

十
款

輸
送
荷
物
手
続
之
事

二

〆
三
十
三
条

同

定
款

一
章

総
則

七
条

二
章

資
本
金
ノ
事

四

三
章

役
員
ノ
事

七
条

四
章

役
員
職
務
上
ノ
責
任
権
限
ノ
事

四
条

五
章

株
主
権
利
責
任
之
事

六
条

六
章

株
式
売
買
譲
与
之
事

二
条

七
章

役
員
禁
例
ノ
事

二
条

章

株
主
惣
会
決
議
之
事

七
条

九
章

純
益
金
配
当
ノ
事

二
条

十
章

簿
記
並
ニ
報
告
之
事

二

１
）

吉
野
俊
彦
『
歴
代
日
本
銀
行
総
裁
論
』（
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
五
一
年
）
一
二

一
五
頁
。

２
）

株
式
の
募
集
は
、
公
式
発
表
と
事
実
の
動
向
の
間
に
は
少
な
か
ら
ぬ
相
違
が
生
じ
た
。
こ
の
点
は
本
稿
五
に
お
い
て
改
め
て
検
討
さ
れ
る
。

３
）
４
）

前
掲
「
松
方
伯
財
政
論
策
集
」、『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
一
巻
、
解
題
。

５
）

同
上
書
四
四
〇

四
四
六
頁
に
よ
る
。
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６
）

前
掲
『
安
田
善
次
郎
伝
』
二
六
二

二
六
三
頁
。

７
）
「
手
扣
」
第
二
号
、
明
治
一
五
年
一
月
ヨ
リ
六
月
、
よ
り
抜
萃
。

８
）
「
手
扣
」
第
三
号
六
月
五
日
ヨ
リ
三
〇
日
の
項
に
記
載
。

９
）

前
掲
『
歴
代
日
本
銀
行
総
裁
論
』
一

一
九
頁
。

10
）

前
掲
『
明
治
財
政
史
』
第
一
四
巻
、
一
七

一
九
、
二
三

二
五
頁
。

11
）
「
手
扣
」
第
三
号
、
明
治
一
五
年
六
月
一
日
ヨ
リ
三
日
の
記
載
。

安
田
善
次
郎
は
、
手
形
取
引
な
い
し
そ
の
改
革
に
つ
い
て
、
鋭
敏
な
セ
ン
ス
と
自
身
の
意
見
の
持
ち
主
で
あ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
前
明
治
一
〇

〜
一
一
年
に
択
善
会
に
お
い
て
自
身
の
改
善
案
を
提
出
し
、
第
一
銀
行
の
澁
沢
栄
一
と
論
争
し
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な

い
。
前
掲
『
安
田
保
善
社
と
そ
の
関
係
事
業
史
』（
五
二

五
五
頁
）
を
参
照
。

12
）

同
右
、
六
月
一
三
日
の
記
載
。

13
）

同
右
、
六
月
一
五
日
、
六
月
二
四
日
の
項
に
記
載
。
右
の
計
算
に
は
若
干
の
不
整
合
が
み
ら
れ
る
が
、
原
文
通
り
に
記
載
し
た
。

三

国
庫
金
取
扱
の
改
正
問
題

中
央
銀
行
と
し
て
の
日
本
銀
行
の
設
立
は
、
第
一
、
三
井
、
安
田
な
ど
民
間
の
有
力
な
銀
行
に
よ
っ
て
歓
迎
さ
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、

既
述
の
日
本
銀
行
設
立
趣
意
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
日
本
銀
行
の
機
能
は
、
す
べ
て
が
民
間
銀
行
に
有
利
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

な
か
で
も
、
唯
一
の
発
券
銀
行
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
府
資
金
の
一
元
的
な
出
納
・
保
管
の
機
能
は
、
民
間
業
者
の
利
益
に
反
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

す
な
わ
ち
「
日
本
銀
行
設
立
趣
意
書
」
の
第
四
項
は
、
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第
四
、
中
央
銀
行
ヲ
設
立
シ
行
務
整

ノ
日
ニ
至
テ
ハ
大
蔵
省
事
務
ノ
中
央
銀
行
ニ
託
シ
テ
弊
害
ナ
キ
モ
ノ
ハ
分
チ
テ
之
ニ
附
ス
ル
事

（
前
略
）
欧
州
各
国
政
府
ハ
常
ニ
中
央
銀
行
ヲ
保
護
シ
国
庫
ノ
出
納
ヲ
以
テ
之
ニ
付
託
シ
、
若
シ
官
金
ニ
余
裕
ア
ル
時
ハ
之
ヲ
用
ヒ
テ
外
国
手
形

地
金
銀
等
ヲ
買
入
レ
シ
メ
、
日
夜
注
意
シ
テ
実
貨
回
収
ノ
策
ヲ
怠
ラ
ス
（
中
略
）
今
若
シ
中
央
銀
行
ヲ
設
立
シ
テ
百
事
整

ノ
日
ニ
至
テ
ハ
国
庫

出
納
国
債
償
却
等
ノ
事
務
ヲ
分
チ
以
テ
之
レ
ニ
附
シ
、
官
金
ノ
繁
閑
ヲ
量
リ
テ
商
業
手
形
割
引
等
ニ
使
用
セ
シ
メ
、
以
テ
国
庫
ノ
殖
益
ヲ
図
リ
併

セ
テ
民
間
融
通
ノ
便
ヲ
助
ク
ヘ
シ
（
以
下
略
）

と
記
さ
れ１

）
、
つ
い
で
会
計
法
が
改
正
さ
れ
、
同
一
五
年
の
七
月
以
降
、
現
金
の
取
扱
い
は
各
省
庁
の
直
轄
と
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
日
本
銀
行
の
設
立
に
さ
い
す
る
官
庁
資
金
の
取
扱
方
針
の
転
換
は
、
国
内
の
金
融
業
者
に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
国
庫
金
は
じ
め
公
的
資
金
の
出
納
と
管
理
に
つ
い
て
維
新
政
府
は
、
江
戸
時
代
の
制
度
を
踏
襲
し
、
三
井
組
は
じ

め
有
力
な
金
融
業
者
を
為
替
方
に
任
命
し
、
原
則
と
し
て
無
利
子
で
預
託
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
多
額
の
公
的
資
金
は
、
い
ま
だ
高
利

貸
的
性
格
の
強
か
っ
た
既
存
の
金
融
業
者
に
と
っ
て
重
要
な
資
金
源
で
あ
っ
た
。
事
実
、
こ
れ
よ
り
先
明
治
七
年
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
政

府
が
に
わ
か
に
預
託
先
の
金
融
業
者
に
相
応
の
担
保
の
提
供
を
求
め
た
結
果
、
小
野
、
島
田
の
よ
う
な
伝
統
的
に
有
力
な
金
融
業
者
が
た
ち

ま
ち
倒
産
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

安
田
善
次
郎
は
、
お
な
じ
明
治
七
年
に
司
法
省
の
為
替
御
用
取
扱
に
任
ぜ
ら
れ
て
以
来
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
司
法
省
、
東
京
裁
判

所
、
陸
軍
省
、
栃
木
県
な
ど
の
為
替
方
を
つ
と
め
て
き
た
お
り
、
こ
れ
ら
政
府
資
金
を
運
用
し
、
資
金
の
貸
借
の
拡
大
、
急
速
な
資
本
の
回

転
に
よ
る
収
益
増
を
は
か
っ
て
き
た
だ
け
に
、
こ
の
面
で
の
政
策
転
換
は
利
害
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
。
参
考
ま
で
に
、
明
治

一
三
年
に
お
け
る
安
田
商
店
の
官
金
保
有
高
を
官
庁
別
に
み
る
と
、
表
３

１
の
と
お
り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
官
公
庁
の
現
金
取
扱
の
直

轄
、
そ
し
て
将
来
的
に
日
本
銀
行
に
移
管
す
る
と
い
っ
て
も
、
こ
の
間
の
具
体
的
な
手
続
き
や
段
取
り
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
く
、
政
府
内
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部
で
も
一
律
に
決
定
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
時
期
の
「
日
記
」
や
「
手
控
」
を
み
る
と
、
安
田
善
次
郎
は
、
政
府
に
た
い
し
て
は
大

蔵
省
当
局
者
と
と
も
に
、
武
井
守
正
と
頻
繁
に
会
合
を
重
ね
て
い
る２

）
。
ち
な
み
に
武
井
は
、
宇

和
島
藩
士
の
出
身
、
幕
末
勤
皇
の
志
士
の
活
動
経
歴
の
持
主
で
、
維
新
政
府
に
厚
遇
さ
れ
、
外

遊
も
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
安
田
善
次
郎
に
と
っ
て
は
、
政
府
高
官
か
つ
近
代
産
業
に
つ
い
て
の

相
談
相
手
と
し
て
貴
重
な
存
在
で
あ
っ
た３

）
。
安
田
善
次
郎
の
鉄
道
、
保
険
、
倉
庫
な
ど
へ
の
投

資
は
、
武
井
の
助
言
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
明
治
一
五
年
当
時
、
彼
は
農
商
務
省
大
書
記

官
す
な
わ
ち
次
官
の
職
に
あ
り
、
会
計
局
長
を
兼
務
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
安
田
善
次
郎

は
、
武
井
を
通
じ
て
こ
の
方
面
の
情
報
を
得
る
と
と
も
に
、
官
金
取
扱
に
つ
い
て
関
係
方
面
に

陳
情
、
運
動
を
行
っ
た
で
あ
ろ
う
。

日
本
銀
行
設
立
趣
意
書
が
発
表
さ
れ
て
間
も
な
い
四
月
二
日
、
司
法
省
為
替
方
安
田
善
次
郎

か
ら
、
ま
ず
左
の
よ
う
な
「
司
法
省
為
替
方
御
用
之
義
ニ
付
歎
願
書
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る４

）
。

司
法
省
為
替
方

御
用
之
義
ニ
付
歎
願
書

司
法
省
為
替
方

安
田
善
次
郎

司
法
省
為
替
方
之
義
ハ
該
御
省
御
創
立
ノ
際
ヨ
リ
喜
田
川
儀

と
申
者
相
勤
罷
在
候
処
、
明
治
七

年
同
人
義
営
業
上
莫
大
之
損
毛
有
之
資
本
は
勿
論
公
私
之
預
り
金
及
借
入
金
等
悉
皆
虚
無
ニ
属
シ
、

其
預
リ
金
借
入
金
モ
一
時
返
済
不
行
届
場
合
ニ
立
到
リ
百
方
儘
力
之
末
、
私
方
は
従
来
ノ
取
引
ニ

(単位：円)

196,600

233,101

72,097

125,208

281,935

80,200

119,101

9,897

18,208

74,935

1,400

8,000

8,200

7,000

10,000

115,000

106,000

54,000

1000,000

197,000

7

12 1

7

11 1

10 1

103,546

50,000

17,0466,000

4,000

80,500

46,000

13 1

9 8

178,00016,000162,000

合 計栃木県陸軍省東京裁判所司法省

(出典) 安田商店「勘定〆上帳」(第21回～第28回)より作成。

(備考) 円以下は四捨五入して計算。

明治 9 年 1月

決算日

表 3－1 安田商店官金保有残高
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付
司
法
省
為
替
方
ヲ
引
請
該
御
省
之
御
預
リ
金
弁
済
致
呉
候
ハ
ゝ
平
穏
鎖
店
ニ
相
成
、
表
向
ノ
御
所
分
モ
不
受
候
ニ
付
是
非
ト
モ
ト
ノ
無
余
義
依

頼
ヲ
受
旧
誼
難
黙
止
御
用
御
預
リ
金
ハ
私
ヨ
リ
司
法
省
ニ
返
納
仕
、
喜
田
川
儀

ヨ
リ
ハ
年
賦
ニ
私
方
ヘ
返
済
致
候
約
束
ニ
而

示
談
相
整
両
名
連

書
ヲ
以
テ
司
法
省
ニ
出
願
之
上
、
明
治
七
年
四
月
更
ニ
私
ニ
該
御
省
為
替
方
被
仰
付
以
来
難
有
相
勤
罷
在
候
義
ニ
御
座
候
、
然
ニ
本
年
太
政
官
及

大
蔵
省
之
御
布
告
御
達
等
拝
誦
仕
候
ニ
会
計
法
御
改
正
之
趣
既
ニ
本
年
七
月
以
後
は
御
省
御
直
轄
之
御
取
扱
ニ
相
成
候
様
奉
恐
察
候
ニ
付
、
今
兹

ニ
既
往
将
来
ヲ
案
候
ニ
最
前
喜
田
川
儀

ナ
ル
者
ハ
司
法
省
御
創
立
ノ
際
多
少
之
御
奉
公
モ
仕
候
者
ト
雖
ト
モ
中
途
ニ
シ
テ
破
産
ノ
不
幸
ヲ
来
シ
、

若
干
ノ
御
預
リ
金
ニ
不
都
合
ヲ
生
シ
私
ヨ
リ
是
ヲ
上
納
ス
ル
ト
雖
ト
モ
其
後
追
々
貧
困
ニ
陥
リ
見
ル
影
モ
ナ
ク
幽カスカ
ニ
暮
居
候
次
第
、
私
方
ヘ
返
金

抔
ハ
先
以
テ
無
覚
束
事
ニ
御
座
候
、
然
共
該
御
省
之
御
用
相
勤
罷
在
候
ニ
於
テ
ハ
相
当
之
御
手
当
モ
頂
戴
仕
、
且
営
業
上
ニ
取
リ
世
上
ヘ
信
用
ヲ

得
ル
ハ
実
ニ
広
大
ニ
シ
テ
商
家
之
面
目
無
此
上
私
之
光
栄
幸
福
ニ
御
座
候
故
、
永
年
相
勤
続
罷
在
候
ニ
於
テ
ハ
儀

身
代
回
復
之
上
返
金
為
致
候

モ
決
而

不
苦
覚
悟
致
居
候
、
然
ニ
前
文
御
省
ニ
於
テ
是
ヲ
直
御
取
扱
ト
相
成
私
義
被
免
候
事
ニ
成
行
候
得
ハ
、
一
旦
ニ
世
上
ノ
信
用
ヲ
失
シ
夫
カ

為
メ
営
業
上
不
可
容
困
難
出
来
、
一
時
ノ
反
対
ハ
百
事
ニ
影
響
シ
為
メ
ニ
鎖
店
之
場
合
ニ
モ
不
立
至
難
□
△

有
カ
）

最
早
七
月
ヲ
以
テ
如
何
之
結
局
ヲ
見

ル
事
哉
ト
積
思
愁
結
罷
在
候
、
就
テ
ハ
甚
恐
縮
ニ
は
候
得
共
右
等
之
事
情
御
推
察
之
上
格
別
之
御
沙
汰
ヲ
以
テ
該
御
省
会
計
法
御
省
ニ
而

御
着
手

ニ
相
成
候
義
ニ
候
得
は
、
小
払
之
分
従
前
之
通
私
ニ
取
扱
被
仰
付
被
下
置
候
得
ハ
、
自
今
是
迄
召
仕
候
手
代
共
其
活
路
ヲ
得
、
世
上
之
信
用
は
在

来
ノ
通
ニ
可
有
之
私
ニ
於
テ
ハ
従
前
之
営
業
モ
無
事
ニ
取
続
誠
ニ
以
テ
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
此
段
伏
而
奉
歎
願
候
也

（
欄
外
）

「
元
来
私
共
営
業
ト
申
ハ
世
上
ニ
向
ヒ
信
用
ヲ
得
ル
ヲ
以
テ
第
一
ノ
得
益
ト
仕
候

明
治
七
年
頃
営
業
ニ
御
座
候
所
該
御
省
為
替
方
御
用
相
勤
候
砌
ハ
小
野
島
田
組
等
ノ
破
産
モ
有
之
世
上
何
ト
ナ
ク
御
用
営
業
ヲ
為
ス
モ
ノ
ハ
一

個
ノ
□
□
モ
ノ
ゝ
様
ニ
見
做
サ
レ
十
分
ノ
信
用
ヲ
得
ル
事
不
能
モ

拮
据
勉
励
シ
テ
□
之
至
リ
適
々
近
頃
大
ニ
為
替
方
営
業
ナ
ル
者
ヲ
人
心
ノ
確
信
ス
ル
所
ト
ナ
リ
是
ニ
因
リ
取
引
先
モ
追
々
拡
伸
シ
テ
一
層
公
私

ノ
□
益
ヲ
増
サ
ン
ト
見
込
居
候
処
此
所
ニ
於
テ
年
来
ノ
身
情
水
泡
ニ
来
シ
△
」
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こ
れ
に
つ
い
で
四
月
一
七
日
に
は
、
武
井
の
農
商
務
省
に
た
い
し
て
、
安
田
善
次
郎
か
ら
「
農
商
務
省
金
銀
取
扱
方
継
続
ノ
願
書
」
が

提
出５

）
さ
れ
た
。

農
商
務
省
は
、
前
年
の
明
治
一
四
年
四
月
、
同
省
の
発
足
と
と
も
に
会
計
局
現
金
取
扱
人
を
命
じ
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
き
の
司
法

省
の
場
合
と
同
様
、
こ
の
方
面
の
取
扱
い
業
務
の
受
託
と
実
行
は
、
容
易
な
ら
な
い
実
状
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

農
商
務
省
金
銀
取
扱
方
継
続
ノ
願
書

私
義

昨
明
治
十
四
年
四
月
農
商
務
省
御
開
設
以
来
同
省
会
計
局
現
金
取
扱
人
被
命
難
有
相
勤
罷
在
候
処
窃
ニ
承
候
ニ
、
今
般
会
計
法
御
改
正
ニ
付
本
年

七
月
以
後
現
金
出
納
は
都
テ
御
省
直
轄
ニ
管
主
被
為
遊
取
扱
人
モ
御
省
ヨ
リ
他
ノ
銀
行
ニ
被
命
候
趣
、
果
シ
テ
然
ラ
ハ
私
共
同
省
ノ
御
用
は
可
被

差
許
奉
恐
察
候
ニ
付
左
ニ
勤
続
ノ
義
ヲ
奉
歎
願
候
、
昨
冬
同
所
ニ
於
テ
山
林
事
務
出
張
所
ノ
現
金
取
扱
方
ヲ
私
一
手
ニ
被
命
候
ニ
付
、
本
年
一
月

各
地
方
ニ
出
張
シ
テ
実
際
取
扱
方
景
況
ヲ
該
史
員
ニ
尋
問
シ
テ
便
理
ノ
場
所
ニ
代
理
店
ヲ
設
ケ
是
ヲ
シ
テ
御
差
支
無
之
様
取
極
申
候
得
共
、
各
所

ノ
内
山
間
僻
陬
ノ
御
場
所
ニ
至
ツ
テ
ハ
代
理
店
ノ
引
受
人
無
之
、
種
々
ノ
困
難
有
之
モ
右
御
省
ノ
御
用
相
勤
罷
在
候
上
ハ
一
ケ
所
タ
リ
ト
モ
御
不

便
被
為
在
候
様
ニ
テ
ハ
不
相
済
事
ト
存
、
自
身
又
ハ
手
代
共
ヲ
派
出
シ
テ
受
托
者
ニ
種
々
便
宜
ヲ
与
ヒ
漸
々
承
諾
為
致
候
向
モ
有
之
候
、
斯
千
苦

万
苦
東
奔
西
走
仕
候
モ
一
ハ
同
御
省
ノ
御
用
相
勤
罷
在
候
義
務
ヲ
重
シ
候
ヘ
ハ
後
日
多
少
ノ
好
結
果
ヲ
得
ン
為
メ
ノ
心
算
ニ
御
座
候
、
該
心
苦
不

空
シ
テ
昨
今
一
ノ
不
都
合
モ
無
之
整
備
仕
候
、
然
ニ
今
ヤ
該
目
的
ノ
端
緒
ヲ
開
カ
ン
ト
為
ス
ノ
際
前
文
ノ
如
ク
突
然
右
ノ
御
用
御
差
免
相
成
候
ニ

於
テ
ハ
実
ニ
是
迄
ノ
経
営
為
シ
タ
ル
辛
苦
モ
一
朝
水
泡
ニ
帰
シ
、
加
之
各
地
ニ
約
定
為
シ
タ
ル
代
理
店
ニ
於
テ
種
々
ノ
不
都
合
相
醸
シ
意
外
ノ
損

害
ヲ
来
ス
ハ
必
然
ノ
事
ト
憂
慮
仕
候
、
何
卒
格
別
ノ
御
仁
恤
ヲ
以
テ
従
前
ノ
通
リ
同
御
省
ノ
現
金
取
扱
方
私
ニ
被
命
置
候
様
奉
伏
願
候
也

こ
れ
に
た
い
し
農
商
務
省
で
は
五
月
一
三
日
に
、
資
金
預
託
先
の
安
田
銀
行
お
よ
び
自
宅
に
た
い
し
検
査
を
行
っ
て
い
る
。
同
日
の
「
手
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扣
」
に
は
左
の
よ
う
な
記
載７

）
が
見
出
せ
る
。

五
月
十
三
日

曇

前

時
ヨ
リ
品
川
君
ヲ
訪
談

正
午
農
商
務
省
御
預
り
金
検
査
ノ
吏
員
五
名
来
宅
但
シ
帳
簿
而
己
検
査
シ
テ
現
金
ニ
及
ハ
ス

つ
い
で
六
月
二
六
日
の
項
に
は
、
左
の
よ
う
な
「
山
林
事
務
所
現
金
取
扱
順
序
ニ
付
歎
書

マ
マ
）

」
の
草
稿
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
連
の
農
商
務
省

に
た
い
す
る
陳
情
書
と
し
て
掲
げ
て
お
く８

）
こ
と
と
す
る
。

山
林
事
務
所
現
金
取
扱
順
序
ニ
付
歎
書

今
般
静
岡
山
林
事
務
所
外
拾
九
ケ
所
、
金
銭
取
扱
為
換
方
御
下
命
相
成
現
金
取
扱
順
序
御
達
相
成
奉
拝
承
候
、
就
テ
ハ
各
地
代
理
店
江

通
知
シ
テ

御
達
シ
ノ
趣
旨
ニ
基
キ
速
ニ
改
正
可
仕
筈
之
処
、
遠
隔
之
土
地
時
日
モ
切
迫
致
迚
モ
実
施
行
届
難
奉
存
候
ニ
付
当
分
ノ
内
従
前
ノ
振
合
ヲ
以
テ
取

扱
候
様
致
度
奉
願
上
候
、
元
来
該
事
務
所
之
義
ハ
山
間
避
陬
等
多
ク
当
春
農
商
務
省
ヨ
リ
御
下
命
相
成
候
節
該
地
ニ
派
出
シ
テ
国
立
銀
行
又
ハ
身

元
慥
成
者
ヲ

ミ
便
宜
代
理
店
ヲ
依
頼
シ
テ
取
扱
来
候
得
共
、
何
レ
モ
官
金
取
扱
ハ
不
訓
ノ
処
ヨ
リ
兎
角
帳
簿
ノ
不
整

報
告
等
ノ
事
ニ
モ
手
数

ノ
掛
ル
ヲ
厭
ヒ
彼
是
苦
情
申
出
候
処
モ
有
之
旁
、
十
分
ノ
好
結
果
モ
得
サ
ル
内
今
般
ノ
御
改
正
ヲ
申
送
候
モ
容
易
ニ
実
施
無
覚
束
想
像
仕
候
ニ
付
、

追
テ
各
地
ニ
派
出
シ
テ
熟
議
ノ
上
施
行
仕
度
奉
存
候
、
依
而

該
事
務
所
ニ
御
送
金
其
外
何
事
ニ
不
寄
当
本
店
ニ
被
仰
付
度
、
左
候
得
ハ
当
本
店
ヨ

リ
各
取
扱
所
ニ
報
道
致
又
各
取
扱
人
ヨ
リ
百
事
当
本
店
ニ
申
出
候
ハ
ゝ
直
ニ
御
本
局
ニ
上
申
可
仕
候
ニ
、
報
告
ノ
如
キ
ハ
一
ケ
所
毎
ニ
区
別
シ
上

呈
仕
毫
モ
不
都
合
無
之
様
取
計
仕
候
間
此
段
御
聞
済
被
成
下
置
候
様
奉
願
上
候
也
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司
法
省
と
農
商
務
省
の
官
金
取
扱
は
、
さ
し
て
ト
ラ
ブ
ル
も
な
か
っ
た
ら
し
く
、
結
果
的
に
は
安
田
銀
行
が
再
び
用
命
を
う
け
た
が
、
そ

れ
ら
に
劣
ら
ず
重
要
で
あ
っ
た
栃
木
県
に
つ
い
て
は
容
易
で
な
く
、
解
決
に
は
時
日
と
労
苦
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
日
本
銀

行
の
設
立
問
題
と
も
微
妙
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

既
述
し
た
よ
う
に
、
初
期
の
安
田
善
次
郎
に
と
っ
て
栃
木
県
は
、
彼
の
金
融
業
の
拡
大
の
上
に
努
力
し
た
重
要
な
場
所
で
あ
り
、
明
治

年
一
二
月
に
為
替
方
の
指
名
を
得
、
栃
木
・
宇
都
宮
両
支
店
が
担
当
、
明
治
一
二
年
一
月
に
お
け
る
取
扱
残
高
は
一
一
万
九
一
〇
円
と
い
う
、

少
な
か
ら
ぬ
額
に
上
っ
た９

）
。

と
こ
ろ
が
こ
の
間
、
明
治
一
一
年
に
地
元
の
出
資
を
中
心
に
、
安
田
善
次
郎
も
協
力
し
て
、
第
四
十
一
銀
行
が
設
立
、
営
業
を
開
始
し
た

が
、
明
治
一
五
年
三
月
、
日
本
銀
行
の
設
立
方
針
が
決
定
す
る
と
、
同
行
の
一
部
の
役
員
に
よ
っ
て
、
安
田
商
店
の
栃
木
県
為
替
方
の
同
行

へ
の
讓
渡
が
要
請
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
当
初
安
田
側
で
は
、
会
計
法
改
正
に
間
も
あ
る
こ
と
と
し
て
、
先
送
り
し
て
い
た

が
、
そ
の
後
六
月
に
な
っ
て
、
栃
木
県
下
で

勧
業
会
社
に
な
る
「
公
益
」
目
的
の
会
社
の
設
立
が
目
論
ま
れ
（
発
起
人
た
ち
は
さ
き
の
第

四
十
一
国
立
銀
行
の
一
部
役
員
）、
同
社
の
金
融
業
務
と
し
て
為
替
方
の
讓
渡
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
安
田
善
次

郎
は
、「
公
益
」
目
的
の
会
社
で
は
、
本
来
的
に
為
替
方
業
務
は
扱
う
べ
く
も
な
い
と
し
て
こ
れ
に
反
論
し
、
こ
こ
に
お
い
て
県
・
郡
が
調

整
に
乗
り
出
す
事
態
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
に
、
七
月
二
五
日
起
草
さ
れ
た
「
栃
木
為
替
方
の
件
」
は
、
左
の
と
お
り
の
文
の
内
容
で
、
こ
の
問
題
の
経
緯
に

つ
い
て
も
、
こ
れ
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る1

）
。

十
五
年
七
月
廿
五
日
起
草

栃
木
為
替
方
之
件

白
石
仲
田
ノ
両
君
ニ
対
シ
テ

104



酷
暑
之
節
各
位
益
御
健
勝
欣
賀
之
至
奉
祝
候
、
陳
者

貴
翰
為
替
方
之
義
ニ
付
御
深
節
之
御
示
諭
ノ
千
万
難
有
奉
鳴
謝
候
、
此
件
ニ
付
小
子
不
一
方

心
痛
罷
在
候
ニ
付
本
月
下
旬
ニ
出
翰
ノ
上
其
筋
ニ
罷
出
何
等
之
趣
意
ヨ
リ
此
度
之
御
沙
汰
ヲ
承
候
訳
ナ
ル
ヤ
拝
承
致
候
上
猶
愚
存
上
申
ス
ル
処
ア

ラ
ン
ト
覚
悟
致
居
候
折
柄
、
御
懇
諭
ニ
付
不
取
敢
出
翰
仕
度
存
候
得
共
病
気
未
平
愈
ニ
不
至
不
本
意
ナ
カ
ラ
以
書
中
小
子
ノ
意
中
御
参
考
之
為
メ

申
上
候
願
ク
ハ
安
生
氏
ニ
モ
御
打
合
ノ
上
宜
敷
御
執
成
奉
願
上
候

栃
木
県
為
替
方
之
義
ハ
明
治

年
十
二
月
被
命
尓
来
勤
続
罷
在
候
、
元
来
小
子
義
ハ
銀
行
営
業
一
方
ヲ
以
テ
従
来
渡
世
致
居
候
者
ニ
付
候
共
勤

務
以
来
該
管
下
ニ
於
テ
著
シ
ク
公
益
ノ
事
業
ヲ
賛
助
為
シ
タ
ル
事
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
、
然
共
苟
モ
今
日
父
妻
眷
族
ト
共
ニ
生
活
ノ
道
ヲ
貴
管
下
ニ

仰
ク
以
上
ハ
又
其
義
務
ヲ
モ
達
シ
度
其
志
ヲ
以
テ
金
融
便
利
ノ
為
メ
先
年
第
四
拾
一
銀
行
創
立
ノ
事
ニ
聊
奔
走
致
シ
タ
リ
、
尚
亦
資
本
ヲ
分
テ

栃
木
ト
宇
都
宮
ニ
支
店
ヲ
置
キ
為
替
貸
附
等
ヲ
営
業
シ
テ
四
十
一
銀
行
ト
倶
ニ
管
下
ノ
金
融
流
通
ノ
便
ヲ
助
ン
ト
心
懸
居
レ
リ
、
然
ニ
本
年
三

月
四
十
一
銀
行
重
役
木
村
、
正
田
、
鈴
木
ノ
三
氏
出
京
ア
リ
テ
為
替
方
ヲ
該
行
ニ
譲
請
度
ト
ノ
談
判
ア
リ
、
其
節
三
氏
曰
ク
四
十
一
銀
行
創
立

ノ
際
兄
ノ
言
ニ
管
下
ニ
国
立
銀
行
ヲ
創
立
シ
テ
預
リ
金
貸
附
金
ヲ
営
業
ト
ナ
シ
三
ケ
年
モ
過
サ
ハ
我
等
ノ
取
扱
居
為
替
方
モ
譲
ル
ヘ
シ
左
ス
レ

ハ
確
実
ハ
素
ヨ
リ
利
益
モ
相
応
ニ
ア
ル
ヘ
シ
ノ
其
言
ヲ
信
用
シ
テ
知
友
ニ
モ
説
諭
シ
、
倶
ニ
奔
走
為
テ
四
十
一
銀
行
ノ
今
日
ア
ル
ニ
逢
リ
若
其

際
兄
ノ
言
ヲ
信
用
セ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
銀
行
ノ
確
実
ナ
ル
ヲ
覚
ラ
ス
、
或
ハ
荏

今
日
ニ
至
ル
哉
モ
量
ラ
レ
ス
依
テ
三
ケ
年
ハ
既
ニ
経
過
ス
ト
雖

ト
モ
今
日
迄
黙
止
セ
リ
、
乍
去
是
等
ノ
情
実
ヲ
不
知
ノ
輩
ハ
陰
ニ
兄
ヲ
シ
テ
言
ヲ
喰
ノ
者
ト
見
誤
レ
リ
、
彼
是
ヲ
斟
酌
シ
テ
讓
渡
呉
ラ
ル
ヽ
ヤ

ウ
懇
話
ア
リ
小
生
答
テ
曰
ク
実
ニ
其
事
ア
リ
タ
リ
今
此
事
ヲ
弁
護
ス
ル
ハ
内
心
恥
ル
所
ア
リ
ト
雖
ト
モ
又
不
得
止
ニ
出
ル
ナ
リ
、
営
業
上
ノ
情

実
ニ
於
テ
ハ
三
氏
共
最
上
ノ
老
練
家
ニ
シ
テ
当
時
此
件
ニ
付
テ
ハ
小
生
ト
倶
ニ
苦
慮
ア
リ
シ
所
ナ
レ
ハ
夫
等
ハ
十
分
御
納
得
ア
リ
シ
事
ト
存
セ

シ
ニ
、
今
此
問
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
意
中
腹
臓
ナ
ク
吐
露
ス
ヘ
シ
、
凡
ソ
商
業
ヲ
以
テ
渡
世
ト
為
ス
モ
ノ
己
ノ
営
業
ヲ
盛
大
為
ラ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル

ハ
普
通
一
般
ノ
主
義
ニ
シ
テ
何
レ
モ
此
基
礎
ヲ
謀
ル
ハ
華
主
ニ
対
シ
便
宜
ヲ
与
ヘ
信
義
ヲ
以
テ
永
ク
取
引
ヲ
望
ム
ノ
手
段
タ
ル
ハ
各
位
老
練
家

ト
雖
モ
常
々
経
営
為
ス
所
ナ
ル
ヘ
シ
、
小
生
ニ
於
ケ
ル
貴
管
下
ハ
華
主
ナ
レ
ハ
務
メ
テ
便
宜
ヲ
謀
ル
ノ
志
ア
ル
ハ
前
文
陳
ス
ル
カ
如
シ
、
是
信

義
ヲ
以
テ
永
ク
取
引
ヲ
望
ム
ト
所
ナ
リ
豈
華
主
ノ
便
宜
ヲ
謀
ル
為
メ
ニ
己
ノ
営
業
ヲ
倶
ニ
讓
与
ス
ル
ノ
謂
ア
ラ
ン
ヤ
、
然
ト
モ
「
然
ト
欄
外
）

モ
当
時

銀
行
ヲ
管
下
ニ
創
立
セ
ン
ト
県
友
ノ
説
諭
ヲ
煩
シ
種
々
ノ
手
段
ヲ
以
テ
透
導

誘
カ
）

ス
ル
ノ
際
管
下
人
民
ノ
稍
信
用
ス
ル
ハ
為
替
方
之
業
務
ナ
リ
、
是
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ヲ
以
テ
一
時
ノ
辟

ト
為
ス
モ
後
日
目
的
ト
為
ス
利
益
ニ
於
テ
誤
ナ
キ
時
ハ
決
テ
指
支
ナ
キ
モ
ノ
ト
自
信
セ
シ
ナ
リ
、
既
ニ
今
日
ニ
至
リ
最
前

ノ
目
的
ヨ
リ
利
益
配
分
ハ
余
リ
ア
ル
モ
不
足
ナ
キ
ノ
結
果
ナ
レ
ハ
是
ニ
テ
小
子
ノ
罰
ヲ
恕
ス
モ

シ
テ

可
ナ
ラ
ン
カ
」

三
氏
ノ
意
中
既
ニ
小
生
為
替
方
ヲ
モ
云
々
ノ
語
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
商
業
上
ノ
情
実
ニ
抱
ラ
ス
是
非
共
履
行
為
ス
ヘ
シ
ト
ナ
ラ
ハ
篤
ト
時
期
ヲ
勘
考

シ
テ
熟
談
ス
ヘ
シ
、
目
今
種
々
ノ
風
聞
モ
ア
リ
六
月
以
後
ノ
政
府
会
計
法
御
改
正
モ
ア
ル
ト
ノ
事
ナ
リ
旁
以
テ
追
テ
ノ
事
ニ
為
ス
ヘ
シ
ト
云
ヘ

リ
、
三
氏
曰
ク
悉
細
生
等
ハ
承
諾
セ
リ
然
ナ
カ
ラ
一
旦
帰
県
ノ
上
同
療
ト

マ
マ
）

協
議
シ
テ
確
答
セ
ン
ト
其
後
以
書
面
一
同
脇
議

マ
マ
）

ヲ
遂
タ
ル
処
当
分
要

求
セ
サ
ル
事
ニ
決
定
致
シ
タ
リ
、
依
テ
貴
方
ニ
於
テ
時
期
ノ
宜
ヲ
謀
リ
早
晩
讓
与
ア
ラ
ン
事
ヲ
望
ト
ノ
事
ナ
リ
キ

本
年
五
月
下
旬
出
県
シ
テ
某
公
ニ
面
謁
ス
、
公
曰
ク
当
管
下
ニ
勧
業
会
社
ナ
ル
モ
ノ
発
起
者
ア
リ
テ
創
立
セ
ン
ト
ス
、
不
日
開
業
為
シ
ナ
ハ
該
社

ニ
為
替
方
ヲ
讓
ラ
ン
事
ヲ
望
ム
、
該
会
社
ハ
実
ニ
管
下
公
益
ノ
為
メ
創
立
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
普
通
ノ
利
益
ヲ
競
フ
会
社
ニ
ア
ラ
ス
、
依
テ
不
得
止

茲
ニ
至
レ
リ
ト
小
生
曰
ク
実
ニ
管
下
ニ
公
益
ヲ
起
ス
ノ
会
社
ト
ナ
ラ
ハ
敬
承
ス
、
乍
去
愚
存
ニ
ハ
為
替
方
営
業
ト
申
ス
者
ハ
決
シ
テ
他
ノ
会
社
ニ

テ
為
ス
ヘ
キ
事
務
ニ
ア
ラ
ス
恃
ニ
銀
行
者
ニ
限
ル
ヘ
シ
御
熟
慮
ア
ラ
ン
事
ヲ
乞
且
勸
業
会
社
ノ
目
的
ハ
如
何
、
公
曰
ク
管
下
ノ
恃
志
者
資
金
ヲ
出

シ
為
替
荷
為
替
貸
附
金
等
ノ
事
業
ヲ
営
ミ
其
利
益
ヲ
以
テ
株
主
ニ
配
分
セ
ス
工
業
ヲ
起
シ
、
又
ハ
一
般
ノ
公
益
ト
認
ル
モ
ノ
ニ
着
手
シ
テ
永
ク
管

下
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
、
小
生
曰
ク
有
志
者
ノ
着
目
ハ
美
事
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
名
実
相
反
ス
ル
ノ
不
都
合
ア
リ
又
利
益
ヲ
配
分
セ
ス
シ
テ
損

失
ア
ル
ノ
ト
キ
ハ
株
主
ヨ
リ
出
金
難
儀
ナ
ラ
ン
、
左
ス
レ
ハ
永
続
如
何
ア
ラ
ン
カ
、
此
頃
風
聞
ニ
ハ
中
央
銀
行
ヲ
政
府
ニ
於
テ
設
立
ス
ル
ト
ノ
事

ナ
リ
寧
ロ
是
ニ
依
リ
該
株
主
ト
為
リ
テ
此
利
益
ヲ
配
当
セ
ス
彼
美
挙
ノ
資
本
ニ
充
テ
ハ
如
何
御
堅
慮
ア
リ
タ
シ
ト
余
談
ニ
移
リ
退
座
ス

三
十
日
宇
都
宮
支
店
ニ
一
泊
ス
、
該
夜
知
友
壱
名
来
訪
ア
リ
談
勧
業
会
社
ニ
至
ル
小
生
ヨ
リ
会
社
ノ
目
的
ヲ
問
フ
、
数
回
応
答
ノ
末
同
氏
曰
ク

此
会
社
ノ
目
的
タ
リ
ヤ
他
ナ
シ
四
十
一
銀
行
ノ
役
員
率
先
シ
テ
勧
業
ノ
名
ヲ
籍
リ
其
実
為
替
方
ヲ
要
求
セ
ン
為
メ
而
己
ト
、
茲
ニ
於
テ
小
生
愕
然

問
テ
曰
ク
此
件
ハ
過
日
該
行
頭
取
取
締
役
三
氏
ノ
出
京
シ
テ
数
回
懇
談
ノ
末
当
分
決
シ
テ
為
替
方
譲
受
ノ
事
ハ
要
求
セ
ス
ト
談
決
ス
、
兄
此
事
ヲ

不
知
ヤ
同
氏
曰
ク
其
際
本
行
ニ
於
テ
協
議
ノ
席
ニ
烈
シ
承
知
セ
リ
、
然
ト
モ
木
村
ヲ
始
役
員
一
同
ハ
決
シ
テ
本
意
ノ
回
答
為
シ
タ
ル
ニ
非
ス
故
協

議
ノ
上
此
勧
業
会
社
名
ヲ
以
テ
是
非
共
為
替
方
ヲ
請
取
ン
ト
、
一
同
熱
心

執
カ
）

シ
テ
該
社
発
起
人
ニ
木
村
ノ

ヲ
始
我
等
モ
一
同
加
名
セ
リ
ト
、
小
生

実
ニ
此
語
ヲ
聞
テ
其
反
覆
ヲ
憤
リ
恰
モ
酒
気
ト
倶
ニ
曰
ク
、
苟
モ
管
下
屈
指
ノ
数
氏
ニ
シ
テ
此
表
裏
策
ヲ
為
ス
ハ
如
何
、
同
氏
曰
ク
単
リ
四
十
一
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銀
行
役
員
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
下
野
一
国
ノ
輿
論
ナ
リ
兄
利
己
主
義
ニ
眩
目
シ
テ
後
悔
ス
ル
勿
レ
ト
、
小
生
笑
テ
曰
ク
四
十
一
銀
行
ノ
営
業
ハ
利
己
主
義

ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
管
下
ノ
公
益
ヲ
謀
ル
義
社
ナ
ル
ヤ
、
決
シ
テ
左
ニ
ア
ラ
ス
靜
タ
リ
ト
モ
余
分
ノ
利
益
ヲ
得
テ
配
当
ノ
多
カ
ラ
ン
事
ヲ
望
ム
ノ
私
社

則
利
己
主
義
会
社
ナ
リ
、
官
吏
ノ
職
務
ニ
從
事
ス
ル
ト
県
会
町
村
会
議
員
ノ
議
論
ニ
於
テ
事
件
ヲ
論
ス
ル
ニ
ハ
公
平
無
私
ヲ
要
ス
ル
ト
雖
ト
モ
会

社
一
商
家
ノ
営
業
上
ニ
於
テ
ハ
一
モ
利
己
主
義
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
シ
、
此
弁
別
ヲ
不
知
ニ
於
テ
ハ
願
ク
ハ
発
起
諸
君
ノ
勧
業
会
社
ヲ
止
テ
一
大
学
校
ヲ

創
立
シ
テ
ハ
如
何
ア
ラ
ン
ト
酔
言
ス
、
又
曰
ク
是
等
ハ
席
上
ノ
戯
レ
ニ
シ
テ
真
ニ
近
日
何
レ
ニ
モ
和
談
セ
ン
且
日
本
銀
行
ノ
風
聞
ア
リ
云
々
ノ
談

ニ
及
フ
、

氏
モ
相
互
ニ
昨
日
ノ
信
友
今
日
ノ
敵
ト
為
ル
ヲ
欲
セ
ス
猶
明
朝
来
訪
シ
テ
懇
談
セ
ン
ト
帰
宿
セ
リ

此
事
何
ト
誤
聞
為
シ
タ
ル
モ
ノ
カ
頻
リ
ニ
小
生
ノ
募
言

暴
カ
）

ヲ
吐
テ
貴
管
下
ノ
諸
君
ヲ
軽
蔑
セ
リ
ト
云

ラ
シ
モ
ノ
ア
ル
ト
カ
聞
ヌ

其
後
帰
京
シ
テ
六
月
下
旬
一
両
度
某
公
ニ
面
謁
ス
ト
雖
ト
モ
勸
業
会
社
ニ
而
為
替
方
ハ
不
都
合
ナ
リ
日
本
銀
行
ノ
株
主
ト
為
リ
順
序
ヲ
以
テ
追
々

譲
渡
ノ
運
ヒ
ヲ
為
ス
ヘ
シ
ト
粗
御
決
心
之
様
承
知
致
居
候
処
、
七
月
二
日
之
新
貝
氏
ヨ
リ
申
入
ラ
ル
ヽ
処
ハ
四
十
一
銀
行
ノ
役
員
等
ヲ
呼
寄
タ
ル

ニ
付
本
日
ノ
懇
親
会
ニ
於
テ
和
談
之
上
速
ニ
為
替
方
ヲ
同
銀
行
ニ
讓
渡
呉
ト
ノ
事
ナ
リ
、
小
生
曰
ク
夫
ハ
思
ヒ
モ
ヨ
ラ
ヌ
事
ニ
テ
如
何
ノ
行
違
ニ

候
哉
御
聞
誤
ナ
ラ
ン
勧
業
会
社
創
立
ノ
上
ハ
譲
渡
呉
度
ト
ノ
御
内
意
ハ
承
リ
居
タ
ル
モ
既
ニ
此
事
不
都
合
ト
御
見
識
ア
リ
テ
発
起
人
等
ヲ
呼
寄
日

本
銀
行
ノ
株
主
ニ
方
向
ヲ
改
ム
ル
様
説
諭
為
ス
ト
ノ
事
ハ
承
知
致
居
レ
リ
、
且
四
十
一
銀
行
ト
ハ
尚
三
月
云
々
ノ
事
情
ア
リ
テ
当
分
請
求
ス
ル
筈

ナ
シ
旁
病
気
全
快
次
第
出
縣
シ
テ
御
面
談
可
申
ト
答
ヒ
余
談
ニ
移
リ
分
袖
セ
リ
、
其
後
小
林
年
成
又
ハ
鈴
木
要
三
様
ヨ
リ
申
遣
候
ニ
而
本
月
中
小

生
出
縣
シ
テ
為
替
方
ヲ
四
十
一
銀
行
ニ
譲
渡
不
申
ニ
依
テ
ハ
其
筋
ニ
於
テ
不
得
止
職
務
上
ノ
断
行
ア
ル
ヘ
シ
ト
ノ
風
聞
故
注
意
致
ス
様
ト
ノ
事
ナ

リ
、
乍
併
公
平
無
私
ノ
縣
官
一
ノ
私
立
会
社
ノ
為
メ
ニ
年
来
勤
続
致
来
タ
ル
小
生
ヲ
突
然
此
断
行
ハ
決
シ
テ
在
間
敷
事
ナ
リ
、
万
一
聊
ノ
不
都
合

ア
リ
テ
此
断
行
ア
ラ
ン
ト
ナ
ラ
ハ
必
ス
前
以
テ
其
理
由
ヲ
小
生
ニ
御
申
渡
ア
ル
ヘ
シ
其
ト
キ
ハ
如
何
様
ニ
モ
歎
願
シ
テ
勤
続
ヲ
乞
ワ
ン
ト
半
信
半

疑
病
中
一
ノ
心
痛
ヲ
生
シ
居
ル
処
、
此
度
仲
田
、
白
石
ノ
両
君
ヨ
リ
ノ
御
懇
書
ニ
テ
実
説
ナ
ル
ヲ
覚
ヒ
一
層
驚
愕
仕
候
、
依
テ
県
庁
ニ
対
シ
何
等

ノ
不
都
合
有
之
候
哉
伺
候
上
其
廉
ハ
何
様
ニ
モ
御
便
理
相
成
候
様
注
意
可
致
兎
角
御
命
令
ヲ
□
有
候
間
勤
続
相
成
候
様
歎
願
之
事

管
下
ノ
有
志
諸
君
公
益
ヲ
起
サ
ン
為
メ
勧
業
会
社
ヲ
創
立
シ
テ
此
為
替
方
営
業
ヲ
務
ト
望
マ
ル
ヽ
ト
モ
決
シ
テ
行
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
然
ル
ニ
弁
解
人

ノ
曰
ク
其
実
勧
業
会
社
ヲ
創
立
ス
ル
モ
営
業
ハ
為
替
貸
附
金
預
り
金
等
而
己
ヲ
営
ミ
四
十
一
銀
行
ニ
連
絡
シ
テ
栃
木
県
為
替
方
ハ
同
銀
行
ニ
托
シ
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彼
是
便
宜
ノ
助
勢
ヲ
為
ス
ノ
見
込
ナ
リ
ト
、
果
シ
テ
然
ラ
ハ
一
ハ
條
例
成
規
ヨ
リ
成
立
処
ノ
銀
行
ナ
リ
一
ハ
名
実
相
反
ス
ル
営
業
ヲ
為
ス
ノ
私
社

ナ
リ
、
此
二
会
社
ニ
シ
テ
如
此
不
実
千
万
ナ
ル
営
業
ハ
不
都
合
ノ
極
ナ
ラ
ス
ヤ
、
四
十
壱
銀
行
ニ
於
テ
為
替
方
ヲ
望
マ
ル
ヽ
モ
一
會
社
ノ
利
己
主

義
ニ
シ
テ
他
人
ノ
栄
譽
ヲ
害
シ
テ
モ
利
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ノ
行
為
ニ
シ
テ
信
用
ヲ
以
テ
営
業
ト
為
ス
国
立
銀
行
ニ
ハ
至
テ
不
似
合
ノ
事
ナ
リ

公
平
論
ヲ
以
テ
自
負
ス
ル
先
生
ニ
於
テ
ハ
下
野
ノ
金
権
ヲ
他
管
下
ノ
人
民
ニ
籠
絡
サ
ル
ヽ
ハ
遺
憾
ナ
ラ
ス
ヤ
ト
主
義
ノ
何
処
ニ
ア
ル
ヤ
ヲ
見
認

ル
能
ワ
ス
日
本
政
府
ノ
出
納
現
金
取
扱
人
ナ
レ
ハ
下
野
国
人
モ
武
蔵
国
人
モ
異
ル
事
ナ
シ

全
快
次
第
出
県
之
上
諸
君
ニ
御
明
断
ヲ
乞
何
レ
ニ
カ
決
心
可
仕
候
、
安
生
氏
ニ
モ
宜
敷
御
伝
言
奉
願
上
候
書
余
ハ
代
理
ノ
者
ヨ
リ
口
讀
可
仕
候

也
敬

首

こ
の
草
稿
の
執
筆
後
ま
も
な
く
七
月
三
〇
日
に
、
安
田
善
次
郎
は
、
店
員
で
の
ち
養
子
の
卯
之
吉
を
栃
木
県
に
派
遣
し
、
藤
川
県
令
は
じ

め
仲
裁
人
た
ち
に
面
会
し
、
事
態
の
解
決
を
は
か
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
こ
の
と
き
同
道
の
町
野
五

に
託
し
た
指
令
を
掲
げ
て
お
く11

）
。
こ

の
な
か
で
善
次
郎
は
、
進
行
中
の
日
本
銀
行
の
設
立
事
情
を
説
明
し
、
栃
木
県
の
勧
業
会
社
の
発
起
人
た
ち
を
説
得
し
て
、
ぜ
ひ
と
も
こ
の

機
会
に
日
本
銀
行
の
株
主
と
し
て
参
加
せ
し
め
る
こ
と
、
そ
の
上
で
第
四
十
一
銀
行
が
日
銀
の
代
理
店
と
な
る
よ
う
申
請
し
、
さ
ら
に
県
庁

の
為
替
方
た
る
べ
く
要
請
し
べ
き
こ
と
を
、
最
上
の
策
と
説
い
て
い
る
。
同
時
に
、
日
本
銀
行
の
概
要
と
株
式
加
入
の
手
続
き
を
こ
と
こ
ま

か
に
説
明
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
文
中
で
、
ま
だ
加
入
手
続
は
広
告
等
が
さ
れ
て
い
な
い
が
、
す
で
に
申
込
が
「
満
員
セ
リ
」
と
述
べ
て
い

る
。
こ
の
点
も
留
意
に
値
い
す
る
。

七
月
三
十
日

晴

日
曜
日

町
野
氏
ニ
托
ス

書
取

卯
之
吉
ヲ
本
日
午
後
三
時
ノ
汽
船
ニ
而

遣
シ
置
候
ニ
付
同
人
ト
鈴
木
ヲ
伴
ヒ
藤
川
県
令
ニ
御
面
会
被
下
候
、
夫
ヨ
リ
白
石
、
仲
田
、
安
生
等
ノ
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仲
裁
人
ニ
対
顔
ア
リ
タ
シ

○
何
レ
モ
先
方
ノ
要
求
ス
ル
処
ノ
理
由
ヲ
十
分
御
聞
取
ノ
上
臨
機
応
変
之
御
答
肝
要
ノ
事
ニ
候

○
是
迄
四
十
一
銀
行
ヨ
リ
示
談
ヲ
以
テ
請
求
ス
ル
モ
兎
角
彼
是
ニ
托
シ
応
セ
サ
ル
ノ

言
ア
ル
ヘ
シ
此
辞
柄
ト
為
ス
ハ
安
田
ハ
利
己
主
義
ニ

泥
之
管
下
ノ
公
益
ヲ
顧
サ
ル
ト
ノ
事
ナ
ル
ヘ
シ
此
利
己
主
義
ナ
ル
モ
ノ
ハ
農
工
商
共
必
要
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
銀
行
会
社
ト
雖
ト
モ
又
此
主

義
ヲ
離
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
理
由
ヲ
説
解
ア
リ
タ
シ

○
国
立
銀
行
ニ
於
テ
他
ノ
会
社
ト
連
絡
シ
又
ハ
役
員
中
ノ
名
義
ヲ
以
テ
法
律
外
ノ
該
行
ノ
株
券
ヲ
抵
当
ニ
シ
テ
貸
付
金
ヲ
為
ス
ト

又
定
度
外
ノ
利
子
ヲ
収
ム
ル
等
ノ
事

事
業
ヲ
営
ム
ハ
決

而

永
遠
ノ
策
ニ
非
ル
理
由
及
是
等
ハ
自
来
政
府
ニ
於
テ
モ
猶
一
層
厳
重
ニ
取
締
ア
ル
ヘ
シ
ノ
事
ヲ

○
四
十
一
銀
行
創
立
ノ
際
ハ
為
替
方
ニ
於
テ
多
少
尽
力
為
シ
タ
ル
事
ハ
管
下
人
民
始
政
府
ニ
モ
粗
承
知
ア
ル
処
ナ
レ
ハ
此
恩
人
ノ
栄
誉
ト
営

業
ヲ
一
時
ニ
奪
フ
ハ
信
用
上
ノ
得
策
ニ
非
ル
ヘ
キ
事

○
目
下
ノ
利
益
ヲ
捨
テ
永
遠
ノ
利
ヲ
得
ン
ト
ナ
ラ
ハ
和
談
ノ
上
地
方
税
ヲ
譲
請
勧
業
会
社
ノ
発
起
人
ニ
説
諭
シ
テ
日
本
銀
行
ノ
株
主
ト
為
リ

該
行
創
立
ノ
上
四
拾
壱
銀
行
ヲ
シ
テ
代
理
店
ノ
名
義
ヲ
請
求
シ
其
上
県

ノ
為
替
方
ヲ
譲
請
ル
方
一
挙
両
全
ノ
上
策
ナ
ル
ヘ
シ
ト
ノ
事

但
シ
此
日
本
銀
行
株
式
ハ
申
込
多
分
ニ
テ
最
早
満
員
セ
リ
、
然
ト
モ
幸
ヒ
過
日
此
勧
業
会
社
ノ
事
或
ハ
方
向
ヲ
転
ス
ル
ノ
内
談
モ
ア
リ
シ
故

其
筋
ニ
申
込
十
万
円
丈
ハ
取
置
タ
リ
、
此
株
金
入
金
方
ハ
左
ノ
如
シ
、
資
本
金
ハ
壱
千
万
円
ニ
シ
テ
内
五
百
万
円
ハ
政
府
跡
五
百
万
円
ハ
人

民
ノ
株
主
ナ
リ
利
益
配
当
ニ
差
等
ア
リ

本
年
九
月
十
分
ノ
二
、
十
月
開
業
、
十
六
年
五
月
十
分
ノ
一
同
十
月
十
分
ノ
一
、
十
七
年
五
月
十
分
ノ
一
都
合
十
分
ノ
五
之
ヲ
以
テ
当
分
営

業
為
ス
ノ
見
込
ナ
リ
、
跡
ハ
信
用
資
本
ト
為
シ
該
行
営
業
上
必
要
ノ
ト
キ
ハ
六
ケ
月
前
広
告
シ
テ
十
分
ノ
一
ヨ
リ
不
少
十
分
ノ
二
ヨ
リ
不
多

高
ツ
ヽ
募
集
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、
但
シ
壱
株
弐
百
円
ニ
シ
テ
壱
名
十
株
以
上
千
株
以
下
ヲ
加
入
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

此
銀
行
タ
リ
ヤ
日
本
全
国
ノ
中
以
上
ノ
身
分
ニ
シ
テ
人
望
ト
信
用
ア
ル
確
実
ノ
モ
ノ
ヲ

ミ
大
藏
卿
ノ
許
可
ヲ
得
テ
始
テ
株
主
ト
為
ル
ノ
成

規
ナ
レ
ハ
争
テ
加
入
セ
ン
事
ヲ
望
ム
モ
ノ
多
ク
、
既
ニ
条
例
発
行
ア
ル
ノ
ミ
ニ
テ
未
タ
創
立
許
可
加
入
手
続
等
広
告
無
シ
ト
雖
ト
モ
既
ニ
申

込
ハ
満
員
セ
リ
、
如
斯
確
実
ト
名
誉
ア
ル
銀
行
ニ
管
下
一
名
ノ
株
主
ナ
キ
ト
キ
ハ
野
州
一
国
ノ
体
裁
ニ
モ
抱
ル
ヘ
キ
理
由
ア
リ
タ
シ
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四
十
一
銀
行

頭
取

○
木
村
半
兵
衛

取
締
役

○
正
田
章
次
郎

△
瀧
沢
喜
平
次

△
中
嶋
喜
代
治

県
官

○
□
県
令

藤
川
為
親

○
旧
県
官

白
石
磨

○
△
県
会
議
長

安
生
順
四
郎

○

郡
長

仲
田
信
亮

△
警
部
長

松
沢
某

○

勧
業
課
長

新
見
某

○

会
計
課
長

野
中
景
徳

○
村
上
彌
光

○

会
計
課

山
崎
義
一

欄
外
）
「
○
中
外

△
向
方

□
味
方
」

安
田
善
次
郎
と
第
四
十
一
国
立
銀
行
と
の
間
の
、
栃
木
県
の
公
金
取
扱
い
を
め
ぐ
る
紛
争
は
、
こ
れ
で
妥
結
し
た
わ
け
で
な
く
、
そ
の
後

若
干
の
曲
折
を
へ
て
い
る
が
、
直
接
日
本
銀
行
の
設
立
に
か
か
わ
る
出
来
事
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
を
省
略
す
る
。
そ
の
後

月
中
旬
に
な

っ
て
、
善
次
郎
が
提
案
し
た
栃
木
県
の
地
方
税
関
係
に
つ
い
て
の
み
、
第
四
十
一
銀
行
に
讓
渡
す
る
こ
と
で
、
最
終
的
な
決
着
を
み
て
い
る
。

１
）

前
掲
『
明
治
財
政
史
』
第
一
四
巻
銀
行
（
三
）、
二
〇

二
二
頁
。

２
）

明
治
十
五
年
四
月
〜
七
月
に
お
け
る
武
井
守
正
と
の
会
合
は
、
政
府
関
係
者
の
誰
よ
り
も
頻
繁
で
あ
る
。
こ
の
期
の
「
手
扣
」
に
よ
れ
ば
ほ

と
ん
ど
毎
週
の
よ
う
に
会
合
し
て
い
る
。

３
）

武
井
守
正
に
つ
い
て
は
、『
男
爵
武
井
守
正
翁
伝
』（
武
井
守
正
伝
記
編
纂
所
、
昭
和
一
五
年
）
が
あ
る
。
安
田
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
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掲
『
安
田
財
閥
』（
一
四
三
、
一
四
六
、
一
五
六
、
一
六
〇
頁
）
な
ど
を
参
照
。

４
）
「
手
扣
」
第
二
号
、
四
月
二
日
の
項
。

５
）
『
手
扣
』
第
二
号
、
四
月
一
七
日
の
項
。

６
）
「
手
扣
」
第
二
号
、
四
月
二
日
の
項
記
載
。

７
）
「
手
扣
」
第
二
号
、
五
月
一
三
日
の
項
。

８
）
「
手
扣
」
第
三
号
、
六
月
二
三
日
の
項
。

９
）

前
節
掲
載
の
表
３

１
（
一
〇
〇
頁
）
Ⅰ
を
参
照
。

10
）
「
手
扣
」
第
三
号
、
一
五
年

月
九
日
の
項
に
記
載
。

11
）
「
手
扣
」
第
三
号
、
一
五
年
七
月
三
〇
日
の
項
に
記
載
。

四

第
三
国
立
銀
行
と
第
四
十
四
国
立
銀
行
の
合
併

日
本
銀
行
の
設
立
・
開
業
を
前
に
し
て
、
明
治
一
五
年

月
、
第
三
国
立
銀
行
に
よ
る
第
四
十
四
国
立
銀
行
の
吸
収
合
併
が
実
現
し
た
。

こ
の
合
併
は
、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
本
格
的
な
銀
行
合
併
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
安
田
善
次
郎
に
と
っ
て
合
併
の
成

功
は
、
日
本
銀
行
の
理
事
就
任
の
た
め
に
も
、
名
実
と
も
に
代
表
的
な
銀
行
家
と
な
る
た
め
に
も
、
避
け
難
い
出
来
事
で
も
あ
っ
た
。
こ
の

合
併
に
つ
い
て
は
、「
安
田
家
文
書
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
過
を
立
入
っ
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
四
国
立
銀
行
の
概
要
を
記
す
こ
と
、
同
行
は
、
明
治
一
一
年

月
東
京
日
本
橋
和
泉
町
に
開
業
し
た
資
本
金
七
〇
万
円
の
、
第
一

お
よ
び
第
十
五
の
二
つ
の
国
立
銀
行
に
つ
ぐ
、
当
時
東
京
の
有
力
な
国
立
銀
行
で
あ
っ
た
。
出
資
者
は
東
京
周
辺
の
士
族
が
中
心
で
、
文
字

ど
お
り
い
わ
ゆ
る
「
士
族
銀
行
」
で
、
東
京
本
店
の
ほ
か
に
、
金
沢
・
函
館
・
小
田
原
・
桑
名
・
直
江
津
の
各
地
方
都
市
に
五
つ
の
支
店
を
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お
き
、
全
国
的
な
発
展
を
め
ざ
し
て
い
た
。
頭
取
は
岩
橋
轍
輔
で
あ
っ
た
が
、
営
業
の
実
際
は
、
支
配
人
で
、
福
井
藩
出
身
の
政
商
タ
イ
プ

の
企
業
家
の
山
田
慎
に
一
任
さ
れ
て
い
た１

）
。

同
行
は
、
山
田
の
活
動
の
場
で
あ
っ
た
北
海
道
へ
の
投
資
が
重
視
さ
れ
た
。
山
田
支
配
人
は
、
大
蔵
省
か
ら
銅
貨
三
九
万
円
の
下
付
を
う

け
て
、
こ
れ
を
硫
黄
山
な
ど
北
海
道
の
開
発
事
業
に
投
資
し
、
あ
る
い
は
三
菱
会
社
函
館
支
社
の
荷
為
替
用
の
資
金
を
函
館
で
預
っ
て
、
北

海
道
の
商
人
に
む
け
て
融
資
し
た
り
し
た２

）
。
し
か
し
、
北
海
道
で
の
投
資
の
回
収
難
と
士
族
株
主
へ
の
貸
付
の
固
定
化
の
た
め
経
営
が
ゆ
き

詰
り
、
初
期
か
ら
の
取
引
先
で
あ
っ
た
安
田
善
次
郎
に
た
い
し
、
明
治
一
五
年
一
月
下
旬
に
救
済
が
要
請
さ
れ
た３

）
。

こ
れ
に
た
い
し
善
次
郎
は
、
第
三
銀
行
の
役
員
の
川
崎

郎
右
衛
門
と
市
川
好
三
ら
と
会
合
、
第
四
十
四
銀
行
に
つ
き
相
談
す
る
と
こ
ろ

が
あ
り
、
同
年
三
月
早
々
「
町
野
を
調
査
役
、
平
岡
を
立
会
人
」
と
定
め
、
同
行
の
調
査
を
試
み
て
い
る４

）
。
と
こ
ろ
で
そ
の
後
し
ば
ら
く
の

間
「
日
記
」「
手
扣
」
に
第
四
十
四
銀
行
に
つ
い
て
の
消
息
は
と
だ
え
て
お
り
、
そ
の
後
六
月
の
下
旬
に
な
っ
て
、
安
田
善
次
郎
は
に
わ
か

に
同
行
の
救
済
、
す
な
わ
ち
第
三
銀
行
に
よ
る
第
四
十
四
銀
行
の
吸
収
合
併
問
題
を
と
り
上
げ
、
七
月
早
々
に
意
思
決
定
す
る
と
、
短
期
間

の
う
ち
に
迅
速
に
行
動
し
、
合
併
を
実
現
し
て
い
る
。

若
干
筆
者
の
推
定
を
許
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
間
に
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
安
田
善
次
郎
に
と
っ
て
は
、
第
四
十
四
銀
行

の
よ
う
な
交
通
や
情
報
に
お
い
て
著
し
く
不
便
な
遠
隔
地
に
い
く
つ
か
の
支
店
を
お
く
よ
う
な
金
融
業
の
経
営
は
、
望
ま
し
い
も
の
で
な
く
、

救
済
や
ま
し
て
は
合
併
に
つ
い
て
は
非
常
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。（
こ
の
こ
と
は
、
の
ち
に
合
併
を
決
断
す
る
と
、
直
ち
に
諸
支
店
を
閉
店

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
）。
だ
が
、
六
月
下
旬
に
な
っ
て
日
本
銀
行
の
創
立
委
員
御
用
掛
に
任
命
さ
れ
、
日
本

銀
行
の
設
立
に
正
式
に
コ
ミ
ツ
ト
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
は
民
間
代
表
の
理
事
の
人
事
問
題
が
生
ず
る
に
い
た
っ
て
、
第
四
十
四
銀
行

に
対
し
て
も
積
極
的
な
対
応
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
ま
た
安
田
善
次
郎
が
日
銀
理
事
に
就
任
す
る
に
は
、
彼
の
第
三
国
立
銀
行

（
資
本
金
二
〇
万
円
）
は
、
規
模
が
あ
ま
り
に
弱
小
と
感
ぜ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
大
蔵
省
当
局
と
し
て
は
、
日
本
銀
行
の
開
業
を
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前
に
し
て
、
第
四
十
四
銀
行
の
よ
う
な
有
力
銀
行
の
破
綻
は
是
非
と
も
避
け
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
安
田
善
次
郎
に
、
同
行
の
吸
収
合
併
を

強
く
要
請
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
明
治
一
五
年
五
月
三
日
に
第
四
十
四
銀
行
問
題
を
協
議
し
た
の
ち
、
し
ば
ら
く
の
間
は
放
置
し
て
い
た
も
の
の
、
七
月
早
々
に
は

内
心
決
意
し
た
ら
し
く
、
中
旬
に
な
っ
て
善
次
郎
は
に
わ
か
に
活
動
を
開
始
し
た
。
す
な
わ
ち
七
月
一
〇
日
に
第
三
国
立
銀
行
の
総
会
を

開
く５

）
と
、
す
ぐ
に
調
査
に
着
手
、
一
三
日
に
は
「（
第
四
十
四
銀
行
の
）
救
済
に
関
し
、
終
日
其
の
計
算
に
従
事６

）
」
し
た
。
そ
の
結
果
「
十

九
日
午
後
三
時
か
ら
又
百
尺
で
、
米
倉
、
山
田
、
平
岡
、
町
野
の
諸
氏
と
会
合
し
て
種
々
相
談
し
た７

）
」、「
其
の
二
十
一
日
も
朝
か
ら
熊
谷
、

山
田
、
米
倉
、
平
岡
、
町
野
の
五
氏
と
会
し
、
第
四
十
四
国
立
銀
行
合
併
の
件
を
賛
成
決
定
し
た８

）
」。

七
月
一
三
日
の
善
次
郎
に
よ
る
第
四
十
四
銀
行
の
財
務
の
計
算
結
果
の
詳
細
は
、
左
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る９

）
。

四
十
四
銀
行

実
算

負
債
之
分

一
○
千
弐
百
十
一
円
九
十
銭

定
預
り

一
○
弐
万

千
百

十
五
円

当
座
預
り

一
○
壱
万
五
千
七
百
五
十
円

振
出
手
形

一
○
十
四
万
円

大
蔵
省

一
○
五
十
六
万
円

受
取
紙
幣

一
○
四
百
五
十
三
円
五
十

銭

仕
払
銀
行
手
形

一
○
九
十
一
円
廿
銭

御
用
仕
払
限
り
農
商
務
省

一
○
十
九
万
三
千
七
百
円

約
定
預
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一
○
五
千
弐
百
九
十

円
二
十
銭

別
簿
預
り

一
○
五
万
千
九
百
五
十
五
円
三
十
三
銭

厘

支
店
よ
り
カ
リ

一
○
九
万
九
千
百
三
十
三
円
廿

銭

他
店
勘
定

一
○
七
十
四
万
六
千
弐
百
三
十
六
円
九
十
五
銭
四
厘

株
主
勘
定

一
○
壱
万
五
千
弐
百
六
十
九
円
二
銭

厘

上
半
季
利
益

惣
計

百

十
五
万
七
千
弐
百

十
四
円
四
十

銭

内
○
五
十
三
万
五
千
七
百
七
十

円
四
十
九
銭

厘

此
分
年
一
割
ノ
利
足

五
万
三
千
五
百
七
十
七
円

十
四
銭
九
厘

△
百
三
十
二
万
壱
千
五
百
五
円
九
十

銭
二
厘

資
算
之

マ
マ

部

元
六
十
二
万
六
千
九
十
三
円
九
十
六
銭
九
厘

一
○
六
十
五
万
九
千

百
四
十
円
〇
〇
〇

厘

公
債
証
書
代
価

弐
万
三
千
七
百
四
十
六
円
〇
三
銭
九
厘
増

一
○
五
千
円

預
ケ
金

一
○
千
三
百
九
十
円

公
債
買
入
元

一
○
三
千
円

当
所
割
引
手
形

一
○
四
十

円

十
九
銭

当
所
代
金
取
立
手
形

一
○
千
百
円

荷
為
替
手
形

一
○
百
五
十
五
円

有
高
紙
幣
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一
△
参
万
九
千
百
十
一
円
九
十
銭
五
厘

支
店
へ
貸

一
△
廿
七
万
円

同

元
金

一
○
四
千
六
百
六
十

円
五
十
銭
九
厘

他
店
へ
貸

千
七
百
九
十
二
円

十
九
銭
七
厘

全
損
雑
勘
定

弐
万
〇
九
百
三
十
四
円
五
十

銭
九
厘

創
業
入
費

元
千
廿
四
円

金
六
十
一
銭
一
厘

出
張
所
勘
定

○
壱
万
九
千
〇
〇

円
六
十
三
銭
九
厘

七
掛

千
百
四
十
六
円
九
十
六
銭
元
二
万
七
千
百

五
十
五
円
十
九
銭
九
厘

所
有
物
家
屋
土
蔵
地
所

全
損

弐
千
五
百
三
十
円
七
十
二
銭

厘

損
益
勘
定

一
○
四
百
五
円
四
十
二
銭

地
金
勘
定

一
○
弐
万

百
九
十
三
円
十
弐
銭
九
厘

金
銀
勘
定

一

三
十
万
六
千
五
十
七
円

廿
六
万
七
千

百
七
十
二
円
六
十
五
銭
四
厘
損

元
五
十
七
万
三
千
九
百

十
九
銭
四
厘

三
十
円
五
十
四
銭

厘
貸
付
金

一

千
四
百
五
円

三
千
十
四
円
損

元
四
千
四
百
十
九
円

期
限
過
貸
付
金

一

五
万

千
五
百
廿
五
円
五
十
一
銭
七
厘

三
万
七
千
百
廿
九
円
十

銭
損

元
九
万
四
千
九
百

五
十
四
円
六
十
九
銭
七
厘
当
座
貸
越
金

一

拾
七
万
千

百
六
十
六
円
廿
一
銭
九
厘

七
万
三
千
六
百
五
十
六
円
九
十
五
銭
一
厘
損

元
廿
四
万
五
千
五
百
廿
三
円
十
七
銭

都
テ
七
掛
ニ
見
ル

箱
館
支
店
及
出
張
所

一

七
万
三
千
六
百
五
十
六
円
廿
六
銭
元

万
円

・
印
七
掛
ニ
見
ル

六
千
三
百
四
十
三
円
七
十
四
銭
減
金
沢
支
店

一

七
万
五
千
円

五
千
円
損

元

万
円

・
印

小
田
原
支
店
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一

三
万
弐
千
五
百
六
十
四
円
十
一
銭
四
厘

直
江
津
支
店

一

金
三
万
円

四
日
市
支
店

朱
書
カ
）
「
百
四
十
五
万
五
千
六
百
〇
九
円
廿
二
銭
」

朱
書
カ
）
「
外
ニ
四
拾
万
千
六
百
七
十
五
円
二
十
六
銭
損
」

朱
書
ノ

分
二
口
〆
百

十
五
万
七
千
弐
百

十
四
円
四
十

銭

外
ニ
金
六
万
千
五
百
〇
五
円
九
十

銭
二
厘

諸
積
立
置
分
前
季
繰
越

為
上
半
季
利
益
金

有
高
共

〆
金
百
五
十
壱
万
七
千
百
十
五
円
二
十
銭
二
厘

資
産
惣
計

□
ニ
負
債
金
額

百

十
五
万
七
千
弐
百

十
四
円
四
十

銭

差
引

金
三
拾
四
万
〇
百
六
十
九
円
二
十
七
銭

厘

内
金
拾
四
万
円
直
引
之
分

残
り
金

金
弐
拾
万
百
六
十
九
円
二
十
七
銭

厘

ク除

此
利
子
壱
ケ
年
分

金
三
万
〇
〇
廿
五
円
三
十
九
銭
二
厘

年
壱
五
ノ
割

一

五
十
六
万
円

十
六
年
無
利
足

置
据

ク 除

内
十
一
万
弐
千
円

準
備

利
無
足

マ
マ

又
十
四
万
円

本
金
消
却
之
為
メ

無
利
足
ニ
而
積
置

引
〆
金
三
拾
万

千
円

此
利
子
壱
ケ
年

年
壱
ノ
割

三
万
〇

百
円
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○
九
十
四
万
千
五
百
六
十
四
円
四
銭
一
厘

年
一
割

九
万
四
千
百
五
十
六
円
四
十
銭
四
厘

△
三
十
六
万

千
九
百

十

円
四
十
一
銭
一
厘

年
一
二

四
万
四
千
弐
百
七
十

円
六
十
銭
九
厘

□
十
四
万
五
千
〇
五
十
六
円
七
十
六
銭

厘

無
利
子

〆
十
三
万

千
四
百
三
十
五
円
壱
銭
三
厘

内
五
万
三
千
五
百
七
十
七
円

十
四
銭
九
厘

預
金
利
子

□
金

又
）

壱
万
四
千
円

本
支
店
給
料
雑
費

差
引

金
七
万

百
五
十
七
円
十
六
銭
四
厘

内
七
千

十
五
円
七
十
一
銭

役
員
賞
与

又
七
千

十
五
円
七
十
一
銭

積
立
金

残
金

金
五
万
六
千
六
百

十
五
円
七
十
四
銭
四
厘

是
五
千
六
百
株
ニ
配
ル

年
一
割
〇
一
二

七
月
中
の
「
手
扣
」
を
た
ど
る
と
、
七
月
一
四
日
に
第
三
銀
行
に
お
い
て
救
済
合
併
の
正
式
決
定
を
み
た
の
ち
、
安
田
善
次
郎
は
、
七
月

一

日
に
再
度
、
上
述
の
メ
ン
バ
ー
と
会
合
を
開
い
て10

）
、
こ
の
席
で
右
の
計
算
に
若
干
の
修
正
を
加
え
た
案
を
報
告
し
て
お
り
、
ま
た
、
翌

一
九
日
に
は
ほ
ぼ
同
じ
メ
ン
バ
ー
に
た
い
し
、
合
併
の
さ
い
の
資
本
金
の
比
率
を
算
出
、
披
露
し
て
い
る11

）
。
い
ま
一

、
一
九
両
日
の
「
手

扣
」
に
み
え
る
第
四
十
四
銀
行
合
併
に
関
す
る
記
述
を
掲
げ
れ
ば12

）
、
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

七
月
十

日

晴

九
時
出
行
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四
十
四
ノ
再
孝

百
尺
ニ
而
集
会
ノ
事
ヲ
報
告
ス

資
産
ノ
部

但
シ
負
債
ノ
分
は
前
ノ
ヲ
用
フ
ル
事

見
積

減

元
高

名
称

六
拾
二
万
六
千
九
十
三
円

九
十
六
銭
九
厘

な
し

な
し

六
十
二
万
六
千
九
十
三
円

九
十
六
銭
九
厘

五
千
円

千
三
百
九
十
円

四
十

円

十
九
銭

跡
は
同
様

百
四
拾
三
万
千

百
六
十
三
円
十

銭
一
厘

四
十
二
万
五
千
四
百
二
十
一
円
二
十
九
銭
九
厘

外
ニ
金
四
万
四
千
九
百
九
十
五
円

諸
積
立
金

二
口
合
百
四
拾
七
万
六
千

百
五
十

円
十

銭
一
厘

□
負
債
高
百

十
五
万
七
千
弐
百

十
四
円
四
十

銭

内
金
拾
四
万
株
主
直
引
之
分

負
債
ト
資
産
ト

差
引

金
弐
拾
四
万
〇
四
百
二
十
六
円
廿
九
銭
九
厘

負
債
ノ
方
多

利
益
見
積
勘
定

○
九
十
一
万
七
千

百
十

円
二
厘

年
一
割
ノ
利
子

九
万
千
七
百

十
一
円

十
銭

△
三
十
六
万

千
九
百

十

円
四
十
一
銭
一
厘

同
壱
割
二
分

四
万
四
千
弐
百
七
十

円
六
十
銭
九
厘

□
十
四
万
五
千
〇
五
十
六
円
七
十
六
銭

厘

無
利
足

是
ハ
準
備
金
之
見
込
ナ
リ

此
利
□

合
拾
三
万
六
千
六
十
円
四
十
銭
九
厘

内
金
五
万
三
千
五
百
七
十
七
円

十
四
銭
九
厘

預
金
ノ
利
子

又
金
壱
万
五
千
九
拾
七
円
七
十
三
銭

壱
ケ
年
入
費
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差
引
純
益
金

金
七
千
五
百
十
三
円
三
十
三
銭

負
債
高
廿
四
万
〇
四
百
二
十
二
円

五
万
九
千

百
七
十
一
円
五
十
一
銭

純
益
ナ
リ

年
賦
仕
払
金

此
内
五
千
九
百

十
七
円
十
五
銭
一
厘

役
員
賞
与
金
積
立
金

残
金

五
万
三
千

百

十
四
円
三
十
五
銭
九
厘

之
ヲ
五
千
六
百
ニ
割
壱
株
ニ
付
年
九
円
六
十
二
銭
弐
厘

又
一
方
百
円
株
ヲ
七
十
二
円
ト
仮
定
ス
ル
ト
キ
ハ

元
七
十
万
円
ノ
株
ハ
五
十
万
四
千
円
ナ
リ

是
ニ
右
ノ
利
益
ヲ
配
当
ス
レ
ハ

壱
ケ
年

十
円
七
十
二
銭
二
厘
ト
ナ
ル

七
月
十
九
日

晴

午
後
三
時
ヨ
リ
百
尺
ニ
而
米
倉
山
田
平
岡
町
野
ト
集
会
ス

第
三
株
百

十
円
ト
見
做

此
額
五
拾
四
万
円

第
四
十
四
株

十
円
ト
見
做

此
額
五
拾
六
万
円

合
百
拾
万
円

壱
万
株

是
ヲ
株
ニ
付
金
百
拾
円
宛
ニ
テ
新
加
入
ス
ル
ト
キ
ハ
合
金
百
拾
万
円

さ
ら
に
「
手
扣
」
七
月
二
二
日
に
お
い
て
は
、
第
四
十
四
銀
行
に
つ
い
て
、
最
終
的
な
計
算
結
果
を
作
成
し
て
い
る
。
左
に
掲
げ
る
も

の
で13

）
、
こ
の
成
果
に
よ
っ
て
、
合
併
問
題
の
処
理
は
最
後
的
な
落
着
を
み
て
い
る
。

七
月
廿
二
日

曇

四
十
四
ノ
見
積
計
算
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一
負
債
之
分
百

十
五
万
七
千
弐
百

十
四
円
四
十

銭

一
資
産
之
分
百
五
十
三
万
九
千
六
百
四
拾
五
円
九
十
三
銭

差
引
三
拾
弐
万
七
千
六
百
三
十

円
五
十
五
銭

内
十
四
万
円
直
引
ノ
分

引

残
十

万
七
千
六
百
三
十

円
五
十
五
銭
負
債
高
也

十
六
年
賦

五
千

百
六
十
三
円
七
十
銭
ツ
ヽ

○
九
十
四
万
四
百
十
五
円
十
五
銭
一
厘

公
債
証
書
利
子
他
支
店
預
ケ
金
等
年
一
割
ノ
収
入

九
万
四
千
四
拾
一
円
五
十
一
銭
五
厘

△
三
十
七
万
五
千
九
百

十

円
四
十
六
銭
壱
厘

諸
貸
付
金
年
壱
割
二
分
収
入

四
万
五
千
百
十

円
六
十
銭
九
厘

□
十
五
万
千
七
百
三
十
六
円
三
十

銭
六
厘

合
計
百
四
十
六
万

千
百
三
十
九
円
九
十
四
銭

厘

収
入
利
子

拾
三
万
九
千
百
六
十
円
十
二
銭
四
厘

内

五
万
七
千
弐
百
廿

円
四
銭
六
厘

諸
預
り
金
利
子

又
壱
万
五
千
九
十
七
円
七
十
三
銭

月
給
其
他
諸
入
費

又
五
千

百
六
十
三
円
七
十
銭

負
債
十

万
七
千
六
百
余
円
ヲ
十
六
ケ
年
賦
仕
埋
金

差
引
純
益

六
万
九
百
七
十
円
六
十
四
銭

厘

内

六
千
九
十
七
円
六
銭
五
厘

役
員
賞
与
金

残
金

五
万
四
千

百
七
十
三
円
五
十

銭
三
厘

是
ヲ
五
千
六
百
株
ニ
配
当
ス
ル
ト
キ
ハ
壱
株
ニ
付
九
円
七
十
九
拾
九

マ
マ
）

銭

明
治
十
五
年
七
月
廿
二
日
第
三
国
立
銀
行
株
主
臨
時
会
議
ニ
於
テ
第
三
銀
行
ト
第
四
拾
四
銀
行
ト
合
併
ス
ル
ノ
会
議
ヲ
起
ス
ニ
、
当
任
ノ
頭
取

取
締
役
ヨ
リ
第
三
銀
行
株
主
各
位
ニ
呈
ス
ル
ノ
考
案
左
ニ
陳
述
ス
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本
年
一
月
十
日
本
行
株
主
定
式
惣
会
ニ
於
テ
昨
年
下
半
季
間
営
業
況
況

情
カ
）

及
利
益
金
配
当
ノ
事
等
御
協
議
決
定
之
末
頭
取
諸
取
締
役
ノ
発
意
ニ
而

本

行
資
本
金
三
拾
万
円
増
加
之
事
ヲ
試
ニ
御
相
談
申
上
候
処
、
株
主
各
位
ニ
於
テ
幸
ヒ
御
賛
成
ア
ル
ニ
因
リ
追
テ
臨
時
惣
会
ヲ
開
キ
該
件
ヲ
篤
と
御

相
談
可
申
上
筈
ニ
テ
散
会
セ
リ
、
然
ニ
其
後
二
月
上
旬
第
四
拾
四
銀
行
ヨ
リ
ノ
米
倉
一
平
氏
ヲ
以
テ
該
行
ヲ
第
三
銀
行
ニ
併
セ
呉
レ
間
敷
哉
ノ
内

談
ア
リ
、
尓
来
当
任
者
ノ
応
答
数
度
ニ
及
ヒ
本
年
五
月

日
本
行
懇
親
会
ノ
節
其
荒
増
ヲ
株
主
各
位
ニ
報
道
シ
テ
予
メ
御
聞
置
ヲ
得
タ
リ
、
尚
四

十
四
銀
行
ニ
於
テ
モ
臨
時
惣
会
及
格
段
会
議
ヲ
以
テ
決
議
ノ
上
表
面
該
行
ヲ
第
三
銀
行
合
併
セ
ン
事
ヲ
依
頼
ヲ
受
タ
リ
、
茲
ニ
於
テ
本
行
役
員
ヲ

第
四
拾
四
銀
行
ニ
派
出
シ
テ
該
行
現
時
ノ
負
債
資
産
ヲ
調
査
セ
シ
メ
、
去
ル
十
日
本
行
株
主
惣
会
ニ
テ
御
申
上
候
通
猶
当
任
ノ
頭
取
取
締
役
ニ
於

テ
評
価
ヲ
附
シ
且
将
来
ノ
見
込
ト
壱
ケ
年
利
益
ヲ
計
算
為
シ
タ
ル
事
別
冊
ノ
如
シ
、
加
ル
ニ
本
行
現
時
ノ
負
債
資
産
ト
将
来
壱
ケ
年
ノ
利
益
予
算

ヲ
建
テ
比
準
シ
得
失
如
何
ヲ
各
位
ニ
高
評
ヲ
乞
所
ナ
リ

か
く
て
同
じ
七
月
二
二
日
の
午
後
開
催
の
第
三
国
立
銀
行
総
会
で
右
の
結
果
が
報
告
さ
れ
、
株
主
お
よ
び
委
任
を
う
け
た
代
人
な
ど
七
十

余
名
に
よ
っ
て
、
第
四
十
四
国
立
銀
行
の
合
併
の
件
が
議
決
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌
々
二
五
日
、
山
田
、
平
岡
が
合
併
願
書
を
作
成
、
大
蔵
省

当
局
に
提
出
さ
れ
た14

）
。

公
的
許
可
手
続
き
に
つ
い
て
は
、

月
二
一
日
第
三
国
立
銀
行
に
第
四
十
四
国
立
銀
行
を
合
併
の
願
書
に
た
い
す
る
許
可
が
通
知
さ
れ
た15

）
。

こ
の
間
、
第
四
十
四
銀
行
の
側
か
ら
、
合
併
に
さ
い
す
る
手
持
株
式
の
処
置
お
よ
び
新
株
券
交
付
に
つ
い
て
、
株
主
に
た
い
す
る
通
知
が

行
わ
れ
て
お
り
、
七
月
二

日
の
「
手
扣
」
の
な
か
に
、
こ
の
文
面
が
掲
載
さ
れ
て
い
る16

）
。
あ
る
い
は
こ
の
文
章
も
、
安
田
善
次
郎
の
執
筆

に
な
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

拝
啓

陳
者

本
月
五
日
格
別
決
議
ニ
相
成
候
第
三
国
立
銀
行
ヘ
合
議
ノ
義
同
行
ニ
モ
承
諾
ニ
付
大
蔵
省
ヘ
出
願
致
候
、
右
御
許
可
ノ
上
ハ
各
位
御

所
有
之
株
式
ハ
左
ノ
三
項
ニ
基
キ
御
決
定
有
之
度
此
段
及
御
照
会
候
也
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第
一
項

御
所
有
株
全
存
之
分
ハ
壱
株
ニ
付
金
拾
五
円
ツ
ヽ
御
出
金
可
相
成
候
事

第
二
項

御
所
有
株
ノ
内
幾
分
ヲ
売
払
相
成
候
ニ
ハ
一
株
四
十
円
ツ
ヽ
ニ
而

代
金
可
相
渡
跡
幾
分
ヲ
御
持
継
之
分
ハ
前
条
ノ
通
壱
株
ニ
付
金
十
五
円
ツ
ヽ

御
出
金
可
相
成
候
事

第
三
項

御
所
有
株
悉
皆
御
売
払
相
成
候
御
仁
付
は
壱
株
金
四
十
円
ツ
ヽ
ノ
計
算
ニ
而

御
渡
可
申
但
シ
此
分
ハ
売
払
株
本
行
株
式
惣
高
ノ
内
過
半
数
ニ
及

フ
ト
キ
ハ
或
ハ
幾
分
ヲ
御
断
申
上
場
合
モ
御
座
候
事

右
至
急
御
申
出
有
之
度
候
、
且
第
三
銀
行
ニ
合
併
ノ
上
ハ
壱
株
百
円
宛
ニ
相
改
候
事
故
半
数
ニ
不
相
成
様
御
計
算
被
成
下
度
候
也

な
お
、
七
月
三
一
日
の
「
手
扣
」
に
お
い
て
は
、
左
の
よ
う
な
、
安
田
銀
行
か
ら
加
藤
濟
に
た
い
し
三
万
円
の
利
付
金
禄
を
担
保
と
す
る
、

二
万
千
六
百
円
の
貸
付
に
か
ん
す
る
記
載
が
見
出
さ
れ
る17

）
。
参
考
ま
で
に
掲
げ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

一
金
禄
公
債
証
七
分
利
付
額
面
三
万
円

加
藤
濟
取
持
ノ
分
安
田
銀
行
ニ
無
利
足
無
手
数
料
ニ
テ
預
リ
置

但
シ
此
公
債
証
書
ハ
安
田
銀
行
ノ
名
義
ニ
書
替
置
期
限
中
使
用
随
意
ノ
事

通
貨

弐
万
千
六
百
円

安
田
銀
行
ヨ
リ
加
藤
濟
ニ
年
七
分
ノ
利
足
ニ
而

貸
付
置
候
ニ
付
此
利
子
ハ
公
債
証
書
ノ
利
足
政
府
ヨ
リ
払
下
相
成
候
節
安
田
銀
行
ニ
而

請
取

残
金
ハ
加
藤
濟
ニ
相
渡
候
事

約

定

証
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一

金
弐
万
千
六
百
円
也

但
し
壱
ケ
年
七
分
ノ
利
足
ニ
而

毎
年
五
月
十
一
月
両
度
ニ
相
渡
候
筈

此
抵
当
七
分
利
付

金
禄
公
債
証
書

額
面
三
万
円
也

右
之
通
貨
借
用
致
候
ニ
付
本
年
七
月
ヨ
リ
向
三
ケ
年
明
治
十

年
六
月
三
十
日
限
リ
元
利
返
済
可
致
候
、
然
上
ハ
来
明
治
十
六
年
六
月
ヨ
リ
年

両
度
之
六
月

十
二
月

利
足
ノ
外
元
金
千
円
ツ
ヽ
返
済
致
候
、
且
抵
当
ノ
公
債
証
書
ハ
安
田
銀
行
之
名
義
ニ
書
替
期
限
中
使
用
相
成
候
事
御
随
意
可
成
下

候
、
尤
内
金
返
済
致
ト
雖
ト
モ
公
債
証
書
ノ
元
利
皆
済
迄
取
返
不
申
筈
ニ
御
座
候
、
右
之
期
限
ニ
至
リ
万
一
返
金
不
致
候
節
ハ
抵
当
ノ
公
債
証

書
ハ
悉
皆
貴
殿
ノ
所
有
ニ
被
致
夫
迄
入
金
致
候
分
ハ
元
金
而
己
御
返
戻
被
下
候
、
其
節
相
場
ニ
高
下
有
之
夫
カ
為
メ
双
方
ニ
損
益
有
之
候
共
一

切
関
係
不
致
決
而

苦
情
申
間
敷
候
為
其
約
定
書
如
件

月
日

印

安
田
銀
行

御
中

最
後
的
な
合
併
は
、
第
三
国
立
銀
行
の
六
〇
％
の
（
無
償
）
増
資
そ
し
て
第
四
十
四
銀
行
の
二
〇
％
の
減
資
に
よ
る
第
三
銀
行
の
第
四
十

四
銀
行
の
吸
収
合
併
と
な
り
、
資
本
金
一
〇
〇
万
円
の
第
三
国
立
銀
行
の
再
発
足
と
な
っ
た
。
第
四
十
四
銀
行
の
店
員
の
う
ち
十
数
名
は
、

第
三
銀
行
に
移
籍
さ
れ
た
。

さ
て
、
こ
う
し
た
銀
行
史
上
初
め
と
い
え
る
本
格
的
な
合
併
の
成
功
が
、
安
田
善
次
郎
に
と
っ
て
は
も
と
よ
り
、
大
蔵
省
の
銀
行
行
政
に

と
っ
て
、
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
特
記
さ
れ
る
こ
と
は
、
被
合
併
銀
行
四
十
四
銀
行
の
不
良
資

産
の
吟
味
を
ふ
く
む
資
産
の
評
価
、
当
期
お
よ
び
来
期
の
収
支
の
見
込
計
算
、
正
味
資
産
の
算
定
、
第
三
銀
行
お
よ
び
第
四
十
四
銀
行
の
一

株
当
り
資
産
額
の
評
価
、
合
併
比
率
お
よ
び
両
銀
行
の
増
減
資
の
算
出
、
端
数
の
処
理
に
い
た
る
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
が
、
安
田
善
次
郎
の
手
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で
綿
密
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
こ
れ
よ
り
先
明
治
七
〜

年
に
第
一
国
立
銀
行
に
お
い
て
、
多
額
の
出
資
者
で
あ
る

と
と
も
に
大
口
貸
出
先
の
小
野
組
の
破
綻
の
処
理
、
と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
小
野
組
の
出
資
の
一
〇
〇
万
円
（
現
実
に
は
払
込
が

な
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
同
額
相
当
の
抵
当
物
品
）
と
第
一
銀
行
か
ら
小
野
組
へ
の
貸
付
額
一
〇
〇
万
円
弱
と
が
、
相
殺
さ
れ
、
第
一
銀
行

の
一
〇
〇
万
円
の
減
資
と
い
う
、
単
純
か
つ
粗
雑
な
処
理
が
行
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
に
よ
る
第
四
十
四
の
救
済
合
併
は
、
当
時
に

お
け
る
銀
行
の
近
代
的
な
合
併
の
あ
り
方
と
し
て
、
示
唆
的
な
い
し
は
模
範
と
す
る
に
足
る
事
例
を
な
し
た
と
い
え
よ
う
。

１
）

第
四
十
四
国
立
銀
行
に
つ
い
て
は
前
掲
『
安
田
財
閥
』
五
二

五
三
頁
。
安
田
銀
行
『
安
田
銀
行
六
十
年
誌
』（
同
行
、
昭
和
一
五
年
な

ど
。）
ち
な
み
に
、
同
行
に
つ
い
て
の
一
次
史
料
は
、
関
東
大
震
災
に
さ
い
し
焼
失
し
て
お
り
、
函
館
支
店
関
係
を
除
く
と
ほ
と
ん
ど
知
ら

れ
て
い
な
い
。

２
）

こ
れ
ら
山
田
慎
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
安
田
財
閥
』
五
五

五
六
頁
。
そ
の
ほ
か
北
海
道
の
硫
黄
山
に
つ
い
て
の
史
料
は
、「
安
田

商
事
関
係
史
料
」
と
し
て
、
安
田
不
動
産
株
式
会
社
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

３
）

前
掲
『
全
伝
』
に
よ
れ
ば
、
一
月
二
二
日
川
崎
、
市
川
、
長
谷
川
、
平
岡
ら
と
、
四
十
四
銀
行
問
題
を
内
談
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う

（『
全
伝
』
巻
之
三
、
伝
記
二
、
二
九
五
頁
）。

４
）

同
右

二
九
六
頁
。

５
）
「
手
扣
」
第
三
号
、
明
治
一
五
年
七
月
一
〇
日
の
項
。

６
）

同
右

七
月
十
三
日
の
項
。

７
）
８
）

前
掲
『
全
伝
』
巻
之
三
、
伝
記
二
、
二
九
六
頁
。

９
）
「
手
扣
」
第
三
号
、
七
月
一
三
日
の
項
。

10
）
11
）
「
手
扣
」
第
三
号
、
七
月
一

日
、
七
月
一
九
日
。
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12
）
13
）
「
手
扣
」
第
三
号
、
七
月
一

日
、
一
九
日
の
項
。

14
）
15
）

前
掲
『
全
伝
』
巻
之
三
、
伝
記
二
、
二
九
七
頁
。

16
）
「
手
扣
」
第
三
号
、
七
月
二

日
の
項
。

17
）

同
右

七
月
三
一
日
の
項
。

五

日
本
銀
行
の
株
式
募
集
、
収
支
予
算
お
よ
び
内
規
の
作
成

明
治
一
五
年
の
夏
は
、
第
三
銀
行
と
第
四
十
四
銀
行
の
合
併
が
実
現
す
る
他
方
、
日
本
銀
行
の
設
立
に
つ
い
て
は
「
条
例
」
の
制
定
と
と

も
に
創
立
委
員
の
決
定
が
行
わ
れ
、
株
式
募
集
は
じ
め
準
備
作
業
が
進
行
し
た
。
既
に
触
れ
た
が
、
六
月
二
七
日
に
「
日
本
銀
行
条
例
」
の

布
告
と
と
も
に
、
大
蔵
省
に
日
本
銀
行
創
立
事
務
所
が
設
け
ら
れ
、
大
蔵
少
輔
の
吉
原
重
俊
、
大
蔵
大
書
記
官
の
富
田
鉄
之
助
、
大
蔵
省
権

書
記
官
の
加
藤
濟
が
創
立
事
務
委
員
に
任
命
さ
れ
た１

）
。
吉
原
は
日
本
銀
行
の
総
裁
、
富
田
は
副
総
裁
に
そ
れ
ぞ
れ
就
任
の
ふ
く
み
の
人
事
で

あ
る
。
そ
し
て
、
民
間
銀
行
家
か
ら
第
三
国
立
銀
行
頭
取
の
安
田
善
次
郎
と
、
三
井
銀
行
副
長
の
三
野
村
利
助
が
、
創
立
事
務
御
用
掛
心
得

に
任
命
さ
れ２

）
、
こ
れ
ら
五
人
が
創
立
事
務
に
あ
た
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
九
月
に
な
っ
て
、
子
安
峻
、
外
山
脩
三
、
松
本
重
太
郎
お
よ

び
草
間
貞
太
郎
の
四
人
が
御
用
掛
に
追
加
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
七
月
以
降
、
と
く
に

月
に
な
る
と
安
田
善
次
郎
の
活
動
と
生
活
は
慌
し
い
も
の
と
な
り
、

月
一
〇
日
以
降
の
手
控
は
、

「
第
四
号
」
が
編
ま
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

株
式
の
募
集
に
つ
い
て
は
、
七
月
二

日
、
資
本
金
一
、
〇
〇
〇
万
円
、
二
〇
〇
円
株
五
万
株
の
う
ち
、
半
額
を
政
府
が
引
受
け
、
残
り

の
二
万
五
千
株
を
一
般
公
募
と
す
る
と
発
表
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
各
地
の
新
聞
で
広
告
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
徹
底
し
た
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も
の
で
は
な
か
っ
た３

）
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
日
銀
設
立
の
概
要
は
、
創
立
関
係
者
の
ネ
ツ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
一
般
に
知
ら
れ
は
じ
め
て
お
り
、
正
式
な
募
集
を

ま
た
ず
に
、
申
込
が
相
つ
ぐ
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
動
向
は
、「
安
田
家
文
書
」
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
手
扣
」

（
第
三
号
、
七
月
二
一
日
）
を
み
る
と４

）
、
左
の
よ
う
に
中
沢
彦
吉
、
山
中
隣
之
助
、
喜
谷
市
郎
左
衛
門
ら
親
し
い
友
人
ら
が
申
込
ん
で
お
り
、

ま
た
こ
の
日
午
後
に
政
府
に
赴
い
た
と
こ
ろ
、
品
川
弥
次
郎
、
武
井
守
正
ら
か
ら
日
本
銀
行
株
の
入
手
申
込
に
つ
い
て
依
頼
を
う
け
て
い
る
。

七
月
廿
一
日

午
後
三
十
三
山
中

近
藤

大
木

郷

高
木

品
川

河
野
ノ
諸
君
ヲ
訪

「欄
外
）△

品
川
公
ト
口
約
」

一

日
本
銀
行
株
弐
万
円
一
年
九
朱
ノ
利
足
ニ
而
立
替

「欄
外
）△

高
松
同
上
」

一

日
本
銀
行
株
弐
千
円

十
株

加
入
ノ
事

「欄
外
）

日
本
銀
行
△
○
」

一

長
井
利
兵
衛
氏

壱
万
円

△
○
武
井
氏

五
千
円

「欄
外
）

〃

△
○
」

一

山
中
隣
之
助
氏

弐
万
円

「欄
外
）

〃

△
○
」

一

中
沢
彦
吉
氏

弐
万
円

「欄
外
）

〃

△
○
」

一

喜
谷
市
郎
右
衛
門
氏

五
千
円

「欄
外
）

〃

△
○
」

一

中
村
清
蔵
氏

千
円

以
下

月
当
初
か
ら
日
本
銀
行
関
係
の
記
事
を
、「
手
扣
」
第
三
号
、
第
四
号
に
よ
っ
て
掲
げ
る
と
左
の
と
お
り
で
あ
る５

）
。
株
式
募
集
に

つ
い
て
は
、
安
田
善
次
郎
は

月
一
二
日
に
正
式
な
申
込
書
を
提
出
し
て
い
る
が
、
す
で
に
二
、
〇
〇
〇
株
（
四
〇
万
円
）
に
達
し
て
い
る
。
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月
三
日

晴

午
後
三
時
ヨ
リ
平
岡
氏
ト
郷
君
ヲ
訪

晩
喰
シ
テ
寛
話
ス

月
五
日

晴

曇
天

午
前
七
時

郷
君
ヲ
訪

月
七
日

晴

午
前
九
時

大
蔵
省
ニ
行
、
郷
、
加
藤
ノ
二
君
ニ
面
談

月

日

大
蔵
省
ニ
出

加
藤
君
ト
郷
君
ニ
用

喜
谷
氏
ヲ
訪

日
本
銀
行
株
式
二
十
五
個

午
後
四
時
ヨ
リ
柏
木
ニ
集
会

（
以
下
「
手
扣
」
第
四
号
）

月
十
日

曇

雨

百
株

日
本
銀
行

米
倉
一
平
殿

米
倉

山
中

清
水
宣
吉
入
来

月
十
二
日

九
時
半
大
蔵
省
ニ
行
、
杉
山
、
原
ノ
二
氏
ト
同
道
加
藤
君
ニ
面
談
ス

日
本
銀
行
株
式
申
込
書

五
百
株

日
本
橋
区
小
網
町
四
丁
目

番
地

此
金
額
十
万
円

安
田
善
次
郎

五
百
株

安
田
忠
兵
衛
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一
弐
百
九
十
株

安
田
卯
之
吉

一
百
株

金
吹
町
壱
番
地

中
井
新
右
門

一
百
株

南
新
堀
町
壱
番
地

中
沢
彦
太
郎

一
百
株

南
伝
馬
町
十
七
番
地

山
中
隣
之
助

一
百
株

蠣
殻
町
一
丁
目
二
番
地

米
倉
一
平

一
四
十
株

深
川
材
木
町
十
番
地

下
中
村
清
蔵

一
五
十
株

大
伝
馬
町
一
丁
目
十
三
番
地

上
長
井
利
平

一
二
十
五
株

大
鋸
町
五
番
地

喜
谷
一
郎
右
衛
門

一
三
十
株

赤
阪
一
ツ
木
町
十
二
番
地

一
十
五
株

東
湊
町
一
丁
目
十
一
番
地

大
村
五
左
衛
門

「欄
外
）廿

九
日
ニ
ツ
ヾ
ク
」

合
計

弐
千
株

此
金
額

四
拾
万
円
也

右
之
通
株
式
申
請
度
御
採
用
奉
願
候
也

九
月

マ
マ
）

十
二
日

右
惣
代

安
田
善
次
郎

印

大
蔵
省
日
本
銀
行
創
立
委
員

御
中

午
後
五
時
ヨ
リ
山
中
、
喜
谷
ノ
二
氏
来
訪

日
本
銀
行
株
券
十
個

後
藤
庄
吉
郎
氏

月
十
三
日

曇

日
曜
日

時
ヨ
リ
加
藤
君
ニ
面
話
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松
方
君
ヲ
訪

不
在

与
倉
君
ヲ
訪

面
話

月
十
四
日

晴

午
前
九
時
ヨ
リ
大
蔵
省
ニ
出
ル

午
後
二
時

加
藤
君
、
志
賀
、
藤
村
、
上
床
、
三
野
村
ト
永
代
橋
際
旧
開
拓
使
洋
館
ヲ
視
ル

月
十
五
日

晴

九
時
ヨ
リ
銀
行
局
ニ
出
ル

日
本
銀
行
創
立
委
員
詰
所
ニ
出
ル

月
十
六
日

晴
天

午
後
一
時

大
蔵
省
ニ
出
ル

不
在

〃

三
井
銀
行
ニ
三
野
村
ト
面
会
ス

月
十
七
日

晴

午
前

時
ヨ
リ
松
方
公
ノ
邸
宅
ニ
富
田
、
加
藤
、
三
野
村
ノ
三
氏
ト
終
日
用
談
ス
、
日
本
銀
行
ノ
件
ナ
リ

月
十

日

曇

日
本
銀
行
利
益
予
算
表
（
略
、
後
に
掲
げ
る＝

筆
者
）

月
十
九
日

晴

〃午
前

九
時
ヨ
リ
大
蔵
省
ニ
出
勤

午
後
三
時
ヨ
リ
集
会
所
ニ
臨
席

月
廿
日

晴

日
曜
日

廿
一
日
午
前
九
時
大
蔵
省
ニ
出
ヘ
キ
事

月
廿
一
日

晴
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九
時
ヨ
リ
大
蔵
省
ニ
出
、
郷
、
富
田
、
加
藤
ノ
諸
氏
ト
談
判
ス

月
廿
二
日

午
前
九
時
ヨ
リ

大
蔵
省
ニ
出
ル

月
廿
三
日

晴

九
時
ヨ
リ

加
藤
君
ヲ
訪

月
廿
四
日

晴

午
前
九
時
ヨ
リ
大
蔵
省
ニ
出
ル

月
廿
七
日

晴

日
曜
日

終
日
在
宅

日
本
銀
行
内
規
草
案
（
省
略＝
筆
者
）

株
式
募
集
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
と
、「
手
扣
」
で
み
る
か
ぎ
り
、

月
一
二
日
で
申
込
み
が
事
実
上
終
っ
て
お
り
、
す
で
に

満
株
と
な
っ
て
い
る
印
象
を
う
け
る
。
こ
の
事
実
は
、
既
掲
の
『
日
本
銀
行
沿
革
史
』
の
記
述
と
は
微
妙
に
異
っ
て
お
り
、
こ
の
点
は
注
意

さ
れ
る
。

月
十
四
日
に
は
、
日
本
銀
行
設
立
準
備
室
が
、
永
代
橋
際
の
か
つ
て
の
北
海
道
開
拓
使
の
事
務
所
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、

現
場
を
大
蔵
省
の
関
係
者
と
三
井
の
三
野
村
ら
と
視
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
翌
日
か
ら
ほ
ぼ
毎
日
の
よ
う
に
大
蔵
省
に
出
勤
し
て
い
る
。

株
式
申
込
募
集
の
あ
と
で
、
設
立
準
備
御
用
掛
と
し
て
の
善
次
郎
の
重
要
な
仕
事
は
、
新
設
の
日
本
銀
行
開
業
初
年
度
の
収
支
予
算
を
作

成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
政
府
民
間
折
半
出
資
の
日
本
銀
行
に
と
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
民
間
出
資
分
に
つ
い
て

％
、
政
府
出
資
に
つ
い
て

六
％
の
配
当
支
払
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
開
業
後
半
年
間
に
お
い
て
は
、
営
業
活
動
の
収
益
か
ら
給
料
は
じ
め
諸
経
費
雑
費
等
を
さ
し
引
い

て
、
上
記
の
配
当
可
能
な
収
支
予
算
を
算
出
・
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
資
産
の
運
用
の
見
込
は
じ
め
、
必
要
な
職
員
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の
雇
用
、
給
料
の
設
定
な
ど
日
本
銀
行
の
経
営
全
般
に
わ
た
る
知
的
能
力
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
収
支
予
算
、
職
員
組
織
、
営
業
実
施
予
算
そ
し
て
利
益
配
当
に
か
か
わ
る
会
議
が
、

月
一
七
日
に
松
方
邸
に
お
い
て
、
善
次

郎
に
加
え
て
、
富
田
鉄
之
助
、
加
藤
濟
お
よ
び
三
野
村
利
助
の
四
人
に
よ
っ
て
終
日
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
決
定
し
た
方
針
に
そ
っ
て
、

翌

月
十

日
に
安
田
善
次
郎
に
よ
っ
て
、
成
案
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
さ
い
、
第
一
国
立
銀
行
、
正
金
銀
行
、
第
十
五
国
立
銀
行
の
三
行

の
経
営
に
か
ん
す
る
詳
細
な
デ
ー
タ
ー
が
参
考
に
供
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
出
来
た
「
日
本
銀
行
利
益
予
算
表
」（「
手
扣
」

月
一

日
の
項
）
は
、
左
に
掲
げ
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
非
常
に
有
意
義

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
全
文
を
記
載
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
安
田
善
次
郎
筆
の
同
じ
時
期
（
明
治
一
四
年
）
の
第
一
国
立
銀
行
、
横
浜
正
金

銀
行
お
よ
び
第
十
五
国
立
銀
行
に
つ
い
て
の
経
営
記
録
と
あ
わ
せ
て
掲
げ
て
お
く
。

日
本
銀
行
利
益
予
算
表

負
債
之
部

○
一

金
五
百
万
円

株
主
勘
定

○
一

金
百
万
円

政
府
無
利
足
当
座
預
り

△
一

金
百
五
十
万
円

〃

利
付
預
り

合
計

七
百
五
十
万
円

△
印
ニ
対
シ
壱
ケ
年
六
分
ノ
利
足
ヲ
払
ト
シ
テ

此
利
子
九
万
円
也

資
産
之
部

△
一

金
三
百
万
五
十
円

マ
マ
）

諸
貸
附
金
公
債
証
書
代
価
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△
一

金
弐
百
五
十
万
円

割
引
貸
及
諸
手
形
買
入
元

○
一

金
百
五
十
万
円

本
支
店
手
元
有
高

合
計

七
百
五
十
万
円

△
印
対
シ
テ
年
壱
割
ノ
利
足
ヲ
収
入
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
テ

此
金
六
拾
万
円
也

此
内
金
九
万
円

預
り
金
利
子
払

又
金
弐
万
九
千
四
百
円

副
総
裁
400

理
事
四
名
100

監
事
三
名
50

手
代
二
十
名

給
料

又
金
弐
万
弐
千

百
五
十
五
円
円マ

マ
）

家
屋
税
雑
費
及

巡
査
小
使
給
料

又
金
壱
万
円

営
業
用
諸
雑
費

帳
簿
筆
墨
紙
共

雑
税
共

此
小
以
十
五
万
弐
千
弐
百
五
十
五
円

差
引

四
拾
四
万
七
千
七
百
四
十
五
円

純
益

配
当
下

弐
十
万
円

人
民
株

分
宛

上

十
五
万
円

政
府
株

六
分
宛

九
千
七
百
七
十
四
円
五
十
銭

積
立
金

引
〆
金

万
七
千
九
百
七
十
円
五
十
銭

此
内

金
内

千
七
百
九
十
七
円
五
銭

賞
与
金

惣
差
引

残
金
七
万
九
千
百
七
十
三
円
四
十
五
銭

是
ヲ
五
百
万
円
ニ
配
当
ス
レ
ハ
百
円
ニ
付
壱
円
五
十

銭
三
厘
強

則
政
府
ノ
分

七
円
五
十

銭
三
厘
強
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人
民
ノ
分

九
円
五
十

銭
三
厘
強

壱
ケ
年
利
益
配
当
ナ
リ

金

千
七
百
九
十
七
円
五
銭

役
員
賞
与
金

此
内
十
分
ノ
二
課
長
及
副
課
長
分

引
〆
金
七
千
三
十
七
円
六
十
四
銭

是
ヲ
理
事
四
名
監
事
三
名
ニ
配
当
ス
レ
ハ

七
ツ
ヽ
廿

三
ツ
ヽ
九

合
三
十
七

壱
口
百
九
十
円
廿
銭

理
事
壱
名

金
千
三
百
三
十
一
円
四
十
四
銭
二
厘
ツ
ヽ

監
事
壱
名

金
五
百
七
十
円
六
十
銭
ツ
ヽ

明
治
十
四
年
壱
ケ
年
三
銀
行
月
給
入
費
等

第
一
銀
行

一
金
弐
万
六
千
三
百
九
十
九
円
三
十

銭
壱
厘

給
料

一
金
四
千

百
四
十
三
円
三
十
七
銭
六
厘

旅
費

一

弐
千
九
百

十
円
五
十
二
銭
壱
厘

営
膳

一

五
万
三
千
五
百
三
十

円
五
十
七
銭

雑
費

合
計

金

万
七
千
七
百
六
十
一
円

十
四
銭

厘

正
金
銀
行

一
金
壱
万
三
千
九
百
五
円
七
十
四
銭
一
厘

給
料

一
金
三
千
百
七
十
五
円
十
三
銭
六
厘

旅
費

一
金
千

百

十
二
円
廿
銭
一
厘

雑
税

営
膳
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一
金

千
百

十
五
円
七
銭

雑
費

合
計

弐
万
七
千
百
四
十

円
十
四
銭

厘

十
五
銀
行

一

三
万
六
百
七
十
三
円

十
二
銭
七
厘

給
料

一

百
七
十
三
円
五
十
二
銭
六
厘

雑
税

一

三
百

十
三
円
五
十
九
銭

営
膳

一

壱
万
六
千
弐
百
三
円
五
十
一
銭
一
厘

雑
費

合
計

四
万
七
千
四
百
三
十
四
円
四
十
五
銭
四
厘

三
口
通
計

金
拾
六
万
弐
千
三
百
四
十
四
円
四
十
五
銭

此
内
訳

給
料

七
万
〇
九
百
七
十

円
九
十
四
銭
九
厘

旅
費
雑
税

営
膳
雑
費

九
万
千
三
百
六
十
五
円
五
十
銭
一
厘

平
均

給
料
ノ
方

金
弐
万
三
千
六
百
五
十
九
円
六
十
四
銭
九
厘

雑
費
ノ
方

金
三
万
四
百
五
十
五
円
十
六
銭
七
厘

第
一
銀
行
役
員
月
給

一
等
頭
取

五
十
円

二
等
取
締

二
十
円

三
等
支
配
人

三
十
円

四

支
配

廿
二
円

勘
定
役

五
十
銭

五

支
配
人

十
七
円

心
得

五
十
銭

六

支
配
人

十
二
円

心
得

五
十
銭

七
等
上
下

十
一
円

九
円
五
十
銭

等

円
三
十
銭

七
円
三
十
銭

九
等

六
円
四
十
銭

五
円
五
十
銭

十
等
四
円

十
銭

四
円
三
十
銭

十
一
等

四
円

三
円
七
十
銭

等
外
一
等

三
円

本
支
店
共

〃

二
等

二
円

百
七
十
九
名

月
給
壱
ケ
年

弐
万
六
千
三
百
九
十
九
円
三
十

円
壱
厘

マ
マ
）

賞
与
金
五
万
千
六
百
円
也

月
給
料
ノ
二
倍
弱
ニ
当
ル

正
金
銀
行
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一
等
頭
取

百
円

二
等
取
締
役

十
円

三
等
支
配
人

十
円

四
等
副
支
配
人

六
十
円

五
等
手
代

五
十
円

三
十
五
円

六
等
三
十
円

二
十
七
円

二
十
五
円

七
等
二
十
五
円
ヨ
リ

十
二
円
迄
六
級

等
十
一
円

十
円

九
等
九
円

十
等

円

十
一

七
円

十
二

六
円

十
三

五
円

十
四

四
円

十
五

三
円

四
十
七
名

月
給
壱
ケ
年
分

壱
万
三
千
九
百
五
円
七
十
四
銭
一
厘

賞
与
金
弐
万
四
百
円

月
給
料
ノ
壱
倍
四
分
六
厘

当
ル

十
五
銀
行
（
書
き
は
じ
め
て
抹
消＝

筆
者
）

こ
う
し
て
試
算
さ
れ
た
日
本
銀
行
設
立
初
年
度
の
、「
日
本
銀
行
営
業
実
施
予
算
」
お
よ
び
「
利
益
金
配
当
予
算
」
は
、
左
の
と
お
り
で

あ
る
。
安
田
善
次
郎
の
原
案
が
す
べ
て
厳
密
に
そ
の
通
り
実
行
さ
れ
た
か
否
か
に
は
研
究
の
余
地
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
企
画
案
が
、
日
本

銀
行
開
業
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
な
っ
た
ろ
う
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。

日
本
銀
行
営
業
実
施
予
算

負
債
ニ
属
ス
ル
ノ
分

○
一
金

百
万
円

政
府
当
座
預
り
金

△
一
金

百
五
十
万
円

同
利
付
預
り
金

○
一
金

五
百
万
円

株
主
勘
定

合
計

七
百
五
十
万
円
也

此
内
○
印

金
六
百
万
円

無
利
足

△
印

金
百
五
十
万
円

年
六
朱
利
付
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此
利
子
金
九
万
円

壱
ケ
年
払
分

資
産
ニ
属
ス
ル
ノ
分

△
一
金

弐
百
五
十
万
円

諸
貸
附
金
及
公
債
証
書
買
入
元
金

△
一
金

弐
百
五
拾
万
円

割
引
貸
諸
手
形
及
残
金
限
買
入
元
金

△
一
金

百
五
拾
万
円

当
座
貸
勘
定

○
一
金

百
万
円

本
支
店
金
庫
有
高

合
計

金
七
百
五
十
万
円

此
内
○
印

金
百
万
円

無
利
足

△
印

金
六
百
五
十
万
円

年
壱
割
〇

厘

此
利
子

金
七
拾
万
〇
弐
千
円
也

壱
ケ
年
収
入
分

収
払
差
引

金
六
拾
壱
万
弐
千
円
也

利
益
金

本
店
資
本

三
百
五
十
万
円

大
阪
支
店

〃

百
万
円

横
浜
支
店

〃

五
十
万
円

利
益
金
配
当
予
算

一
金
六
拾
壱
万
弐
千
円

利
益
金
惣
高

此
内

金
弐
万
九
千
四
百
円

給
料

但
シ
副
総
裁
壱
名

理
事
四
名

監
事
三
名

手
代
六
十
名
ノ
見
積
リ
ナ
リ

金
弐
万
弐
千

百
五
十
五
円
雑
費

但
シ
旅
費
調
査

小
使
ノ
給
料
及
営
繕
等
本
支
店
ノ
分
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金
壱
万
円

営
業
用
雑
費

但
シ
本
店
支
店
二
ケ
所
ノ
帳
簿
筆
墨
紙
雑
税
等
ノ
分

金
五
千
円

家
屋
什
器
等
ノ
代
価
年
賦
償
却
之
分

小
以
金
六
万
七
千
弐
百
五
十
五
円
也

引
〆
金
五
拾
四
万
四
千
七
百
四
拾
五
円

純
益
金

内
金
拾
五
万
円

政
府
所
持
弐
百
五
十
万
円
ノ
配
当
年
六
分

又
金
弐
拾
万
円

人
民
所
株

マ
マ
）

弐
百
五
十
万
円
ノ
配
当
年

分

又
金
壱
万
九
千
四
百
七
十
四
円
五
十
銭

積
立
金

差
引

金
拾
七
万
五
千
弐
百
七
十
円
五
十
銭

此
内
壱
万
七
千
五
百
廿
七
円
五
銭

賞
与
金

惣
差
引
残
金
拾
五
万
七
千
七
百
四
十
三
円
四
十
五
銭

之
ヲ
五
百
万
円
ニ
配
当
ス
レ
ハ
百
円
ニ
付
三
円
拾
五
銭
四
厘

毛

株
主
配
当

壱
ケ
年
分

政
府

九
分
一
厘
五
毛
強

人
民

壱
割
一
分
一
厘
五
毛
強

変
則
予
算

一
金
五
拾
四
万
四
千
七
百
四
十
五
円

純
益
金

内
金
五
万
四
千
四
百
七
十
四
円
五
十
銭

純
益
金
十
分
ノ
一
積
立
金

又
金
拾
五
万
円

政
府
持
株
ニ
対
シ
年
六
分
ノ
配
当
金

開
業
ノ
日
ヨ
リ
満
十
五
ケ
年
目
ニ
ヨ
リ
平
等
ノ
配
当
致
ス
ヘ
キ
事
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